
 

 

山陰合同銀行浜田市役所派出所の廃止について 

 

 

 株式会社山陰合同銀行では、経営・人員体制の見直しにより、市役所 1階会計課

内に開設されています浜田市役所派出所の廃止を決定されましたので報告します。 

 なお、派出所は、市税等の納付受付のみを業務として行い、今後、自治体に開設

されています全ての派出所を廃止されます。（島根県 5市、鳥取県 2市） 

 

 

1 派出所廃止時期 令和 4年 5月 31日 

 

2 これまでの経緯 

（1） 平成 17年 10月 1日  山陰合同銀行浜田市役所出張所設置 

（2） 平成 29年 1月 23日  出張所廃止、派出所設置 

（3） 令和 4年 5月 31日  派出所廃止 

  

3 派出所廃止後の納付受付について 

引き続き会計課が市税等の納付を受付けます。これまでも派出所職員不在時は対応

しており、納付者に影響はありません。 

 

4 派出所廃止に関する周知方法 

会計課窓口に廃止について掲示を行います。また、広報はまだ及び市ホームページ

で周知します。 

 

5 その他 

銀行ＡＴＭは、引き続き 1階に設置されます。 

令和 4 年 3 月 4 日 

総務文教委員会資料 

会 計 課 
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 浜田市教育委員会

令 和 4 年 3 月 4 日 
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は じ め に 

 

浜田市教育委員会では、平成 27年度に浜田市教育大綱及び浜田市教育振興計画（平

成 28年度～令和 3年度）を策定し、自ら学び高めあう学習活動の推進と、郷土に誇

りを持った次世代を担う人づくりを目指して取組を進めてまいりました。 

この間も、技術革新による飛躍的な ICTの発展、SDGｓへの参画意識の高揚、個人

の価値観やライフスタイルの多様化等により、教育に対する課題やニーズが変化して

います。 

学校教育においても、知識・技能の習得のみに留まらず、それらを活用して現代社

会の様々な課題を解決するために必要な思考力や判断力、学びに向かう力の育成が求

められています。 

  

今回策定する教育振興計画（令和 4年度～令和 7年度）は、浜田市総合振興計画後

期基本計画（令和 4年度～令和 7年度）の実施計画として、前述のような時代の変化

や社会の変化に対応した教育の方向性を示し、その実現を目指すものです。 

 今計画では、前回の計画において列挙していた具体的取組の項目を精選し、より重

点的に取り組むべき項目に絞り込みを行うとともに、幼児教育の充実、教職員の働き

方改革、高校の教育魅力化支援、日本遺産の活用等に関する新しい項目を追加しまし

た。 

 

 教育振興計画の根底にあるのは、「夢を持ち、郷土を愛する人を育む」という前計

画から変わらぬ基本理念です。少子化、人口減少という大きな課題を抱えながらも、

「子どもだけでなく大人も夢を持ち続け、故郷を愛し続ける」、そうした人々が暮ら

している地域や育むことができる地域こそが元気で住みよいまちと言えるような気

がします。 

教育は、地域総がかりで取り組むことが重要です。浜田市教育委員会は、幼児教育

をスタートとして学校教育から生涯学習に至る年齢に応じた縦軸の教育の充実と、学

校・家庭・地域のお互いが当事者となる横軸の協働体制に機軸を置いて、この計画を

着実に推進してまいります。 

 

次代を担う子どもたちが、夢と希望をもって、自立に向けた生きる力を身につけ、

心豊かに健やかに成長することができるよう、教育に関わる全ての方々、そして市民

の方々のご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。 

 

  

令和 4年 2月 

 

浜田市教育委員会 

 教育長 岡 田 泰 宏 
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 浜田市教育委員会では、平成 27年度に浜田市教育振興計画（平成 28年度～令和 3

年度）を策定し、浜田市における教育の振興に向けて取組を進めてきましたが、今年

度が計画期間の最終年度となりました。 

この間、少子高齢化による人口減の進行、急速な技術革新による ICTの発展、人生

100年時代の到来が見込まれるなど、教育を取り巻く環境は、日々目まぐるしく変化

していることから、それらに対応しながら本市の教育を着実に推進していく必要があ

ります。 

また、今年度は第 2 次浜田市総合振興計画後期基本計画の策定年度となります。教

育振興計画は上位計画である総合振興計画における教育分野の実現をより具体化す

るために策定いたします。 

 

【計画の位置付け】 

 教育振興計画は、浜田市総合振興計画及び浜田市教育大綱の実現を目指す実施計

画（アクションプラン）として位置付けます。 

 

【計画期間】 

 第 2次浜田市総合振興計画後期基本計画の計画期間を考慮し、4 年間とします。 

  ◎令和 4年度～令和 7年度（4年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

基本構想

基本計画

島根県
しまね教育魅力化ビジョン

市
総
合
振
興
計
画

浜田市教育大綱

浜田市教育振興計画

国
教育振興基本計画

（H27～R3）

（H28～R3）

前期基本計画（6年間） 後期基本計画（4年間）

（10年間）

（第3期 H30～R4）

しまね教育魅力化ビジョン

（R2～R6）

（R4～R7）

（R4～R7:変更なし）

１ 新たな計画策定に当たって 
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【他計画との連動】 

 浜田市総合振興計画（まちづくりの大綱から主要施策までの領域）及び浜田市教

育大綱を基本理念として掲げることとし、各計画との整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教育大綱 

将 来 像 

ま ち づ く りの 大 綱 

主 な 事 業 （ 具 体 的 取 組 ） 

基 本 理 念 

教
育
振
興
計
画 

主 要 施 策 

施  策  大  綱         （ 施 策 の 柱 ） 

総合振興計画 
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（１）人口減少・少子高齢化 

 日本の総人口は、令和 2年の国勢調査（速報値）において 1億 2,622万人とな

り、5年間で約 87 万人減少し、今後もさらなる減少が続くと予想されます。     

また、浜田市においても人口は減少し、令和 2年の国勢調査（確定値）におい

て 5万 4,592人となり、5年前から 3,513 人減少しています。特に若者の社会減

が多い傾向にあり、その影響が出生数、そして人口の減少幅の拡大につながって

います。 

今後も本市の人口は減少していくものと推計され、労働人口の減少や地域活動

の担い手不足、集落そのものの存続など、今後の市民のくらしや地域社会全体に

多大な影響が及ぶことが懸念されています。本市では、令和 3年 4月に「浜田市

協働のまちづくり推進条例」を施行しました。本条例にも掲げる基本理念の「本

市の自然、伝統及び文化を次世代に継承」部分に係る教育活動を行うことで、子

どもから大人まで、ふるさとに対する誇りと愛着を育むことがより一層重要とな

ります。 

 

（２）技術革新による社会変化 

 現在、Society5.0 と言われる超スマート社会の実現に向けて、人口知能（AＩ）

や人とモノ、インターネットをつなぐ（IoT）などの技術革新が急速に進み、職種

によっては、AIやロボット等による代替化が行われ、これまでにはなかった仕事

が生み出されることも予想されています。 

このような社会において、国が進めている GIGAスクール構想の実現に向け、本

市においても児童生徒一人一台の端末を整備しており、情報活用能力を含め、総

合的な学力を育成するための授業改善の一つの手段として ICT機器を活用してい

くことが求められています。 

また、スマートフォンやタブレット端末の普及により、メディアも多様化し、

実態を把握することが難しくなっている中、子どもたちがメディア依存や SNS（ソ

ーシャルネットワークサービス）を利用した犯罪に巻き込まれる事件も報告され、

メディアとのかかわり方に関する教育が保護者も子どもも重要となっています。 

 

（３）教育的ニーズの多様化 

 個人の価値観やライフスタイルの多様化が進み、教育に対する課題やニーズが

多様化しています。学校では、いじめや不登校などの問題も複雑化していて、関

係機関等との連携も重要となっています。家庭や地域社会においては、子どもた

２ 教育を取り巻く環境の変化 
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ちが学校外に集団で遊ぶ機会や様々な年齢の人とふれあう機会は減少しており、

家庭や地域における教育力の低下が懸念されています。 

 また、全体の児童生徒数は減少していますが、教育上特別な配慮を必要とする

児童生徒や、経済的に支援を必要とする児童生徒とその保護者の割合は当市にお

いても増加していることから、一人一人のニーズに応じた教育支援の充実が求め

られています。 

 一方、教職員の業務量は増加し、多忙な教職員の働き方改革は急務となってい

ます。一人一人の児童生徒にしっかり向き合い、様々な教育課題の解決に取り組

むためにも、教職員が担う業務の明確化・適正化など学校における働き方改革を

進める必要があります。 

 さらに、幼児期からの教育が重要視され、当市においても幼児教育施設（保育

所、認定こども園、幼稚園）が公立、私立、施設類型を超えて連携し、幼児教育

の質の向上を家庭や地域と一体となって取り組む必要があります。 

 

（４）人生 100年時代の到来 

 日本人の平均寿命は、延伸し、「人生 100 年時代」の到来が見込まれています。 

今後の長い人生を豊かに送るために、生涯にわたる学び直しや学んだことを生

かして実践までつながる仕組みが求められています。さらに、子どもから大人ま

で幅広く世代を超えた学びの場としてまちづくりセンター等を拠点とした「人づ

くり・つながりづくり・地域づくり」が重要であり、取組をけん引するための社

会教育の専門人材の育成が求められています。 

また、今後の長い人生を心身ともに健康に過ごせる健康寿命の延伸も課題とな

っていて、個人のライフスタイルに応じた生涯スポーツ社会の実現や豊かな心を

創造していくための文化活動の充実が求められています。 

 

（５）SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた教育 

SDGsは、17の目標とそれに紐付く 169のターゲットから構成され、地球上の「誰

一人取り残さない」ことを目指し、経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題に対

する総合的な取組が示されています。 

本市においても、第 2 次総合振興計画後期基本計画に SDGs の理念を取り込み、

本市の実情に合わせた目標やターゲットを選択し、多種多様な取組を行うことで、

同計画の目標とともに SDGsの目標も達成していくことを目指しています。 

   教育においても、この SDGsの理念を尊重するとともに、「持続可能な開発のた

めの教育（ESD）」の視点に立ち、知識の取得のみにとどまらず、現代社会の様々な

課題を自らの問題として捉え、主体的に行動する力の育成が求められます。 

 

※SDGs とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、平成 27（2015）年 9月

の国連サミットで採択された令和 12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 
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【SDGsに掲げる17の目標】

ゴール１ 貧困をなくそう

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

　自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションにいます。各自治体におい
て、すべての市民が必要最低限の暮らしを確保することができるよう、きめ細やかな支援策が求められて
います。

ゴール２ 飢餓をゼロに

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進
する

　自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの食料生産の支援を行うことが可能で
す。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食料生産活動を
推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。

ゴール３ すべての人に健康と福祉を

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

　住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住民の健康維持に貢献し
ています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状態を維持・改善に必要であるという研究も報告され
ています。

ゴール４ 質の高い教育をみんなに

すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

　教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非常に大きいといえま
す。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行政の取組
は重要です。

ゴール５ ジェンダー平等を実現しよう

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

　自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。また、自治体行政や社会システム
にジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審議会委員等における女性の割合を増やすのも重要な
取組といえます。

ゴール６ 安全な水とトイレを世界中に

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

　安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自治体の行政サービスと
して提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の大事な責務で
す。

ゴール７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

　公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進したり、住民が省/再エネ対策を推進するのを
支援する等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー源利用のアクセスを増やすことも自治
体の大きな役割といえます。

ゴール８ 働きがいも経済成長も
すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセン
ト・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する
　自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に関与することができま
す。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善することも可能な立場
にあります。

ゴール９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る

　自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経済の活性化戦略の中
に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業やイノベーションを創出することにも貢献すること
ができます。
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  ゴール１０ 人や国の不平等をなくそう

国内および国家間の格差を是正する

　差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少数意見を吸い上げ
つつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。

ゴール１１ 住み続けられるまちづくりを

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

　包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めることは首長や自治体行政職員にとって
究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割は
益々大きくなっています。

ゴール１２ つくる責任つかう責任

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

　環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。これを推進するためには
市民一人一人の意識や行動を見直す必要があります。省エネや3R の徹底など、市民対象の環境教育など
を行うことで自治体はこの流れを加速させることが可能です。

ゴール１３ 気候変動に具体的な対策を

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

　気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。従来の温室効果ガス削減
といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが求められてい
ます。

ゴール１４ 海の豊かさを守ろう

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

　海洋汚染の原因の8 割は陸上の活動に起因していると言われています。まちの中で発生した汚染が河川
等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染対策を講じるこ
とが重要です。

ゴール１５ 陸の豊かさも守ろう
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、
土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る
　自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有するといえます。自然
資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、その他関係者
との連携が不可欠です。

ゴール１６ 平和と公正をすべての人に
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提供すると
ともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

　平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多くの市民の参画を促し
て参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。

ゴール１７ パートナーシップで目標を達成しよう

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

　自治体は公的／民間セクター、市民、NGO／NPO などの多くの関係者を結び付け、パートナーシップの
推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の協力関係を築く
ことは極めて重要です。
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 浜田市総合振興計画及び浜田市教育大綱の基本理念を実現するために、5つの施策

の柱を定め、その施策に基づいて具体的な取組を定めます。 

 教育振興計画は、その実施計画（アクションプラン）として位置付けます。各取組

に目標を設定することにより、各年度の進捗状況管理を行い、より具体的で実効性の

ある計画とします。 

 

 また、教育振興計画は、学校教育、家庭教育支援、社会教育、スポーツ振興、文化

振興といった様々な分野において教育の振興を図ることを目的としていますが、各施

策においては浜田の子どもをどのように育てるのかといった「子どもの育ち」を軸と

した視点を欠くことはできません。「子どもの育ち」を軸とした視点は長期的な視点

に立つものとし、前回に引き続き次のとおり定め、各施策の事業実施につなげてまい

ります。 

 

【5つの視点】 

(1) 人は人と関わる中で「自分にも役割がある」と感じることで成長していくこと。 

(2) 礼儀、作法、あいさつ、しぐさ、モラル、ルール、しつけ、道徳、倫理観、生

活行動・動作、思いやりといった、「ふるまい」の向上が必要であること。 

(3) 教育が目指すものは、一人一人の個性が尊重される環境の中で、個人の特性を

伸ばしながら自立へと導く「個」の面と、社会の形成者の一員としての自覚を

育む「公共」の面の両面があること。 

(4) 教育効果を高めるには、幼児期から学校教育、社会教育へとつなぐ生涯を通じ

た学習を強化する「縦」のつながりと、家庭・学校・地域社会がそれぞれの役

割をしっかりと担いながら対応する「横」の連携が欠かせないものとなってい

ること。 

(5) 教育には、常に時代を越えて変わらない、変わってはならない「不易」(※1)

の部分と、時代の移り変わりや社会の変化･多様化に対応していく「流行」(※

2)の部分があること。 

 

 

 

 

 

 

  

※1  ｢不易｣ 変わらないこと。どんなに世の中が変化し状況が変わっても絶対に

変わらないもの、変えてはいけないもの。 

※2  ｢流行｣ 変わること。社会や状況の変化に従ってどんどん変わっていくも

の、あるいは変えていかなければならないもの。 

３ 計画策定の視点 
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第２章 基本構想 
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 教育振興計画における基本理念とは、教育大綱に掲げる理念を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の柱 

Ⅰ 学校教育の充実 

 子どもの「生きる力」を育むため、学ぶ意義を深め、学ぶ意欲を高めるとともに、

学習の基礎となる国語力の向上に努め、基礎学力の向上に加え、思考力、判断力、

表現力などの幅広い学力の向上を図ります。 

Ⅱ 家庭教育支援の推進 

 子どもを取り巻く環境の変化を受け、家庭、学校、地域が一体となり、次世代を

担う子どもの育ちを支えるため、家庭教育支援の充実と青少年の健全育成を進めま

す。 

 子育てにおける「親としての役割」や「子どもへのかかわり」について、気づき

を促す学習機会を提供し、家庭教育支援を推進します。 

Ⅲ 社会教育の推進 

 「ふるさと郷育」を通して、子どもの生きる力を育成し、ふるさとを愛する心を

育てます。また、子どもの育ちを地域ぐるみで支えることで、地域人材の育成支援

や地域の活性化を進めます。 

Ⅳ 生涯スポーツの振興 

 幼児から大人まで、それぞれの世代に応じた心身の健康を養うスポーツ・レクリ

エーション活動を推進するとともに、スポーツ精神の高揚や競技力の向上を図りま

す。 

Ⅴ 歴史・文化の伝承と創造 

 郷土の歴史や文化・芸術をより身近に感じ、楽しみながら豊かな心を創造できる

よう、文化・芸術活動の活性化を図ります。また、伝統文化や文化財等の保存や活

用とともに次世代への継承を図ります。  

  

  教育大綱理念 

「「「夢夢夢ををを持持持ちちち郷郷郷土土土ををを愛愛愛すすするるる人人人ををを育育育みみみままますすす」」」   

 自ら学び高めあう学習活動を推進し、郷土に誇りを持った次世代を担う 

 人づくりを目指します。 

４ 基本理念 
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①人権尊重の精神をすべての教育

の基底に据え、知・徳・体の調

和の取れた、一人一人の特性を

活かす教育の推進 

 

②社会を構成する一員として、共

に支えあって生きる力が育つ教

育の推進 

 

③子どもの発達段階に応じて学

校、家庭、地域が連動できる教

育の推進 

 

 

 

 

 基本理念は、教育行政が目指す教育の姿を表すもので、その基本理念は「人権尊重」、

「共生」、「学校、家庭、地域の連動」の 3つの「教育の推進」により形作られていま

す。 

 また、この 3 点からなる基本理念を体現するために、5 本の施策の柱が定められて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

「夢を持ち郷土を 

愛する人を育みます」 

Ⅰ 

学校教育

の充実 

Ⅱ 

家庭教育支援

の推進 

Ⅲ 

社会教育

の推進 

Ⅳ 

生涯スポーツ

の振興 

Ⅴ 

歴史・文化の

伝承と創造 

５ 基本理念と施策の柱 
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【教育振興計画施策体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念

Ⅰ

学
校
教
育
の
充
実

Ⅱ

家
庭
教
育
支
援
の
推
進

Ⅲ

社
会
教
育
の
推
進

Ⅳ

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興

Ⅴ

歴
史
・
文
化
の
伝
承
と
創
造

具
体
的

取

組

５本の施策の柱

主
要

施
策

具
体
的

取

組

主
要

施
策

具
体
的

取

組

主
要

施
策

具
体
的

取

組

主
要

施
策

具
体
的

取

組

主
要

施
策

浜田市教育振興計画

浜田市教育大綱

浜田市総合振興計画

浜田市市民憲章

①人権尊重の精神をすべての教育の基底に据え、知・徳・体の調和の取れた、

一人一人の特性を活かす教育の推進

②社会を構成する一員として、共に支えあって生きる力が育つ教育の推進

③子どもの発達段階に応じて学校、家庭、地域が連動できる教育の推進

「夢を持ち郷土を愛する人を育みます」

 総合振興計画及び教育

大綱から教育振興計画ま

でを体系化して図示する

と、このとおりとなりま

す。 

６ 教育振興計画の施策体系 
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【主要施策と具体的取組一覧】   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 施策の柱 主要施策 具体的取組 

「
夢
を
持
ち
郷
土
を
愛
す
る
人
を
育
み
ま
す
」 

（１） 

生きる力の育成 

（２） 

 一人一人を大切にする 

教育の推進 

（３） 

 食育と健全な体づくり 

  の推進 

①幼児教育の充実 

②幼児教育センターの設置 

③学力育成総合対策事業 

④ふるさと郷育推進事業 

⑤小中連携教育推進事業 

⑦小中学校統合再編 

⑧学校施設整備事業 

①幼児通級教室の設置 

②問題行動、いじめ等の指導相談 

Ⅰ
 

学
校
教
育
の
充
実 

～
生
き
る
力
の
育
成
～ 

③ICT 機器を活用した授業改善事業 

④学校における人権・同和教育推進事業 

①食育推進事業 

②学校給食での地産地消の推進 

③学校体育大会支援事業 

（１） 

家庭教育支援の充実 

（２） 

青少年の健全育成 

①浜田親子共育応援プログラム 

（HOOP!）の実施 

②放課後子ども教室・地域学習支援事業

の実施 

③「家読」の推進 

①青少年団体及び関係協議会等への補助

事業 

②不登校、ひきこもりなどの社会参加・ 

自立に向けた支援の継続 

③居場所活動等の充実、相談・支援、 

他機関との連携の充実 

Ⅱ
 

家
庭
教
育
支
援
の
推
進 

 

～
地
域
ぐ
る
み
で
子
ど
も
を
育
む
～ 

⑥教職員の働き方改革 
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「
夢
を
持
ち
郷
土
を
愛
す
る
人
を
育
み
ま
す
」 

（１） 

 ふるさと郷育及び 

  はまだっ子共育の推進 

（２） 

 まちづくりセンターを 

  拠点とした社会教育 

の推進 

（３） 

 図書館サービスの充実 

①ふるさと郷育推進事業【再掲】 

②教育魅力化推進事業 

（教育魅力化コンソーシアム支援） 

③はまだっ子共育推進事業 

④放課後子ども教室・地域学習支援事業

の実施【再掲】 

①はまだっ子共育推進事業【再掲】 

②まちづくりセンター活動推進事業 

③まちづくりセンター等における人権・

同和教育推進事業 

Ⅲ
 

社
会
教
育
の
推
進 

～
地
域
で
活
躍
す
る
人
づ
く
り
～ 

①レファレンスサービスの充実 

②ボランティア団体との連携、充実 

③イベントなどの読書活動推進事業 

（１） 

 スポーツ・レクリエー 

  ション活動の推進 

（２） 

 スポーツ精神の高揚 

  と競技力の向上 

（３） 

 スポーツ・レクリエー 

  ション環境の整備 

①総合スポーツ大会の開催 

①トップアスリート等の各種スポーツ 

教室の開催 

Ⅳ
 

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興 

 
 

～
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
心
身
の
健
康
増
進
～ 

 

①学校開放事業の利用増加 

基本理念 施策の柱 主要施策 具体的取組 

②軽スポーツ活動の推進 
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「
夢
を
持
ち
郷
土
を
愛
す
る
人
を
育
み
ま
す
」 

（１） 

 芸術文化の振興 

（２） 

伝統文化の保存継承 

（３） 

 文化財の調査・保存 

  と活用 

①石央文化ホールの管理運営 

②世界こども美術館の管理運営 

③石正美術館の管理運営 

④文化振興事業 

②歴史文化保存展示施設整備事業 

(浜田郷土資料館建替え) 

Ⅴ
 

歴
史
・
文
化
の
伝
承
と
創
造 
～
将
来
へ
芸
術
・
文
化
財
を
守
り
伝
え
る
～ 

①各指定文化財の保護管理 

②市内に所在する様々な文化財の 

調査研究 

③市内遺跡発掘調査事業 

（４） 

地域文化の交流拠点 

  づくり 

①市内各資料館の管理運営 

②歴史文化保存展示施設整備事業 

(浜田郷土資料館建替え)【再掲】 

基本理念 施策の柱 主要施策 具体的取組 

④市誌編纂事業 

⑤歴史文化保存展示施設整備事業 

(浜田郷土資料館建替え)【再掲】 

①文化振興事業【再掲】 

（５） 

認定された日本遺産 

の活用 ②歴史文化保存展示施設整備事業 

(浜田郷土資料館建替え)【再掲】 

①浜田城資料館管理事業 

（北前船関係展示） 
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 基本理念の実現のためには、学校、家庭、地域、行政の役割分担の明確化と連動が

必要です。教育振興計画の推進体制を構築するにあたっては、このことを常に意識し

て取り組まなければなりません。学校、家庭、地域が一体となって、取り組んでいく

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協働

家庭

学校 地域

行政

連携

連携

連携

人格形成の基礎を培う最も重要な

最小単位の社会であり、子どもに

とっては、最初のモデルである家庭

から学ぶ（真似ぶ）安全・安心の場

多様な年代・性別の者がそれぞれ

の生活の知恵をお互いに伝え学び

合い、地域での絆を深めながら、豊

かな人生を送ることができるよう、
自己の人格を研きその成果を還元

する場

確かな学力、健やかな体、公共の

精神や規範意識など、集団の中で

知・徳・体のバランスのとれた、自

立に必要な「生きる力」を培う個性

伸長の教育の場

基本的生活習慣

家庭学習・読書

あいさつ・手伝い・家族の絆

知恵の伝承

伝統や文化の継承

地域の安全・安心

見守り

基礎的学力

学習規律・集団行動

キャリア教育

部活動・小中連携

さまざまな教育施策を展開、推進することにより、学校、家庭、地域の協働、連携を

支援する役割を果たすとともに、調整役としてのコーディネーターの役割を果たす

 

７ 学校、家庭、地域、行政の役割分担 



 - 17 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 実施計画 
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 基本理念を体現するために、「Ⅰ 学校教育の充実」、「Ⅱ 家庭教育支援の推進」、「Ⅲ 

社会教育の推進」、「Ⅳ 生涯スポーツの振興」、「Ⅴ 歴史・文化の伝承と創造」の 5本

の施策の柱が定められています。 

 それぞれの施策の柱における現状と課題を認識し、事業実施にあたっての今後の基

本的な方向性を示しています。 

 

 

Ⅰ 学校教育の充実 ～生きる力の育成～ 

現現状状とと課課題題  

◎ 学校教育では、幼児期から高校まで一貫して「生きる力」を育み、子ども一人

一人が自分のよさや可能性を認識するとともに、多様な人々と協働しながら

様々な社会的変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることができるよ

うにすることが重要です。また、児童生徒が快適な環境で生活するために、教

育施設の計画的な整備・改修を検討する必要があります。 

各学校では、人権尊重の精神を全ての教育の基底におき、子ども一人一人の自尊

感情を育むことが重要です。また、子どもの能力や興味を引き出すよう、一人一

人に応じた指導が重要となっています。このための方策として、ＧＩＧＡスクー

ル構想により整備した一人一台端末をはじめとしたＩＣＴ機器を活用するなど、

個別最適化された指導を推進していくことも必要となります。 

また、一人一人に応じた指導を可能にするためには、教職員が子どもと向き合う

時間を確保することも必要です。 

◎ 本市では、食育を推進するとともに、学校給食での地産地消を推進しており、

地産地消率では、県内 8市では上位を維持しています。引き続き、学校給食な

ど様々な取組を通じて、児童生徒の健全な体づくりを図っていく必要がありま

す。 

 

基基 本本 方方 針針  

◇ 子どもの「生きる力」を育むため、主体的・対話的で深い学びの実現を目指し、

学ぶ意義を深め、学ぶ意欲を高めるとともに、基礎学力の定着に加え、思考力、

判断力、表現力等の幅広い学力の育成を図ります。幼児期においては、これら

の基礎を培うため、幼児教育の質の向上に取り組みます。 

◇ 自分の大切さとともに他の人の大切さも認めることができるよう、幼児期から

の人権尊重の意識を高める教育活動を推進します。 

８ 現状と課題、基本方針 
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◇ 魅力ある食育活動を行い、幼児期からの健全な食生活の実現と体づくりを推進

します。また、食育を通じた健康状態の改善等を推進します。 

 

ＳＤＧｓ目標 

     

 

 

 

Ⅱ 家庭教育支援の推進 ～地域ぐるみで子どもを育む～ 

現現状状とと課課題題    

◎ 家庭環境をはじめ、子どもたちを取り巻く環境の変化やライフスタイルの多様

化に伴い、家庭や地域における教育力の低下が懸念されており、学校、家庭及

び地域住民がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域ぐるみで子どもも大人

も成長できる取組を推進する必要があります。 

◎ 日常生活を円滑に営むうえでの困難を抱える子どもや若者に対する支援事業に

おいて、相談・支援体制の充実や、安心して利用できる居場所を確保するため、

引き続き、専門職員の配置や一人一人に応じた支援に努める必要があります。 

 

基基 本本 方方 針針  

◇ 幼児教育施設・学校・家庭・地域が一体となって次世代を担う子どもの育ちを

支える気運を醸成し、家庭教育支援の充実を図ります。 

 

ＳＤＧｓ目標 
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Ⅲ 社会教育の推進 ～地域で活躍する人づくり～ 

現現状状とと課課題題    

◎ 学校では、新しい時代に求められている資質・能力を子どもたちに育む「社会

に開かれた教育課程」の実現が求められ、これまで以上に地域と学校の連携・

協働の推進が重要になっています。 

◎ 公民館がまちづくりセンターになり、これまで培ってきた社会教育・生涯学習

を基盤とした協働のまちづくりを推進するために、まちづくり活動団体と連携

し、学びから実践までつながる取組が必要です。また、この取組を推進する中

において、地域で活躍する人材を育成していく必要があります。 

◎ 図書館の所蔵資料の充実とともに、多様化する利用者のニーズに対応するため、

レファレンスをはじめとする資料提供機能の向上が必要になっています。 

 

基基 本本 方方 針針  

◇ 子どもたちの郷土愛の心を育む「ふるさと郷育」を推進します。また、これに

併せて、地域と学校の連携・協働を図るため、高校生が主体的に取り組む地域

活動を支援します。 

◇ 社会教育・生涯学習を基盤とした協働のまちづくりを推進するため、地域社会

に関心を持ち、自らができることを考え、積極的にまちづくりに参画できる人々

や団体の育成を図ります。 

◇ 図書館と資料館などの関連施設が連携し、各々の所蔵資料の有効活用に努める

とともに、図書館の資料や情報提供の充実を図り、学校教育の支援や生涯学習

の保障に貢献する図書館を目指します。 

 

ＳＤＧｓ目標 
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Ⅳ 生涯スポーツの振興 ～スポーツを通じた心身の健康増進～ 

現現状状とと課課題題    

◎ 少子高齢化により競技人口が減少するなか、市民のスポーツに対するニーズは、

技術や体力の向上のみならず、人間性や社会性の涵養など多様化しています。 

◎ 「人生 100 年時代」を見据えて、心身ともに健康で過ごせる健康寿命の延伸が

課題となっています。一人一人のライフスタイルに応じて、いつでも、どこで

も、いつまでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の実現が求め

られています。 

◎ 各競技において活躍する浜田市にゆかりのある選手や地元を拠点とするチーム

の活動は、市民に夢や希望を与え、次世代を担う子どもたちにとって大きな目

標となっています。令和 12（2030）年には島根県において第 84 回国民スポー

ツ大会が開催される予定であり、競技力向上の取組を図るとともに、市内での

競技実施に向けて老朽化した各スポーツ施設の整備・改修を進める必要があり

ます。 

 

基基 本本 方方 針針  

◇ 心身の健康を増進するため、子どもから高齢者までのあらゆる世代に応じたス

ポーツ・レクリエーション活動を推進します。 

◇ スポーツ少年団や各種競技団体等と連携し、スポーツ精神の高揚と競技力の向

上を図ります。 

◇ 浜田市スポーツ施設再配置・整備計画等に沿って、スポーツ施設の適正な整備

及び改修を行い、市民が気軽にスポーツに親しむことができる環境を維持しま

す。 

 

ＳＤＧｓ目標 
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Ⅴ 歴史・文化の伝承と創造 ～将来へ芸術・文化財を守り伝える～ 

現現状状とと課課題題    

◎ 市民が芸術文化をより身近に感じ、楽しみながら豊かな心を創造できるよう活

動を支援するとともに、文化施設を活用した市民参加型のイベント等を実施し、

文化活動の活性化と人づくりを進める必要があります。 

◎ 本市に伝え残された石見神楽などの伝統文化や、浜田節、邦楽など和の伝統文

化を保存活用し、次世代へ伝承していく必要があります。 

◎ 三隅大平桜などの天然記念物、浜田城跡などの史跡等、多くの文化財を調査す

るとともに保存活用し、地域の歴史文化を次世代へ伝承していく必要がありま

す。 

◎ 地域の歴史文化を保存し、市民が子どもの頃からふるさとを学習することによ

り理解を深めることができるよう、歴史・文化に親しめる環境整備と人づくり

を推進する必要があります。 

基基 本本 方方 針針  

◇ 市民が日常的に芸術文化に触れられるような環境づくりと、市民が主体となっ

た文化活動の推進に取り組みます。 

◇ 本市に伝え残された様々な伝統文化を保存活用し次世代へと伝承するため、市

民団体等の文化活動の支援に取り組みます。 

◇ 郷土の歴史や文化財を保存、伝承するための調査を行い、潤いとゆとりを育み、

地域性に富んだ様々な文化財の保存活用に取り組みます。 

◇ 市内の展示施設が、市民や子どもたちのふるさとを学習する場となるよう、地

域の歴史・文化の保存と活用に取り組みます。 

 

ＳＤＧｓ目標 
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 施策の柱毎の「現状と課題」、「基本方針」を踏まえ、具体的に取り組む事業等を示

すとともに、その事業等の現状と課題、概要、計画期間中に取り組む主なもの、取組

による到達目標等を項目別に掲載しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①：対象となる事業等は、総合振興計画の「主な事業・取組」に掲載された事業及び本計画に

おいて定めた事業等です。 
②：対象事業の現在の状況及び課題です。 
③：計画終了段階（令和 7年度まで）における到達目標です。 
④：目標を数値化する場合は、右欄の（ ）内に数値を記載しています。 
⑤：対象事業の概要説明及び計画期間において取り組む内容の説明です。 
⑥：対象事業の対象者を  で囲んでいます。 
   ※高齢者：65歳以上  成人：高齢者、高校生及び大学生以外の 18歳以上 

項

目 
④ふるさと郷育推進事業 

Ⅰ－(1)－④ 

学校教育課 

現
状
と
課

題 

【現 状】 

全ての各小中学校の各学年において、ふるさと教育の授業

が、年間 35時間以上行われている。授業実施に当たっては、

学校とまちづくりセンターが連携を図りながら、多くの地域

住民や関係機関・団体が関わっている。 

【課 題】 

ふるさと教育の成果として、ふるさとを愛し、ふるさとに

貢献しようとする人材育成を目指しているが、その実態が見

えにくい。 

令和 2年度 

 

(小 5 85.6％) 

(中 2 80.7％) 

目 

標 
自分が住んでいる地域が好きであると思う子どもの割合 

(小 5 90.0％) 

(中 2 85.0％) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

浜田市では、子どもたち及び市民の郷土愛をより高く醸成するために、ふる

さと教育の「教」の字を「郷里」の「郷」の字に置き換え「ふるさと郷育（き

ょういく）」と称して、「はまだっ子共育推進事業」と共に推進する。 

（1）学校における「ふるさと郷育」 

小中 9年間の系統性を考慮のうえ、教育課程の中に位置づけた特色あるふ

るさと教育を各学年で年間 35 時間以上実施する。 

（2）海洋教育・自然体験活動 

市内全ての公立幼稚園及び小学校を対象として、市内及び近隣市町の豊

かな自然（海・山・川）に関わる海洋教育や自然体験活動を実施する。 

（3）浜田市の人物読本「ふるさとの 50 人」の活用 

毎年、小学校 4年生全員に配布し、学校での有効活用を促すとともに、

執筆者を講師とした授業や学習会への補助を行う。 

（4）地域ぐるみの「ふるさと郷育」 

中学校区ごとにネットワークを構築し、児童生徒の主体的な地域学習や体

験活動、地域活動について、地域住民が支援したり共に実践したりする。 

【主な取組】 

◎小中学校ふるさと教育推進事業（島根県教育委員会事業） 

◎幼稚園・小学校海洋教育・自然体験推進事業 

◎浜田市の人物読本ふるさとの 50 人の活用 

◎まちづくりセンターを核としたふるさと郷育の推進 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

 

① 

⑥ 

③ 
④ 

⑤ 

② 

９ 具体的取組 
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Ⅰ 学校教育の充実 ～生きる力の育成～ 

（１）生きる力の育成 

 学習指導要領では、「生きる力」を育むため、「知識及び技能」「思考力、判断力、

表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の育成を 3 つの柱としています。特に、自

ら課題を発見し、その解決に向けて主体的・協働的に探究する力を育むため、児童生

徒の思考力・判断力・表現力の向上に努めます。幼児期においては、この基礎を培う

ことが重要であるため、幼児教育力向上の拠点として、幼児教育センターの設置に取

り組みます。 

また、主体的・協働的に探究する力を育むために、ふるさとの教育資源を活用し、

学ぶことと社会とのつながりを意識した教育を行います。地域住民・企業と協力し、

ふるさとを愛し、ふるさとに貢献しようとする人材育成を図ります。 

教員の資質向上に努めるとともに、学力調査の実施を通して実態を把握し、小・中

学校 9 年間を見通した教育を推進する等、本市の教育力の向上を目指します。 

また、安全で安心な教育を推進するため、学校教育施設等の環境整備に努めます。 

 

総合振興計画目標 

目標 現状値 目標値 目標・指標の説明 

地域や社会をよくする

ために何をすべきかを

考える子どもの割合の

増加 

令和 2年度 令和 7年度 島根県学力調査による肯定率 

「しまねの学力育成推進プラ

ン」では、地域に関わる学習

の充実を取組の柱としてい

る。このプランの評価指標と

の整合性を図る 

小 5：45.7% 

中 2：32.7% 

小 5：55.7% 

中 2：42.7% 

「総合的な学習の時間」

では、集めた情報を課題

に沿って整理して考え、

発表する学習に取り組

んでいると思う子ども

の割合の増加 

令和 2年度 令和 7年度 島根県学力調査による肯定率 

「しまねの学力育成推進プラ

ン」では、地域に関わる学習

を充実させるため、総合的な

学習の時間の学習を重視して

いる。このプランの評価指標

との整合性を図る 

小 5：57.5% 

中 2：66.7% 

小 5：67.5% 

中 2：76.7% 
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具体的取組 

項

目 
① 幼児教育の充実 

Ⅰ－(1)－① 

教育総務課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 乳幼児期は、人と関わる力や思考力、豊かな感性など、生

きる力の基礎を育む重要な時期である。そのため、幼児教育

は、子どもの自発的な活動としての「遊び」を重要な学習と

し、「環境を通して行う」ことを基本としている。 

【課 題】 

幼児教育施設（保育所、認定こども園、幼稚園）は、全て

の子どもに質の高い保育・教育を提供するために、公私や施

設類型の枠を超えて連携し、家庭や地域とも認識を共有しな

がら、社会全体で幼児教育の質の向上に取り組む必要があ

る。 

現状値なし 

目 

標 

令和 5年度設置予定の浜田市幼児教育センターが実施する

研修の参加者数 480人（令和 5～7年度累計）を目指す。 

幼児教育センタ

ーが実施する研

修参加者数 

（480人） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

幼児教育の質の向上のため、幼児教育施設、家庭、地域、行政が一体となり、

以下に重点的に取り組む。 

① 幼児教育施設における保育・教育の質の向上 

質の高い保育・教育を提供するために、令和 5年度に設置予定の「浜田

市幼児教育センター」を中心とした幼児教育推進体制を構築し、保育・教

育に携わる人材の専門性の向上などの取組を推進する。 

② 地域資源を活用した保育・教育 

乳幼児期は、「遊び込む」ことが重要であり、そのためには、子どもの

興味・関心に即した環境に出会わせることが必要である。幼児教育施設に

おいては、これらの環境を園内だけの活動にとどまらず、まちづくりセン

ターや社会教育施設などと連携し、地域全体に求めていく取組を推進す

る。 

③ 特別な配慮を必要とする子どもへの支援 

 特別な配慮を必要とする子どもに対しては、一人一人に応じた丁寧な支

援を行う。特に、子どもの発達状況や保護者のニーズに応えるためには、

様々な選択肢が必要であるため、令和 5年度、統合幼稚園内に「幼児通級

教室」を設置する。 

④ 幼児教育施設と小学校との円滑な接続・連携 

 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりに、幼児教育施設

と小学校との合同研修会などの連携を促進するとともに、学びの連続性を
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確保するための取組を推進する。 

 

⑤ 家庭等における子育て支援 

 幼児教育施設と家庭が連携し、浜田親子共育応援プログラム（HOOP!）

の愛着形成プログラムを活用するなど、保護者支援を実施する。また、子

育て世代包括支援センターなどの関係機関とも連携しながら、家庭や地域

の子育て支援にも取り組む。 

【主な取組】 

 ◎幼児教育センターの設置 

◎ふるさと郷育推進事業 

◎はまだっ子共育推進事業 

◎まちづくりセンター活動推進事業 

◎幼児通級教室の設置 

◎幼児教育施設と小学校との円滑な接続・連携 

◎浜田親子共育応援プログラム（HOOP!） 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
②幼児教育センターの設置 

Ⅰ－(1)－② 

教育総務課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 現在、幼児教育施設（保育所、認定こども園、幼稚園）に

おける保育・教育の質の向上については、島根県幼児教育セ

ンターが中心となり、市内幼児教育施設への訪問支援などを

行っている。 

【課 題】 

 今後、島根県幼児教育センターは、規模を縮小し、その機

能について、市へ移管する方針が示されており、保育・教育

の質の向上については、市が中心となって取り組みを進める

必要がある。 

現状値なし 

目 

標 

令和 5年度設置予定の浜田市幼児教育センターが実施する

研修の参加者数 480人（令和 5～7年度累計）を目指す。 

幼児教育センタ

ーが実施する研

修参加者数 

（480人） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であり、幼児教

育施設においては、保育・教育の質の向上が重要となっている。 

 そのため、令和 5年度の公立幼稚園の統合に併せて、統合幼稚園内に市内幼

児教育力向上の拠点として、「浜田市幼児教育センター」を設置する。浜田市幼

児教育センターでは、市内幼児教育施設への個別訪問を中心とした支援を行う

ことで、公私や施設類型の枠を超え、市全体で 0歳から質の高い保育・教育の

提供を目指す。 

【主な取組】 

 ◎幼児教育センターの設置 

◎幼児教育アドバイザーの配置 

◎幼児教育アドバイザーの派遣による園内研修型訪問支援 

◎幼児教育施設と小学校との円滑な接続・連携 

◎保育従事者に対する研修の実施 

◎園の要請に基づいた関係機関（保健・福祉・教育）との連携支援 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
③学力育成総合対策事業 

Ⅰ－(1)－③ 

学校教育課 

現
状
と

課
題 

【現 状】 

全国学力・学習状況調査では、国語、算数・数学について

平均正答率が県平均、全国平均を下回っている。 

【令和 3年度全国学力・学習状況調査】 

平均正答率（％） 浜田市 島根県 

小学校（国語） 

小学校（算数） 

  61.0 

  64.0 

63.0 

67.0 

中学校（国語） 

中学校（数学） 

61.0 

51.0 

62.0 

53.0 

【課 題】 

 思考力・判断力・表現力を育成するために国語を要とした

言語活動の充実が必要である。また、算数・数学の学力育成

が必要である。学習状況については、主体的・対話的で深い

学びに向けた授業改善や家庭学習の充実、メディアとの適切

な関りが課題である。 

 

令和 3年度 

 

県平均との差(％) 

（小・国-2.0） 

（小・算-3.0） 

（中・国-1.0） 

（中・数-2.0） 

目 

標 

 全国学力・学習状況調査における国語、算数・数学の浜田

市平均正答率が県平均を上回る。 
1.0以上 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 教育施策の改善、教育指導の改善を図るため、全国学力・学習状況調査結果

等から学力や学習状況を把握・分析し、課題に対する総合的な取組を行う。 

 

 

【主な取組】 

 ◎国語教育の充実（授業改善指定校） 

 ◎協調学習（新しい学びプロジェクト）指定校 

 ◎算数・数学指定校 

 ◎図書館活用教育指定校及び調べる学習コンクール 

 ◎ICT活用教育指定校 

 ◎授業改善研修 

 ◎タブレットドリルの活用 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
④ふるさと郷育推進事業 

Ⅰ－(1)－④ 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

全ての各小中学校の各学年において、ふるさと教育の授業

が、年間 35時間以上行われている。授業実施に当たっては、

学校とまちづくりセンターが連携を図りながら、多くの地域

住民や関係機関・団体が関わっている。 

【課 題】 

ふるさと教育の成果として、ふるさとを愛し、ふるさとに

貢献しようとする人材育成を目指しているが、その実態が見

えにくい。 

令和 2年度 

 

(小 5 85.6％) 

(中 2 80.7％) 

目 

標 
自分が住んでいる地域が好きであると思う子どもの割合 

(小 5 90.0％) 

(中 2 85.0％) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

浜田市では、子どもたち及び市民の郷土愛をより高く醸成するために、ふる

さと教育の「教」の字を「郷里」の「郷」の字に置き換え「ふるさと郷育（き

ょういく）」と称して、「はまだっ子共育推進事業」と共に推進する。 

（1）学校における「ふるさと郷育」 

小中 9年間の系統性を考慮のうえ、教育課程の中に位置づけた特色あるふ

るさと教育を各学年で年間 35時間以上実施する。 

（2）海洋教育・自然体験活動 

市内全ての公立幼稚園及び小学校を対象として、市内及び近隣市町の豊

かな自然（海・山・川）に関わる海洋教育や自然体験活動を実施する。 

（3）浜田市の人物読本「ふるさとの 50 人」の活用 

毎年、小学校 4年生全員に配布し、学校での有効活用を促すとともに、

執筆者を講師とした授業や学習会への補助を行う。 

（4）地域ぐるみの「ふるさと郷育」 

中学校区ごとにネットワークを構築し、児童生徒の主体的な地域学習や体

験活動、地域活動について、地域住民が支援したり共に実践したりする。 

【主な取組】 

◎小中学校ふるさと教育推進事業（島根県教育委員会事業） 

◎幼稚園・小学校海洋教育・自然体験推進事業 

◎浜田市の人物読本ふるさとの 50人の活用 

◎まちづくりセンターを核としたふるさと郷育の推進 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
⑤小中連携教育推進事業 

Ⅰ－(1)－⑤ 

学校教育課 

現
状

と
課
題 

【現 状】 

 これまでの小中連携教育の取組により中 1ギャップの解消

に成果がみられた。メディア接触をはじめとした生活習慣づ

くりや家庭学習の充実など、家庭での時間コントロール能力

を育てる取組に重点が置かれ始めている。 

【令和 3年度全国学力・学習状況調査の児童生徒意識調査】 

 児童生徒意識調査設問 小学校 中学校 
① 平日に 1 日あたり 2 時間以上テレ

ビゲームをする児童生徒の割合 
53.1% 61.8% 

② 平日に 1 日あたり 1 時間以上家庭
学習をする児童生徒の割合 

61.9% 55.0% 

③ 家で自分で計画を立てて勉強をし
ている児童生徒の割合 

68.6% 58.1% 

【課 題】 

 全国学力・学習状況調査から家庭学習時間やメディア接触

時間について、依然改善がみられない状況である。生活習慣

づくりや家庭学習の充実に向けて、児童生徒の家庭での時間

コントロール能力の育成を含めて取組を充実させていく必

要がある。 

 

 

 

 

    

     (単位：％) 

 小 中 

① 53.1 61.8 

② 61.9 55.0 

③ 68.6 58.1 

目 

標 

 中学校区でメディア接触時間と家庭学習時間について目

標値を設定し、具体的な行動目標を定めながら設定した目標

値の達成を図る。 

 小 中 

① 50.0 55.0 

② 65.0 65.0 

③ 70.0 60.0 
 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 ９つの中学校区をそれぞれのブロックとして、地域実態に応じた小中連携教

育の推進を図る。児童生徒の発達の段階ごとの課題を共通理解し、小中学校が

9年間を見通して互いに連携する中で、学校・家庭・地域が一体となった教育

を展開する。また、幼児教育との接続を意識した取組を充実させる。 

【主な取組】 

 ◎家庭での時間コントロール能力の育成などの生活習慣づくり 

 ◎小学校間、小中学校間の交流事業や交流活動 

 ◎幼児教育との接続のためのスタートカリキュラムの充実 

 ◎小学校教育と中学校教育の接続を図るための小中連絡会などの充実 

 ◎9 年間の系統を踏まえた、地域の課題に対して自分達ができることをゴー

ルとして設定したふるさと教育の充実 

 ◎小中連携による家読（うちどく）の推進 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（ PTA           ） 

  



 - 31 -  

項

目 
⑥教職員の働き方改革 

Ⅰ－(1)－⑥ 

学校教育課 

現
状
と
課

題 

【現 状】 

 学校現場を取り巻く環境は複雑・多様化する中で、教職員

の長時間労働が常態化している。このため、教職員がゆとり

をもって児童生徒と向き合ったり、教材研究など行ったりす

ることが難しくなっている。 

このことから、教職員のゆとりを生み出すための人的支援

を行うとともに、各学校においては、行事や会議の在り方を

含めた業務改善の取組を行っている。 

 

【課 題】 

 教育の質の向上を図っていくためには、教職員の長時間労

働を是正することにより、ゆとりをもって児童生徒と向き合

ったり教材研究などを行ったりする時間を生み出すための

更なる取組が必要である。 

 

令和 3年度 

4月～12月 

時間外勤務 

月平均時間 

 

小学校 

月 36.5時間 

   

中学校 

 月 51.9時間 

       

 

目 

標 

 教育の質の向上のため、教職員がゆとりをもって児童生徒

と向き合ったり教材研究を行ったりするなど、本来大切にす

べき業務に時間をかけることができるようにするための取

組を推進する。 

月平均 

時間外勤務時間 

45時間以内 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 学校への人的支援を行っていくとともに、学校事務の適正化・効率化を進め

ていく。また、学校が行う業務改善への取組が全市的視野で行われるように、

市校長会と連携しながら取り組んでいく。 

 

【主な取組】 

 ◎学校支援員、学校司書の継続した配置 

 ◎部活動指導員の導入 

 ◎共同学校事務室（全学校の事務を共同し、効率化を図る組織）への支援 

 ◎校務支援システムの導入検討 

 ◎学校給食の公会計化の検討 

 ◎市校長会との連携による全市的な視野での教育活動精選 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（ 教職員      ） 
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項

目 
⑦小中学校統合再編 

Ⅰ－(1)－⑦ 

教育総務課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 平成 29 年 5 月に浜田市立学校統合計画審議会へ諮問を行

い、平成 31年 2 月に答申を受けている。 

答申後、該当校区の保護者や地域の方々を対象とした説明

会や意見交換会を開催し、令和 3年 3月に浜田市立小中学校

統合再編計画（案）を策定している。 

 

【課 題】 

 学校施設の老朽化や大きな集団の中で多様な考え方に触

れる機会や切磋琢磨する機会の確保、人間関係や役割分担が

固定化しやすい等の緒課題に対応するため浜田市立小中学

校統合再編計画を策定し、計画を進めていく必要がある。 

 

 

目 

標 

  

学校施設の老朽化等が進み、小・中学校 25 校のうち、校

舎棟残耐用年数が 10 年未満の学校としてあげられた 4 校に

ついて、説明会等で出された意見を考慮しながら、浜田市立

小中学校統合再編計画を策定し、その計画に基づいて学校統

合を進める。 

 

 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 浜田市立学校統合計画審議会では、学校施設の老朽化対応を最優先とすべき

との方向性を持って、重点的に審議が行われた。子どものためのより良い教育

環境の提供という観点から慎重に審議された答申の中で、校舎棟残耐用年数が

10年未満の学校としてあげられた 4校について、説明会等で出された意見を考

慮しながら、浜田市立小中学校統合再編計画を策定し、その計画に基づいて学

校統合を進める。 

 

【主な取組】 

 ◎浜田市立小中学校統合再編計画の策定 

 ◎説明会、意見交換会の開催 

 ◎学校建設事業 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
⑧学校施設整備事業 

Ⅰ－(1)－⑧ 

教育総務課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 建物本体の耐震対策については完了したものの、屋内運動

場の吊天井等の非構造部材の耐震工事が必要な施設が 4か所

（三隅中学校屋内運動場、三隅中学校柔道場、今福小学校屋

内運動場、波佐小学校屋内運動場）ある。また、各施設とも

老朽化が進んできており、安全確保のための緊急的な改修が

増加している。 

 

【課 題】 

 耐震工事では、工期が長期となるため、代替施設の確保や

学校行事の調整等が必要である。また、老朽化した施設につ

いては、改築だけではなく、改修等により現施設の長寿命化

を図る必要がある。 

令和 2年度 

 

吊天井等の非構

造部材耐震化 

未対応施設 

（4か所） 

目 

標 

 屋内運動場の吊天井等の非構造部材の耐震工事が必要な 4

か所について、計画的に実施する。 

 老朽化等による危険個所については、優先して改修を行う

とともに、施設の長寿命化を図るための改修を進めていく。 

吊天井等の非構

造部材耐震化 

未対応施設 

（0か所） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 老朽化した学校施設の改修等を計画的に実施し、子どもたちが安全で安心し

て学べるよう教育環境の向上を図る。 

 また、建物本体の耐震対策については完了したものの、屋内運動場の吊天井

等の非構造部材の落下防止等耐震対策については、計画的に実施していく必要

がある。 

 さらに学校統合による学校施設の新築を行う場合は、統合年度に向け計画的

に工事を行う。 

 

【主な取組】 

 ◎学校施設非構造部材耐震化事業 

 ◎小中学校施設大規模改造事業 

 ◎小中学校施設改修事業 

 ◎学校施設緊急改修事業 

◎教育環境整備事業（体育館トイレ洋式化） 

 ◎学校建設事業 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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Ⅰ 学校教育の充実 ～生きる力の育成～ 

（２）一人一人を大切にする教育の推進 

 いじめ等の問題行動の未然防止、早期発見、早期対応と、不登校の解消に向けて、

児童生徒とその家庭への指導や相談等の支援を行います。 

また、教育上特別な配慮を必要とする幼児・児童・生徒の実態掌握に努め、持てる

力を活かせるよう、個々に対応した支援を推進します。 

一人一人に応じた指導のために、ＧＩＧＡスクール構想により整備した一人一台端

末をはじめとしたＩＣＴ機器を活用した指導の充実に努め、個別最適化された指導を

推進します。 

そして、教職員が子ども一人一人と向き合うゆとりを生み出すために、校務の負担

軽減を図るための支援や学習支援員の配置等に努めます。 

教職員を対象とした人権・同和教育研修等の実施により児童生徒の模範となる教職

員の資質の向上を図るとともに、児童生徒を対象とした人権教育や人権集会等の充実

を図ります。 

 

総合振興計画目標 

目標 現状値 目標値 目標・指標の説明 

将来の夢や目標をもっている 

と思っている子どもの割合の 

増加 

令和 2年度 令和 7年度 
島根県学力調査によ

る肯定率 
小 5：79.3% 

中 2：70.6% 

小 5：89.3% 

中 2：80.6% 

自分には良いところがあると 

思っている子どもの割合の増 

加 

令和 2年度 令和 7年度 
島根県学力調査によ

る肯定率 
小 5：62.9% 

中 2：60.9% 

小 5：80.0% 

中 2：80.0% 
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具体的取組 

項

目 
①幼児通級教室の設置 

Ⅰ－(2)－① 

教育総務課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 幼児教育施設（保育所、認定こども園、幼稚園）では、特

別な配慮を必要とする子どもの割合が増加傾向にある。ま

た、市内においては、特別な配慮を必要とする児童生徒が、

学校に在籍しながら指導を受ける「通級指導教室」は、小学

校から高校まで設置されている。 

【課 題】 

 特別な配慮を必要とする子どもや、その保護者に対する支

援機関が不足している。特に療育機関においては、利用開始

まで時間がかかるなど、ニーズに応じたタイムリーな支援の

提供ができていない現状がある。 

現状値なし 

目 

標 

 幼児通級教室の利用者数 50人（令和 5～7年度累計）を目

指す。 

幼児通級教室の

利用者数 

（50人） 

【内訳】 
R5：10人 
R6：20人 
R7：20人 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 言葉、行動面、人との関わりなど、特別な配慮を必要とする子どもについて

は、生活上などの課題の早期発見と早期支援が必要である。さらに、子どもの

発達の状況や保護者のニーズに応えるためには、様々な選択肢が必要であると

ともに、タイムリーな支援の提供が重要となっている。 

 これらに対応するため、令和 5年度の公立幼稚園の統合に併せて、統合幼稚

園内に、「幼児通級教室」を設置する。幼児通級教室は、市内の保育所などに在

籍しながら通うことができ、一人一人の得意なことや興味があることを活かし

ながら、生活上などの課題の克服を目指す。 

また、教育機関である幼稚園内に設置するため、小学校への接続や就学後の

フォロー、統合幼稚園内の園児との集団活動を通じた支援も可能となる。 

【主な取組】 

◎幼児通級教室の設置 

◎個別の支援計画の作成・実施 

◎幼児教育施設と小学校との円滑な接続・連携支援 

◎教育・就学・発達などの相談窓口の充実 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
②問題行動、いじめ等の指導相談 

Ⅰ－(2)－② 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 生徒指導に関する調査・報告をもとに実態把握・分析をし、

問題解決の主体である小中学校に、予防や対応に関する指導

助言を行う。 

 また、学校に対する指導助言の過程で関連する事業の紹介

や関係機関との調整を行う。 

【課 題】 

 学校の初期対応等により多くの問題は解決に至っている

が、解決に向けた対応が長期化する場合もあり、根気強く対

応する必要がある。 

 

目 

標 

 児童生徒の問題行動、いじめ、不登校等の未然防止に努め、

小中学校における生徒指導の充実を図る。 

 生徒指導に関する問題が発生した場合、学校と連携を図り

迅速に対応して児童生徒の安心・安全を確保するとともに、

児童生徒の成長に資する適正な指導が行われるように努め

る。 

 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 児童生徒の問題行動、いじめ問題、不登校など生徒指導上の諸問題に対して、

小中学校における対応に関する指導や助言を行うとともに、関連施策の活用や

児童生徒及びその保護者との面談等により、諸問題の解決や状況の改善を図る。 

【主な取組】 

 ◎生徒指導担当の指導主事の配置（派遣及び会計年度任用職員） 

 ◎教育支援センター山びこ学級の運営 

 ◎関係機関等との連携 

 ◎スクールカウンセラー活用事業（県事業） 

 ◎スクールソーシャルワーカー活用事業（県委託事業） 

 ◎子どもと親の相談員配置事業（県委託事業） 

 ◎ICTを活用した不登校児童生徒との連絡体制構築の推進 

 ◎いじめ問題対応支援事業（アンケートＱＵ）（県補助事業） 

 ◎いじめ問題対策連絡協議会の運営 

 ◎いじめ防止対策推進委員会の運営 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

 

  



 - 37 -  

項

目 
③ICT機器を活用した授業改善事業 

Ⅰ－(2)－③ 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 GIGA スクール構想により ICT 機器については整備を行っ

た。また、「浜田市 ICT 活用教育ハンドブック」として、活

用の理論編について各学校へ配付をした。これらを活用した

主体的・対話的で深い学びに向かった授業実践が行われ始め

ている。 

 

【課 題】 

 ICT 機器を活用した授業実践については、学校間での差、

個人差があるため、活用のための研修や授業実践例の紹介を

行っていく必要がある。 

令和 2年度 

 

研修会回数 

（2回） 

目 

標 

 ICT 機器を活用した主体的・対話的で深い学びに向かった

授業実践が行われるように、指定校の授業実践を広げるとと

もに、「浜田市 ICT 活用教育ハンドブック」に授業実践例と

成果を掲載していく。 

（累計 16回） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 指定校の授業実践を広げていくとともに、ICT機器を活用した授業実践につ

いての研修を行うことで、ICT機器を活用した主体的・対話的で深い学びに向

かった授業改善への取組が推進されるようにしていく。併せて、随時、ICT機

器を活用した授業実践例を紹介し、授業実践の参考となるようにしていく。こ

れらの成果をまとめ、「浜田市 ICT活用教育ハンドブック」に反映していく。 

 

【主な取組】 

 ◎ICT機器を活用した授業改善指定校 

 ◎ICTを活用した授業実践例 

 ◎ICT活用教育に関する研修 

 ◎浜田市 ICT機器活用教育ハンドブックの更新 

 

 

 

 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
④学校における人権・同和教育推進事業 

Ⅰ－(2)－④ 

人権同和教育室 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 時代や生活様式が変化する中で新たな人権問題も生じて

おり、児童生徒の人権感覚を育むための人権集会や、教職員

を対象とした人権研修を実施している。人権研修の実施に当

たっては、浜田市教育研究会人権同和教育部会や人権運動団

体と連携して講師派遣等の支援を行っている。 

 

【課 題】 

 多様性を認め合い、自分の大切さとともに他人も大切にす

ることができる態度や実践力を身に付けるため、すべての児

童生徒について人権感覚と人権意識を高めることが課題で

ある。 

 

令和 2年度 

 

小・中学校での

人権集会及び教

職員対象の人権

研修の実施回数 

（年間 57回） 

目 

標 

 人権集会や教職員の人権研修を繰り返し実施し、令和 4～7

年度の累計実施回数 240回を目指す。 

 

（累計 240回） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 児童生徒の模範となる教職員の資質の向上を図るとともに、児童生徒を対象

とした人権教育や人権集会等の充実を図る。 

 

【主な取組】 

 ◎小・中学校での人権集会及び教職員対象の人権研修の実施 

  様々な人権課題をテーマとした人権集会や人権研修 

 ◎人権作品コンクールの実施 

  小・中学生の作文、中学生のポスター、一般の標語 

 ◎ふれあいフォーラム（人権・同和教育研究集会） 

  主に教職員を対象とした講演会 

 ◎人権講演会等の開催及び外部講師派遣に要する謝金等の支援 

  人権を考える市民グループが実施する人権研修会 

  各地域で実施する人権を考える集い 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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Ⅰ 学校教育の充実 ～生きる力の育成～ 

（３）食育と健全な体づくりの推進 

 健康で安全な生活を自ら実践できるようにするため、幼児期から食育に取り組むと

ともに、地域の食材や産業を知ることで食育を推進します。また、食材仕入業者、生

産者との連携を図ることで、本市をはじめとする島根県産の食材を積極的に取り入れ、

学校給食での地産地消を推進します。 

教育活動全体を通して、児童生徒の健康・体力づくりに対する自らの意識向上と体

力の向上を図るとともに、小中学校体育連盟主催の大会等を支援します。 

 

総合振興計画目標 

目標 現状値 目標値 目標・指標の説明 

学校給食での地域食材利用率

の増加 

令和 2年度 令和 7年度 
市内小中学校の給食

における地元食材利

用率 
61.9% 70.0％ 
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具体的取組 

項 

目 
①食育推進事業 

Ⅰ－(3)－① 

教育総務課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

学校給食については、好き嫌いがあることや給食時間が短

いなどの理由から毎日大量の食べ残しが発生している。 

 

【課 題】 

給食の食べ残しにより多量の食品廃棄物・食品ロスが生じ

ていることに加え、給食で補うべき栄養価も摂取できていな

い可能性がある。 

令和 2年度 

浜田学校給食セ

ンターの給食 

食べ残し量 

18,370㎏ 

目 

 

標 

食育授業や家庭への啓発等を通じて、児童生徒の年間給食

食べ残し量を 20％削減する。 

令和 7年度 

浜田学校給食セ

ンターの給食 

食べ残し量 

14,696㎏ 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 成長期にある子どもにとって、健全な食生活は健康な心身を育むために欠か

せないものであると同時に、将来の食習慣の形成に大きな影響を及ぼすもので

極めて重要である。 

 学校給食は、学校給食摂取基準等で栄養が細かく計算されており、これを食

べ残しなく食すことは、成長に欠かせないものである。 

 また、食品廃棄物・食品ロスの削減は、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」

の目標にもなっている。学校給食においても多量の食品廃棄物・食品ロスが発

生し問題となっている。 

浜田市は、山、海に囲まれた自然豊かな町であり、こうした魅力を最大限生

かした給食を生きた教材として活用しながら、現在重要課題となっている食の

循環や環境を意識した食育を推進する。 

 

【主な取組】 

◎食育授業の実施 

（島根県版食の学習ノートを活用した授業、教科、委員会活動 

関係機関と連携した授業 自分で作るお弁当の日 等） 

 ◎食品ロスを減らすために食育たより等を活用した啓発活動 

◎家庭への啓発（食育たより毎月発行、給食試食会等） 

◎食生活調査の実施（毎年実施） 

 未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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のどぐろの塩焼き 

項

目 ②学校給食での地産地消の推進 
Ⅰ－(3)－② 

教育総務課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

令和 2年度島根県地元産品活用割合調査結果 

令和 2年度 

61.9％ 

【課 題】 

 給食に適した食材の品質と規格、数量、価格、納品体制（衛

生管理）が課題である。 

 

令和 2年度 

 

島根県地元産品活

用割合調査結果 

（61.9％） 

 

目 

標 

 島根県地元産品活用割合調査における活用割合 70％を目

指す。 

島根県地元産品

活用割合

（70.0％） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

毎年行われる島根県地元産品活用割合調査において、平成 26 年度から令和 2

年度まで地場産物活用割合は増加傾向ではあるが、給食に適した食材の品質と規

格、数量、価格、徹底した衛生管理の納品体制の課題等により、目標の 70％を

超えた年もあるが、安定した供給体制の難しさが明らかとなった。 

 こうした課題を踏まえ、より地元食材を学校給食に活用できる仕組みを研究

し、関係機関と連携を図りながら献立に地場産物や郷土食を積極的に取り入れる

ことや児童生徒の食に関する体験学習の場を設定するなど食育推進事業と合わ

せて実施することで地産地消の教育的効果を高める。 

 

【主な取組】 

◎地元産品を活用したメニューの提供（行事食、郷土食メニュー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

  

                     地元産品を活用した給食 

 

                    

                    

 

  

「どんちっち三魚」ののどぐろなど浜田市 

の地元食材を使った市統一献立の給食を提 

供した。 

また、今回の取組みでは、浜田水産高校食 

品流通科にも下処理作業を協力いただき、 

この取組み内容について各学校に周知した。 
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項

目 
③学校体育大会支援事業 

Ⅰ－(3)－③ 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 浜田市小学校体育連盟及び浜田市中学校体育連盟が開催

する大会等の経費を支援し、児童生徒の体力向上を図ってい

る。 

 また、中学校の部活動に要する経費を支援し、保護者等の

負担軽減に努めている。 

 

【課 題】 

 新型コロナウイルス感染症や減少する児童生徒数に対応

した大会運営等ができるよう支援を継続する必要がある。 

 

 

目 

標 

 体育大会や部活動が引き続き円滑に実施できるよう支援

を継続し、児童生徒の体力向上と健全な心身の育成をより一

層推進する。 

 

 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 児童生徒の体力向上を図るため、浜田市小学校体育連盟及び浜田市中学校体

育連盟が実施する大会（陸上大会、体操大会、中学校総合体育大会及び新人総

合体育大会等）の開催に要する経費等を支援する。 

 また、生徒の体力向上及び保護者等の負担軽減のため、中学校の部活動にお

ける各種大会への参加や備品の購入に要する経費等を支援する。 

 

 

 

【主な取組】 

 ◎小・中学校体育連盟助成事業 

 ◎中学校部活動助成事業 

 

 

 

 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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Ⅱ 家庭教育支援の推進 ～地域ぐるみで子どもを育む～ 

（１）家庭教育支援の充実 

 各まちづくりセンターを中心に、地域全体をフィールドとした様々な学びの場の提

供や、放課後の子どもの居場所づくりに努めます。 

また、県の「親学プログラム」をベースにした、市独自の家庭教育支援の取組であ

る浜田親子共育応援プログラム（通称「HOOP!」）では、主に乳幼児の子を持つ親を対

象として、ファシリテーターの進行のもと、対話を中心としたワークショップや、専

門家による子どものメディア接触や愛着形成に関わる講義等を実施しています。それ

により、親同士がつながり、学び合い、地域とつながることで、家庭教育を推進しま

す。 

 

総合振興計画目標 

目標 現状値 目標値 目標・指標の説明 

浜田親子共育応援プログラム 

（HOOP!）の実施回数の増加 

令和 2年度 令和 7年度 浜田親子共育応援プ

ログラム（HOOP!）を 

活用した学習機会の

提供回数の令和 4～7 

年度の累計 

年 間 

10回 
100回 
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具体的取組 

項

目 
①浜田親子共育応援プログラム(HOOP!)の実施 

Ⅱ－(1)－① 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

浜田親子共育応援プログラムを年間約 20回実施している。

また、HOOP!ファシリテーターの養成やこれまでの受講者の

ブラッシュアップを目的とした研修会を行っている。 

【課 題】 

・HOOP!がまちづくり活動の中に取り入れられるための啓発

や体制づくり 

・アドバイザーの確保、プログラムづくり等 

令和 2年度 

 

HOOP!実施回数 

（年間 10回） 

目 

標 

・HOOP!ファシリテーターの計画的な養成、スキルアップ（ブ

ラッシュアップ）研修の実施。 

・HOOP!を実施するための人材確保に努め、計画的に実施で

きる体制を整える。 

（累計 100回） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

浜田親子共育応援プログラム(HOOP!)は、県の「親学プログラム」をベースに

した、市独自の家庭教育支援の取組である。乳幼児及び学童期の子を持つ親を

対象にとして、ファシリテーターの進行のもと、対話を中心としたワークショ

ップを行い、プログラムによっては専門家によるアドバイスタイムを設けてい

る。このプログラムは、親と子の愛着やメディアとのかかわり方、小学校入学

前の子を持つ親同士のつながりづくりなど、子どもの発達段階や社会的なニー

ズを考慮した内容となっている。 

HOOP!の実施については、幼児教育施設や学校、まちづくりセンターにおいて

行っている。 

 

【主な取組】 

 ◎HOOP!の実施 

  ・「ドキドキ・ワクワク小学生！」 

  ・「考えよう！メディアと子育て」 

  ・「大切だよね！親子のきずな」 

  ・「うちの子どんな子？～絵本を通して見えてくるもの～」 

  ・「やってみよう！親子体感遊び」 

 ◎HOOP!ファシリテーターの養成、ブラッシュアップ研修の実施 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（ PTA           ） 
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項

目 
②放課後子ども教室・地域学習支援事業の実施 

Ⅱ－(1)－② 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

令和 3年度 

・放課後子ども教室 12 か所（放課後子ども教室は、全ての

中学校区で実施） 

・地域学習支援事業 5か所 

【課 題】 

運営体制の整備 

【まちづくりセ

ンターを推進拠

点に、各種団体

と連携し事業を

実施する教室

数】 

 （7教室） 

目 

標 

まちづくりセンターを推進拠点とし、各種団体と連携しな

がら、より効果的な事業の実施に努める。 
（17教室） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

放課後子ども教室及び、地域学習支援事業は、地域住民及びまちづくりセン

ターが連携・協働し、放課後や休日において、子どもたちの安全安心な活動場

所を確保し、学習や様々な体験･交流活動の機会を提供し実施している。 

【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

  

具体的な取組 

「にこにこ広場」（原井小学校区） 

・放課後、小学校の体育館に希望する子ど 

もたちが集まり、各種事業を開催。 

・まちづくりセンターと児童クラブが連携 

して実施。 

・地域住民と一緒に、季節行事や体験活動 

を行うことにより、多世代交流につなげ 

ている。 

 

「マジスクール」（弥栄中学校区） 

・放課後、まちづくりセンターに希望す 

る子どもたちが集まり、学校の宿題や 

スタッフが用意した学習プリントに取り 

り組む。 

・勉強が終わると自由遊びをして過ごす。 
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項

目 
③「家読」の推進 

Ⅱ－(1)－③ 

教育総務課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 テレビやスマートフォン、パソコン、ゲーム等、娯楽や情

報獲得、人とつながる手段としてのメディアの多様化が、浜

田市の小中学生の読書にも影響を与えていると考えられる。 

【課 題】 

 親子（家族）の愛情ある関わりの中で、子どもたちが、基

本的な生活習慣や人に対する信頼感、豊かな情操、他人に対

する思いやり、自己肯定感、自立心、自制心、社会的マナー

等を身につける必要がある。 

 

目 

標 

 まちづくり社会教育課、子育て支援課、学校教育課、教育

総務課が連携して、関係団体や家庭に働きかけることによ

り、家庭読書の良さや、メディアとの適切な関わり方につい

て考えるきっかけづくりを行う。本（家読）を通して、親子

（家族）のふれあい、子どもの豊かな人格の形成に資する。 

 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 「家読（家庭読書）」は、特別なルールやノルマがあるものではなく、家庭で

読書を通じて、家族の絆を深め、豊かな心を育むことを目的としている。方法

も自由で、その家庭に合ったものにすることが大切である。 

 各家庭での読書を推進していくためには、上記の各課が連携して取り組むこ

とが必要である。浜田市子ども読書活動推進計画に掲げる方針により、各課の

機能にあわせ、読書活動の環境整備、学校・家庭・地域への働きかけを行って

いく必要がある。 

 

【主な取組】 

 ◎読書環境の整備 

・「しまね子育て絵本」「佐々田文庫」「移動図書館車」「寄託図書」 

「団体貸出」の活用 

・図書館、子育て支援センター、幼・保・学校での読み聞かせの充実 

 ◎各家庭への働きかけ 

・HOOP!（浜田親子共育応援プログラム）の実施 

・子育て支援センター、各幼稚園・保育所による家読の推奨 

・各学校における家読の推奨 

・図書館イベントによる家読の推奨 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（ PTA         ） 
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Ⅱ 家庭教育支援の推進 ～地域ぐるみで子どもを育む～ 

（２）青少年の健全育成 

 地域の子ども会や青少年健全育成団体等の子どもたちの社会体験活動を支援し、こ

れらの団体と協働しながら、市民の主体的な青少年健全育成活動の活性化と発展に取

り組みます。 

また、青少年が健やかに成長し自立した生活が送れるよう、青少年サポートセンタ

ーを相談窓口とした育成支援に取り組みます。具体的には、支援対象者の支援に係る

情報交換や連絡調整、支援に必要な体制整備、支援に関する研修及び広報啓発等を推

進します。 

 

総合振興計画目標 

 なし 
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具体的取組 

項

目 
① 青少年団体及び関係協議会等への補助事業 

Ⅱ－(2)－① 

学校教育課 

現
状
と

課
題 

【現 状】 

青少年健全育成に係る協議会は、弥栄地域を除く 4地域に

設置されているが、組織の名称や沿革、事業内容、予算等各

組織によって内容が異なる。現在の協議会事務局は金城地

域、三隅地域はまちづくり社会教育課で行い、旭地域におい

ては旭分室、まちづくりセンター、学校の 3者が役割分担し

運営している。また、浜田地域は民間で組織されている。 

 また、協議会以外の青少年健全育成に係る団体等について

は、補助金による支援を行っている。 

 

【課 題】 

青少年健全育成協議会については、それぞれ運営主体が異

なっており、組織のあり方を検討する必要がある。 

少子化の影響により、青少年団体の活動維持及び継続が課

題である。 

令和 2年度 

 

浜田市青少年健

全育成活動支援

事業補助金申請

団体数 

 

（現状値なし） 

目 

標 

 青少年団体等への補助をとおし、市内の青少年団体の活動

維持及び活性化につなげる。 

令和 3～7年度 

（累計 20団体） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

地域単位で設置している青少年健全育成協議会において、夏休み子ども映画

上映会や、川遊びなどの事業を実施し青少年の健全育成に取り組んでいる。 

浜田市内の青少年育成を目的として活動している団体への活動支援を実施し

ている。 

 

【主な取組】 

 ◎青少年健全育成団体等の子どもたちの社会体験活動を支援 

 ◎既存の青少年健全育成協議会の集約に向け、各団体との協議 

 ◎青少年団体への活動費及び活動に必要な備品等の購入補助 

 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 

②不登校、ひきこもりなどの社会参加・自立に向けた支援の

継続 

Ⅱ－(2)－② 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 青少年サポートセンターへの来所や、電話、手紙、訪問な

どにより、相談者の気持ちや思いに寄り添うための相談活動

をしている。 

【課 題】 

 不登校の児童生徒の対応では、山びこ学級と連携し、個人

に応じた段階での時間をかけての見守りが必要である。ま

た、若者の一般就労は成果が表れにくく、長期に渡る支援が

必要である。 

 

目 

標 

 不登校やひきこもりの子ども・若者が気軽に過ごせる居場

所の提供及び自立に向けて他者と関わりながら行う体験活

動などを実施し、支援を継続する。 

 

 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 子どもから概ね 40歳までの様々な困難を抱える子ども・若者の自立に向け

て、総合的に支援している。 

 相談事業のほか、家庭訪問による在宅支援により将来に向けた自立支援への

取組に力を入れている。 

 

【主な取組】 

 ◎居場所の提供（北分庁舎 2階青少年サポートセンター内。教室、クラブ等

の開催） 

 

 ◎体験教室及び屋外活動等の実施 

 

 ◎就労に向けての自立支援 

島根県地域若者サポートステーション（通称：サポステ）との連携等 

 

 ◎山びこ学級との連携 

 

 

 

 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
③居場所活動等の充実、相談・支援、他機関との連携の充実 

Ⅱ－(2)－③ 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 青少年サポートセンターの居場所の提供、相談・支援、 

「浜田市子ども・若者支援地域協議会」における研修会及び

代表者会議 

【課 題】 

 現在の居場所ではスペースに余裕がなく、利用者が過ごし

にくい場合がある。また、相談の内容が複雑化・多様化して

おり、切れ目のない支援や関係機関とのスムーズな連携を行

うために、限られた人員体制の中で、今後十分な検討が必要

である。 

 

目 

標 

 困難を抱える子ども・若者に関わる様々な機関がそれぞれ

の専門性を生かした支援ができるように、関係機関とのより

綿密な連携を図る。 

 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 社会参加に大きな不安を抱えている子どもや若者たちに安心して過ごせる場

所を見つけ、自宅から出て過ごすための居場所となるように青少年サポートセ

ンターの開所時間をオープンスペースとして開放している。 

 それとともに、相談・支援や他機関との連携の強化を図っている。 

 

【主な取組】 

 ◎居場所活動等 

  ・教室、クラブ活動等の開催及び内容の見直し 

 ◎相談事業 

  ・相談の形態：青少年サポートセンターへの来所、電話、手紙、 

家庭訪問等 

  ・訪問による在宅支援の充実 

  ・保護者との面談 

  ・所内支援検討会議の開催（毎月１回。状況に応じ随時開催） 

◎他機関との連携 

  ・「浜田市子ども・若者支援地域協議会」の代表者会議、研修会 

  ・ケースにより関係機関との検討会（随時） 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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Ⅲ 社会教育の推進 ～地域で活躍する人づくり～ 

（１）ふるさと郷育及びはまだっ子共育の推進 

 「ふるさと郷育」を通して、幼少期から中学生までのふるさとを愛する心を育てま

す。 

また、市内の高校との協働を通じて、高校生の「探究的な学習」や主体的な地域活

動への参画を支援し、自分のことだけでなく、「地域」や「未来」のことを考える人

づくりにつなげます。 

「はまだっ子共育」では、地域ぐるみで子どもを育み、子どもも大人も共に高まり

合い、魅力あふれる地域を創生することを目的として、学校、家庭、地域がそれぞれ

の役割を明確にし、協働するためのネットワークをつくり、相互に支援を行います。

それにより、子どもたち一人一人が、自らの人生と地域や社会の未来を切り開くため

に必要となる「生きる力」を身につけることに繋げます。 

 

総合振興計画目標 

目標 現状値 目標値 目標・指標の説明 

自分が住んでいる地域が好き 

であると思う子どもの割合 

令和 2年度 令和 7年度 

島根県学力調査によ

る肯定率 
小 5：85.6% 

中 2：80.7% 

小 5：90.0% 

中 2：85.0% 

地域学校協働活動に参加した 

ボランティア人数の増加 

令和 2年度 令和 7年度 
ボランティアの延べ

参加者数の令和 4～7 

年度の累計 

年 間 

3,830人 
25,000人 
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具体的取組 

項

目 
①ふるさと郷育推進事業            【再掲】 

Ⅲ－(1)－① 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

全ての各小中学校の各学年において、ふるさと教育の授業

が、年間 35時間以上行われている。授業実施に当たっては、

学校とまちづくりセンターが連携を図りながら、多くの地域

住民や関係機関・団体が関わっている。 

【課 題】 

ふるさと教育の成果として、ふるさとを愛し、ふるさとに

貢献しようとする人材育成を目指しているが、その実態が見

えにくい。 

令和 2年度 

 

(小 5 85.6％) 

(中 2 80.7％) 

目 

標 
自分が住んでいる地域が好きであると思う子どもの割合 

(小 5 90.0％) 

(中 2 85.0％) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

浜田市では、子どもたち及び市民の郷土愛をより高く醸成するために、ふる

さと教育の「教」の字を「郷里」の「郷」の字に置き換え「ふるさと郷育（き

ょういく）」と称して、「はまだっ子共育推進事業」と共に推進する。 

（1）学校における「ふるさと郷育」 

小中 9年間の系統性を考慮のうえ、教育課程の中に位置づけた特色あるふ

るさと教育を各学年で年間 35時間以上実施する。 

（2）海洋教育・自然体験活動 

市内全ての公立幼稚園及び小学校を対象として、市内及び近隣市町の豊

かな自然（海・山・川）に関わる海洋教育や自然体験活動を実施する。 

（3）浜田市の人物読本「ふるさとの 50 人」の活用 

毎年、小学校 4年生全員に配布し、学校での有効活用を促すとともに、

執筆者を講師とした授業や学習会への補助を行う。 

（4）地域ぐるみの「ふるさと郷育」 

中学校区ごとにネットワークを構築し、児童生徒の主体的な地域学習や体

験活動、地域活動について、地域住民が支援したり共に実践したりする。 

【主な取組】 

◎小中学校ふるさと教育推進事業（島根県教育委員会事業） 

◎幼稚園・小学校海洋教育・自然体験推進事業 

◎浜田市の人物読本ふるさとの 50人の活用 

◎まちづくりセンターを核としたふるさと郷育の推進 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
②教育魅力化推進事業（教育魅力化コンソーシアム支援） 

Ⅲ－(1)－② 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 新学習指導要領で示された「社会に開かれた教育課程」を

実現するため、島根県では、高校と地域の協働体制となる「高

校魅力化コンソーシアム」による「高校を核とした島根創生」

に取組んでいる。本市では、令和 3 年 3 月 16 日に教育委員

会が中心となり「HAMADA教育魅力化コンソーシアム」を設立

し、市内の県立高等学校等のそれぞれの特色を活かした魅力

ある学びによる人づくりを支援している。 

【課 題】 

 コンソーシアムが目指す「魅力ある学びによる人づくり」

と「地域活性化の好循環」を達成するため、高校生の「探究

的な学習」や主体的な地域活動への参画を支援する必要があ

る。 

現状値なし 

目 

標 

高校生が地域に深く関わる手法として、地域活動に主体的に

参画する高校生の増加を目指す。 

令和 7年度 

150人 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 島根県は、2019 年に「県立高校魅力化ビジョン」を策定し、島根県の「豊か

な自然、歴史、伝統、文化といった地域それぞれの魅力や教育資源（ひと・も

の・こと）を生かす、地域社会に開かれた高校づくり」を目指している。 

 このように「地域」は、高校教育における地域資源の活用や地域住民を巻き

込んだ授業による地域創生が期待されており、市内の県立高等学校においても

地域と連携した様々な取組を始めている。 

 浜田市教育委員会としても小中学校における「ふるさと郷育の推進」と並行

して「教育魅力化推進事業」を展開し、「HAMADA教育魅力化コンソーシアム」

としての取組を支援する。 

 

【主な取組】 

 ◎「コンソーシアム運営マネージャー兼魅力化コーディネーター」の配置 

 ◎「HAMADA教育魅力化コンソーシアム」の運営支援 

 ◎高等学校が教育課程内で行う地域資源を活用した授業の支援 

 ◎高校生の主体的な地域活動を促進するための仕掛けづくり 

 ◎地域住民が高校教育を支援するための仕掛けづくり 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
③はまだっ子共育推進事業 

Ⅲ－(1)－③ 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 「地域ぐるみで子どもを育み、子どもも大人も、そして地

域も高まり合おう！」を理念に、まちづくりセンターを推進

拠点として事業を計画・実施している。 

【課 題】 

・まちづくりセンター等の関係機関に限らず、地域全体で推

進していくことが必要である。 

・人材の育成や地域住民への情報発信、関係機関との連携等

が必要である。 

令和 2年度 

 

地域ボランティア数 

(年間 3,830人) 

目 

標 

・まちづくりセンターを推進拠点として、事業の運営に携わ

る人材（地域ボランティア等）を増やす。 

・事業関係者の資質向上や情報交換等を図るための研修会等

を実施する。 

地域ボランティア数 

(累計 25,000 人) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

「地域学校協働活動（学校支援）」「放課後支援」「家庭教育支援」の 3本柱と

して、まちづくりセンターを推進拠点に、学校・家庭・地域が連携・協働し、

地域ぐるみで子どもを育むとともに大人も共に高まり合う地域づくりを目指し

取り組んでいる。 

【主な取組】 

 ◎地域学校協働活動：地域（まちづくりセンター）と学校が連携・協働して

地域の「ひと・もの・こと」を活用した活動を行い、ふるさとへの愛着を

深める。 

 ◎地域子ども活動：放課後や休日において、まちづくりセンターを拠点に、

学習や体験、交流活動を実施する。 

 ◎家庭教育支援活動：まちづくりセンターを推進拠点に、地域住民が連携・

協働し、地域ぐるみでの家庭教育支援活動を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

 

  

 地域の防災士と

の連携 

防災学習「DIG」 

川の生き物探し 

おぐにふるさと学校 
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項

目 
④放課後子ども教室・地域学習支援事業の実施   【再掲】 

Ⅲ－(1)－④ 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

令和 3年度 

・放課後子ども教室 12 か所（放課後子ども教室は、全ての

中学校区で実施） 

・地域学習支援事業 5か所 

【課 題】 

運営体制の整備 

【まちづくりセ

ンターを推進拠

点に、各種団体

と連携し事業を

実施する教室

数】 

 （7教室） 

目 

標 

まちづくりセンターを推進拠点とし、各種団体と連携しな

がら、より効果的な事業の実施に努める。 
（17教室） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

放課後子ども教室及び、地域学習支援事業は、地域住民及びまちづくりセン

ターが連携・協働し、放課後や休日において、子どもたちの安全安心な活動場

所を確保し、学習や様々な体験･交流活動の機会を提供し実施している。 

【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

  

具体的な取組 

「にこにこ広場」（原井小学校区） 

・放課後、小学校の体育館に希望する子ど 

もたちが集まり、各種事業を開催。 

・まちづくりセンターと児童クラブが連携 

して実施。 

・地域住民と一緒に、季節行事や体験活動 

を行うことにより、多世代交流につなげ 

ている。 

 

「マジスクール」（弥栄中学校区） 

・放課後、まちづくりセンターに希望す 

る子どもたちが集まり、学校の宿題や 

スタッフが用意した学習プリントに取り 

り組む。 

・勉強が終わると自由遊びをして過ごす。 
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Ⅲ 社会教育の推進 ～地域で活躍する人づくり～ 

（２）まちづくりセンターを拠点とした社会教育の推進 

 まちづくりセンターを拠点として、学校と地域の繋がりづくりや家庭教育支援など

を引き続き実施すると同時に、学びを基盤とした地域活動の支援を行います。併せて、

人権教育・啓発活動を通して人権意識の向上を図ります。 

また、人材育成につながる取組を行い、住民主体のまちづくりの意識を高め、地域

における社会教育の推進を図ります。 

 

総合振興計画目標 

目標 現状値 目標値 目標・指標の説明 

まちづくりセンター職員にお 

ける社会教育士称号取得者数 

の増加 

令和 2年度 令和 7年度 

社会教育士称号取得

者数の累計 4人 37人 

地区まちづくり推進委員会と

連携して事業等を行うセンタ

ー数の増加 

令和 2年度 令和 7年度 地区まちづくり推進

委員会と連携し、事 

業等を行うまちづく

りセンターの数 

20 センター 26センター 
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具体的取組 

項

目 
①はまだっ子共育推進事業           【再掲】 

Ⅲ－(2)－① 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 「地域ぐるみで子どもを育み、子どもも大人も、そして地

域も高まり合おう！」を理念に、まちづくりセンターを推進

拠点として事業を計画・実施している。 

【課 題】 

・まちづくりセンター等の関係機関に限らず、地域全体で推

進していくことが必要である。 

・人材の育成や地域住民への情報発信、関係機関との連携等

が必要である。 

令和 2年度 

 

地域ボランティア数 

(年間 3,830人) 

目 

標 

・まちづくりセンターを推進拠点として、事業の運営に携わ

る人材（地域ボランティア等）を増やす。 

・事業関係者の資質向上や情報交換等を図るための研修会等

を実施する。 

地域ボランティア数 

(累計 25,000 人) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

「地域学校協働活動（学校支援）」「放課後支援」「家庭教育支援」の 3本柱と

して、まちづくりセンターを推進拠点に、学校・家庭・地域が連携・協働し、

地域ぐるみで子どもを育むとともに大人も共に高まり合う地域づくりを目指し

取り組んでいる。 

【主な取組】 

 ◎地域学校協働活動：地域（まちづくりセンター）と学校が連携・協働して

地域の「ひと・もの・こと」を活用した活動を行い、ふるさとへの愛着を

深める。 

 ◎地域子ども活動：放課後や休日において、まちづくりセンターを拠点に、

学習や体験、交流活動を実施する。 

 ◎家庭教育支援活動：まちづくりセンターを推進拠点に、地域住民が連携・

協働し、地域ぐるみでの家庭教育支援活動を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

  

 地域の防災士と

の連携 

防災学習「DIG」 

川の生き物探し 

おぐにふるさと学校 
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項

目 
②まちづくりセンター活動推進事業 

Ⅲ－(2)－② 

学校教育課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 公民館がまちづくりセンターになり、これまで培ってきた

社会教育・生涯学習を基盤とした協働のまちづくりを推進す

る。 

【課 題】 

 まちづくり活動団体と連携し、学びから実践までつながる

取組が必要である。 

また、この取組を推進する中において、地域で活躍する人

材を育成していく必要がある。 

令和 2年度 

 

まちづくりセンタ

ー職員の社会教育

士称号取得者数 

（4人） 

目 

標 

まちづくりセンター職員における社会教育士称号取得者数

の増加 
（累計 37人） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 まちづくりセンターを拠点として、学校と地域の繋がりづくりや家庭教育支

援などを引き続き実施すると同時に、社会教育・生涯学習を基盤とした地域活

動の支援を実施している。 

また、本事業をとおして地域における社会教育を推進し、人材を育成するこ

とにより、住民主体のまちづくりにつなげる。 

 

【主な取組】 

(1)まちづくりセンターにおける活動事例 

 

 

 

 

 

 

 

(2)支援体制の充実 

 社会教育の拠点であるまちづくりセンターの活動を推進するため、まちづく

りセンター職員における社会教育士取得者数の増加を図るとともに、市職員の

社会教育士取得の推進に努める。 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

 

令和 3年度わんぱく道場 

親子で楽しもう！ 

～芋ほり・宝さがし～ 

旭地域まちづくりセンター 

連絡会が主催し開催 
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項

目 
③まちづくりセンター等における人権・同和教育推進事業 

Ⅲ－(2)－③ 

人権同和教育室 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 人権同和教育室に指導主事 2名を配置し、まちづくりセン

ターや事業所等で実施する人権学習に講師として派遣して

いる。 

 

【課 題】 

 人権学習を年 2回以上実施したまちづくりセンター（旧公

民館）は、令和 2年度は約 2割であり、すべてのまちづくり

センターで繰り返し人権学習を実施することが課題である。

また、コロナ禍で実施を控える傾向もあったため、Web 会議

ツールの活用や収録動画の配信など、集合かつ対面形式によ

らない実施方法が課題である。 

 

令和 2年度 

 

まちづくりセン

ターでの人権学

習の開催回数 

（年間 28回） 

目 

標 

 まちづくりセンターで繰り返し人権学習を実施し、令和 4

～7年度の累計実施回数 170回を目指す。 

 

（累計 170回） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 市民一人一人が人権尊重の意識をもって行動できる社会の実現を目指し、ま

ちづくりセンターや事業所等と連携して人権教育・啓発活動を推進する。 

 

【主な取組】 

 ◎人権研修等に指導主事 2名を講師として派遣 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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Ⅲ 社会教育の推進 ～地域で活躍する人づくり～ 

（３）図書館サービスの充実 

 幅広い世代が図書館を利用し、読書活動が進められるよう、多様な分野の図書の収

集に努めるとともに、誰もが利用できるよう、普及活動に取り組みます。 

また、利用者の様々な相談や要望に対応できるレファレンスサービスの充実を図る

とともに、学校や地域、さらには、読み聞かせ等の市民ボランティアと連携し、図書

館機能の更なる向上に取り組みます。 

 

総合振興計画目標 

目標 現状値 目標値 目標・指標の説明 

市人口に対する図書館利用者

カード登録者の増加 

令和 2年度 令和 7年度 

市民の図書館利用者

カード登録者の割合 42.5% 45% 

市民一人当たりの図書貸出冊

数の増加 

令和 2年度 令和 7年度 

市民一人当たりの年

間の図書貸出冊数 4.9冊 5.5冊 
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具体的取組 

項

目 
①レファレンスサービスの充実 

Ⅲ－(3)－① 

教育総務課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 図書館司書（会計年度任用職員）を中央図書館に 4人、金

城、旭、三隅分館に各 1人配置し、司書資格を持つ職員を中

心としたレファレンスサービスを実施している。しかしなが

ら、図書館司書資格を有する正規職員は不在となっている。 

 現在、県立図書館主催の研修の受講や、機関誌を活用し、

資質向上に努めている。 

【課 題】 

 より充実したサービス提供のためには、浜田に根ざした知

識の習得や、人材育成が必要となる。 

令和 2年度 

図書館司書有資

格正規職員数 

（0人） 

 

令和 2年度 

研修回数 

（7回） 

目 

標 

 より一層のサービス充実のため、図書館司書資格を有する

正規職員の配置を目指すとともに、引き続き県図書館協会等

の専門研修や、館内で行う定期的な自主研修等により、専門

知識の向上に努める。 

 また、職員間や図書館間での情報共有を強化することによ

り、地域に根ざした知識の習得を図る。 

 

令和 7年度 

図書館司書有資

格正規職員数 

（1人） 

 

研修回数 

（累計 30回） 

 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 図書館が持つ役割を十分認識した上で、市民ニーズや地域の課題解決の一助

となるよう、資料収集や情報提供を進めるとともに、レファレンス（調べもの

や資料の相談など）の機能を強化する。 

 

 

【主な取組】 

 ◎図書館司書の育成・研修 

 ◎図書館蔵書の活用及び市民のニーズを踏まえた情報提供 

 ◎レファレンスサービスの普及に向けた周知活動 

 

 

 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
②ボランティア団体との連携、充実 

Ⅲ－(3)－② 

教育総務課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 読書活動団体や、ボランティア団体等による読み聞かせや

朗読、ブックトーク等を定期的に実施している。 

 

【課 題】 

 ボランティアの人材育成、支援による図書館との協働の取

組が必要である。 

 

ボランティア 

受入れ延べ人数 

（年間 190 人） 

目 

標 

 ボランティア活動の支援をはじめ、研修会や交流会等の開

催を通じて、新たなボランティア登録者や人材育成に努め

る。 

ボランティア 

受入れ延べ人数 

（累計 900 人） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 読書活動を推進するうえで、読み聞かせや朗読などを行うボランティアは必

要不可欠である。個人や団体ボランティアによる読み聞かせや朗読、ブックト

ーク等は、読書に関する興味を引き、子どもから大人まで一緒に楽しむことが

できる。 

 これらボランティア活動をさらに発展させるための活動支援や、人材育成に

取り組む。 

 

 

【主な取組】 

 ◎読み聞かせ等の研修会の開催及び支援 

 ◎研修会・交流会の開催 

 

 

 

 

 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
③イベントなどの読書活動推進事業 

Ⅲ－(3)－③ 

教育総務課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 春と秋の読書週間においては、朗読会やブックトークなど

の読書関連行事を実施し、図書館利用者の増加や、読書普及

の促進に努めている。 

 また、館内に季節や行事にあわせた特集展示を年間通じて

実施し、利用者の本選びの支援を行っている。 

 

【課 題】 

 図書館や読書に対する興味や関心を、より一層促進するよ

うな取組が必要である。 

また、普段から図書館を利用している市民はもとより、図

書館を利用していない市民に対しても、来館を促す活動が求

められている。 

令和 2年度 

 

展示・イベント 

開催回数 

（298回） 

目 

標 

 読書週間における読書活動推進事業や、館内の特集展示等

をより一層充実し、図書館の利用者増加とともに、読書への

関心の促進、本選びの支援に努める。 

(累計 1,200回) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 年 2回の読書週間においては、読書活動団体や各種ボランティア団体との協

働により、中央図書館や各分館で実施する関連行事を通じて、また、読書週間

以外にも、毎月実施しているおはなし会や電子紙芝居などの行事や、小学校の

図書館見学や中学生の職場体験などの事業を通じ、本への興味を喚起する活動

を実施する。 

 また、年間通じて実施する館内の特集展示においては、時節や世間の動向に

合わせた展示や他機関と連携した展示を実施するなどし、より一層図書館や読

書に対する関心や理解を深め、読書活動を推進する。 

 

 

【主な取組】 

 ◎読書週間に合わせた各種行事の開催 

 ◎館内の定期的な特集展示の実施 

 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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Ⅳ 生涯スポーツの振興 ～スポーツを通じた心身の健康増進～ 

（１）スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 生涯スポーツ社会の実現を目指して、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに

親しむことができる機会の充実に取り組みます。 

また、スポーツ関係団体やスポーツ推進委員との連携によりスポーツ・レクリエー

ション活動推進体制の充実を図り、スポーツリーダーの人材育成と資質の向上に取り

組みます。 

 

総合振興計画目標 

目標 現状値 目標値 目標・指標の説明 

総合スポーツ大会参加者の増

加 

令和 2年度 令和 7年度 
総合スポーツ大会へ

の年間参加者の数の

令和 4～7年度の累計 

年 間 

1,907人 
9,600人 

軽スポーツ教室の開催回数の 

増加 

令和 2年度 令和 7年度 市等が開催する軽ス

ポーツ教室の年間開 

催回数の令和 4～7 年

度の累計 

年 間 

6回 
48回 
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具体的取組 

項

目 
①総合スポーツ大会の開催 

Ⅳ－(1)－① 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

浜田市体育協会に加盟している団体のうち、競技スポーツ

が17団体、生涯スポーツが4団体、計21団体が総合スポーツ

大会として開催されている。 

【課 題】 

 「人生 100年時代」を見据えて、心身ともに健康で過ごせ

る健康寿命の延伸と少子高齢化が進行する中、競技人口を増

加させていくことが課題である。 

令和 2年度 

 

総合スポーツ大

会の参加人数 

(年間 1,907人) 

目 

標 

総合スポーツ大会の参加者数を令和7年度までに9,600人

とする。 
(累計 9,600人) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 浜田市体育協会の主催事業として、年に一度、浜田市総合スポーツ大会が開

催されている。競技によって開催期日が異なり、各スポーツ団体が独自に大会運

営を行っているが、「スポーツの日」には、加盟団体が一堂に会し、総合開会式

を開催している。  

 

 

【主な取組】 

 ◎大会会場使用料の負担及び活動助成金の交付 

  浜田市体育協会が、総合スポーツ大会にかかる会場使用料を負担する。 

また、各団体からの申請に基づき、大会運営等を含めた活動助成金を 

交付する。 

◎褒賞の授与 

浜田市体育協会が、大会上位入賞者への賞状授与及び優勝者への副賞 

の提供を行う。 

◎運動施設環境の整備 

充実した活動が実施できるよう、各スポーツ施設の整備を進めるとと 

もに、浜田市スポーツ施設再配置・整備計画及び長寿命化計画に基づ 

き、老朽化した施設の安全対策と計画的な改修を進める。 

 

 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
②軽スポーツ活動の推進 

Ⅳ－(1)－② 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、多人数が対面式

で行う催しは開催が難しい状況にあり、参加機会の消失につ

ながっている。 

【課 題】 

 受益者のニーズに応じた教室の開催と魅力ある内容の工

夫。 

令和 2年度 

 

軽スポーツ開催 

回数 

(年間 6回) 

目 

標 

 市等が開催する軽スポーツ教室を令和 7 年度までに 48 回

開催する。 
(累計 48回) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

生涯をとおしてスポーツに親しむ機会をもち、楽しく・気軽に・無理なく心

身の健康をめざすことは、すべての世代において、大変重要である。 

スポーツ関係団体やスポーツ推進委員との連携によりスポーツ・レクリエー

ション活動推進体制の充実を図り、まちづくりセンター等地域コミュニティの

協力を得ながら参加しやすい教室の開催に取り組む。 

 

【主な取組】 

 ◎スポーツリーダーの育成 

スポーツ関係団体やスポーツ推進委員を対象とした研修の実施 

 ◎教室内容の精査 

  実施種目や会場、開催時期等の検討 

 ◎効果的な広報 

  ホームページや各団体が発行する便り等への掲載 

 ◎地域コミュニティとの協力 

  まちづくりセンターや総合型地域スポーツクラブとの共催により 

  参加しやすい規模、形態での開催 

 

 

 

 

 

 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

 

 
スポーツ推進委員実技研修 

 

 地域での教室開催に向けて

指導者研修を実施 
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Ⅳ 生涯スポーツの振興 ～スポーツを通じた心身の健康増進～ 

（２）スポーツ精神の高揚と競技力の向上 

 スポーツ少年団活動やトップアスリート事業の開催を通じて、年少者に対する礼節

の尊重や友情を育む心を養う等のスポーツ精神の高揚を図ります。 

また、競技力の向上と競技人口の拡大を図るとともに、トップアスリート等による

技術指導やメンタル強化のための教室を開催する等、高いレベルのスポーツに触れる

機会の充実に向けて取り組みます。 

 

総合振興計画目標 

目標 現状値 目標値 目標・指標の説明 

トップアスリート事業の開催

回数の増加 

令和 2年度 令和 7年度 トップアスリートに

よる教室の年間開催

回数の令和 4～7 年度

の累計 

年 間 

0回 
10回 
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具体的取組 

項

目 
①トップアスリート等の各種スポーツ教室の開催 

Ⅳ－(2)－① 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、対面式ではなく

オンライン等新たな形式での実施を学校とともに検討した

が実施に至っていない。 

【課 題】 

 対象が限られてくるため、より多くの児童生徒が経験する

ことができる計画づくりとその持続性。 

また、より効果の得られる対象学年の設定。 

令和 2年度 

 

トップアスリー

ト事業開催回数 

(年間 0回) 

目 

標 

 トップアスリートによるスポーツ教室等を令和 7年度まで

に 10回開催する。 
(累計 10回) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 夢を持つことや実現のために努力すること、一人一人の個性を認め合い、自

分や他人を大切にすることなど、子どもの心身の健全な成長と社会で生きてい

く上で必要な心を、様々な経験から伝えていただく場とする。 

 また、トップアスリート等による技術指導やメンタル強化のための教室を開

催し、競技力の向上と競技人口の拡大を図るとともに、ハイレベルのスポーツ

に触れる機会の充実に向けて取り組む。 

 

【主な取組】 

 ◎「ＪＦＡ夢の教室」 

小学校5年生対象。講師は、現役・元 

プロスポーツ選手等が務め、「ゲーム 

の時間」「トークの時間」を通して夢 

を持つことの大切さを考える場とする。 

 ◎小中学校への出前授業 

プロスポーツ団体及びトップアスリート等による出前授業の実施。 

 ◎各種競技団体等が行うトップアスリート招致への支援、協力、連携 

  市の主催ではないが、競技団体が実施される事業に適切な支援を行う。 

 ◎効果的な広報 

  必要に応じたマスコミへの情報提供。 

市や競技団体のホームページによる周知。 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

 

 

 

ＪＦＡ夢の教室 
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Ⅳ 生涯スポーツの振興 ～スポーツを通じた心身の健康増進～ 

（３）スポーツ・レクリエーション環境の整備 

 市民が気軽にスポーツに親しむ場として、地域住民に学校体育施設を開放し、身近

で使いやすい施設運営を進めます。 

また、令和 12（2030）年に島根県において第 84 回国民スポーツ大会が開催される

に当たり、市内での競技実施に向けて各スポーツ施設整備を進めるとともに、浜田市

スポーツ施設再配置・整備計画及び長寿命化計画に基づき、老朽化した施設の安全対

策と計画的な改修を進めます。 

 

総合振興計画目標 

目標 現状値 目標値 目標・指標の説明 

学校開放事業の利用数増加 

令和 2年度 令和 7年度 学校開放事業の年間

利用件数の令和 4～7

年度の累計 

年 間 

6,091件 
26,800件 
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具体的取組 

項

目 
①学校開放事業の利用増加 

Ⅳ－(3)－① 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 「浜田市立学校施設利用要綱」に基づき、小学校 13 校、

中学校 8校が学校施設の開放を行い、市内 102の団体が施設

を利用して様々な競技スポーツ及び生涯スポーツ活動を実

施している。 

【課 題】 

 サッカーやソフトテニス等、利用団体のニーズに対応でき

ない施設も多くある。（学校の事情にもよる） 

また、駐車場の問題や施設の利用状況について、様々なト

ラブルが生じることがある。  

令和 2年度 

 

学校体育施設利

用件数 

(年間 6,091件) 

目 

標 

 学校開放事業における累計利用件数を令和 7 年度までに

26,800件とする。 
(累計 26,800 件) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 市民が地域において気軽にスポーツに親しむ場として、学校体育施設を開放

し、身近で利用しやすい施設運営を推進する。 

 利用者は要項に定めている規定を遵守した上で学校施設を利用し、競技スポ

ーツ活動及び生涯スポーツ活動の振興を図る。 

 

 

【主な取組】 

 ◎安全な利用のための施設及び体育用具の整備 

  学校や学校施設所管課と連携をとりながら可能な範囲で整備を行う。 

 ◎利用者会議の開催（毎年 2月頃） 

  公平な利用機会の提供と円滑な施設開放のための連絡の場とする。 

 ◎学校からの意見の吸い上げと伝達 

  利用者と施設管理者とのパイプ役となり、トラブルを最小限にとどめ、 

気持ちよく施設を利用できる環境づくりに努める。 

 

 

 

 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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Ⅴ 歴史・文化の伝承と創造 ～将来へ芸術・文化財を守り伝える～ 

（１）芸術文化の振興 

 石央文化ホールを活用して各種規模の公演や市民参加型イベント等を開催し、日常

的に芸術文化に触れる機会の創出に取り組みます。 

世界こども美術館や石正美術館において、芸術の鑑賞や創作活動、講座、ワークシ

ョップ等を開催し、文化芸術の創造性を高めます。 

美術展等の市民団体イベントの開催を支援し、市民が主体となった文化活動の活性

化と文化活動に関わる人づくりに取り組みます。 

子どもたちが芸術文化を身近に感じ、豊かな心を創造できるよう、各種助成制度を

活用した芸術文化に触れる機会の提供に取り組みます。 

 

総合振興計画目標 

目標 現状値 目標値 目標・指標の説明 

石央文化ホール利用者数の増

加 

令和 2年度 令和 7年度 
石央文化ホールの年

間利用者数の令和 4～

7 年度の累計 

年 間 

11,473人 
142,200人 

市内美術館における創作活動

等の受講者数の増加 

令和 2年度 令和 7年度 市内美術館でワーク

ショップ、創作活動、

講座等によって芸術

に触れる年間受講者

数の令和 4～7 年度の

累計 

年 間 

3,074人 
32,200人 
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具体的取組 

項

目 
①石央文化ホールの管理運営 

Ⅴ－(1)－① 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 施設開館から 27 年が経過し、施設設備の老朽化が進んで

いる。 

 令和 2年度から令和 6年度は、公益財団法人浜田市教育文

化振興事業団を指定管理者として施設管理をはじめ、イベン

ト等の自主事業を実施している。 

【課 題】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により利用人数が減少

している。 

令和 2年度 

 

利用人数 

(年間 11,473 人) 

目 

標 

 石央文化ホールを活用して各種規模の公演や市民参加型

イベント等を開催し、日常的に芸術文化に触れる機会の創出

に取組む。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用人

数の増加に向けた取組みを実施する。 

 (累計 142,200人) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 石央文化ホールは、浜田地域の芸術文化振興を図ることを目的とした施設で

ある。市民が芸術文化をより身近に感じ、楽しみながら豊かな心を創造できる

よう、各種規模の公演や市民参加型のイベント等を実施するとともに、各文化

団体による文化活動の発表の場としても活用する。 

 石央文化ホールの管理運営にあたっては指定管理者制度を活用し、施設設置

目的に沿った成果が得られるよう指定管理者と協力し、管理運営を進める。 

 

【主な取組】 

 ◎市の芸術文化振興に繋がる管理運営や自主事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

  

 

自主事業イベント 

 

各種規模の音楽・演劇公演

や市民参加型イベントなど

を開催し、市民が芸術文化

に触れる機会を提供 
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項

目 
②世界こども美術館の管理運営 

Ⅴ－(1)－② 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 施設開館から 25 年が経過し、施設設備の老朽化が進んで

いる。 

 令和 2年度から令和 6年度は、公益財団法人浜田市教育文

化振興事業団を指定管理者として、施設管理をはじめ展覧会

事業、創作活動等の多彩な自主事業を実施している。 

【課 題】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により入館者数が減少

している。 

令和 2年度 

 

創作活動等の 

受講者数 

(年間 2,797人) 

目 

標 

 展覧会事業や創作活動の開催を通じて次代を担う子ども

たちの創造力と感性を育み、文化芸術の創造性を高める。 

 また、子どもや市民の芸術文化意識向上のための各種事業

を実施し、入館者数の増加を図る。 

(累計 29,300 人) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 世界こども美術館は、子どもの美術鑑賞及び創造力の育成を図り、海外の子

どもたちとの文化交流を推進するとともに、美術に関する市民の知識及び文化

振興に寄与することを目的とした施設である。また、子どもや市民の芸術文化

意識向上のための事業実施も求められている。 

 世界こども美術館の管理運営にあたっては指定管理者制度を活用し、施設設

置目的に沿った成果が得られるよう指定管理者と協力し、管理運営を進める。 

 

【主な取組】 

 ◎子どもを対象とした展覧会事業や創作活動の実施 

 ◎世界の子どもの作品を展覧するアンデパンダン展の開催 

 ◎子どもや市民の芸術文化意識の向上のための各種事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

  

 

ホリデー創作活動 

 

毎週土日と祝日の午後に創作

室において様々な創作活動を

実施。 
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項

目 
③石正美術館の管理運営 

Ⅴ－(1)－③ 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 施設開館から 20 年が経過し、施設設備の老朽化が進んで

いる。 

令和 2年度から令和 6年度は、公益財団法人浜田市教育文

化振興事業団を指定管理者として、施設管理をはじめ、展覧

会事業、講座、絵画教室等が実施されている。 

【課 題】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により入館者数が減少

している。 

令和 2年度 

 

講座等の 

受講者数 

(年間 277人) 

目 

標 

 多様な芸術に触れる機会の創出と地域の芸術文化振興を

図るため石本正画伯の作品に関する調査研究を進め、展覧会

事業や講座、絵画教室等を実施する。 

(累計 2,900人) 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 石正美術館は、三隅町出身の石本正画伯の作品を収蔵・展示し、市民の美術

その他の芸術文化に関する知識及び教養の向上を図り、地域文化の振興に寄与

することを目的とした施設である。また、地域発の無形文化遺産である石州半

紙・石州和紙を利用した芸術文化の発信拠点ともなっている。 

 石正美術館の管理運営にあたっては指定管理者制度を活用し、施設設置目的

に沿った成果が得られるよう指定管理者と協力し、管理運営を進める。 

 

【主な取組】 

 ◎日本画家石本正画伯の作品の収蔵・展示 

 ◎展覧会事業や講座、絵画教室等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

 

  

 

展覧会事業 

 

石本正画伯の収蔵作品の展示や

作品の解説等を通じて地域の芸

術文化を発信 
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項

目 
④文化振興事業 

Ⅴ－(1)－④ 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 浜田市美術展や浜田市スクールコンサートの開催により

芸術文化に触れる機会を提供する。 

浜田市文化協会など各文化団体が実施する文化活動や自

主事業を支援する。 

【課 題】 

 文化団体等の構成員の高齢化が進んでおり、文化団体や担

い手が減少傾向にある。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により文化活動の機会

が減少している。 

令和元年度 

 

スクール 

コンサート 

実施校数 

（9校） 

※令和 2年度は新

型コロナウイルス

感染症の影響によ

り中止 

目 

標 

 市民が主体となった文化活動を支援し、文化活動の活性化

と文化活動に関わる人づくり及び伝統文化の保存継承に取

組む。 

 子どもたちが芸術文化を身近に感じ、豊かな心を創造でき

るよう、スクールコンサートを令和 7 年度までに累計 33 校

で実施する（3 年間で全小中学校 25 校を 1 巡。1 年あたり 8

校程度実施） 

（累計 33校） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 美術展等の市民団体イベントの開催を支援し、市民が主体となった文化活動

の活性化と文化活動に関わる人づくりに取組む。 

子どもたちが芸術文化を身近に感じ、豊かな心を創造できるよう、各種助成

制度を活用した芸術文化に触れる機会提供に取組む。 

本市に伝え残された石見神楽などの伝統文化や浜田節、邦楽など和の伝統文

化について、市民団体が主体となって実施する市民芸術文化祭や、浜田市文化

協会などが実施する後継者の育成等に係る活動支援を行うことにより、保存継

承に取組む。 

 

【主な取組】 

 ◎浜田市美術展の開催 

 ◎浜田市スクールコンサートの開催 

 ◎浜田市文化協会並びに各種文化団体の活動支援 

 ◎各種助成制度の活用に向けた学校、文化団体への情報提供及び申請支援 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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Ⅴ 歴史・文化の伝承と創造 ～将来へ芸術・文化財を守り伝える～ 

（２）伝統文化の保存継承 

 本市に伝え残された石見神楽などの伝統文化や浜田節、邦楽など和の伝統文化につ

いて、市民団体が主体となって実施する市民芸術文化祭や、浜田市文化協会などが実

施する後継者の育成等に係る活動支援を行うことにより、保存継承に取り組みます。 

 

総合振興計画目標 

 なし 
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具体的取組 

項

目 
①文化振興事業                【再掲】 

Ⅴ－(2)－① 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 浜田市美術展や浜田市スクールコンサートの開催により

芸術文化に触れる機会を提供する。 

浜田市文化協会など各文化団体が実施する文化活動や自

主事業を支援する。 

【課 題】 

 文化団体等の構成員の高齢化が進んでおり、文化団体や担

い手が減少傾向にある。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により文化活動の機会

が減少している。 

令和元年度 

 

スクール 

コンサート 

実施校数 

（9校） 

※令和 2年度は新

型コロナウイルス

感染症の影響によ

り中止 

目 

標 

 市民が主体となった文化活動を支援し、文化活動の活性化

と文化活動に関わる人づくり及び伝統文化の保存継承に取

組む。 

 子どもたちが芸術文化を身近に感じ、豊かな心を創造でき

るよう、スクールコンサートを令和 7 年度までに累計 33 校

で実施する（3 年間で全小中学校 25 校を 1 巡。1 年あたり 8

校程度実施） 

（累計 33校） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 美術展等の市民団体イベントの開催を支援し、市民が主体となった文化活動

の活性化と文化活動に関わる人づくりに取組む。 

子どもたちが芸術文化を身近に感じ、豊かな心を創造できるよう、各種助成

制度を活用した芸術文化に触れる機会提供に取組む。 

本市に伝え残された石見神楽などの伝統文化や浜田節、邦楽など和の伝統文

化について、市民団体が主体となって実施する市民芸術文化祭や、浜田市文化

協会などが実施する後継者の育成等に係る活動支援を行うことにより、保存継

承に取組む。 

 

【主な取組】 

 ◎浜田市美術展の開催 

 ◎浜田市スクールコンサートの開催 

 ◎浜田市文化協会並びに各種文化団体の活動支援 

 ◎各種助成制度の活用に向けた学校、文化団体への情報提供及び申請支援 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
②歴史文化保存展示施設整備事業（浜田郷土資料館建替え） 

Ⅴ－(2)－② 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 市内には資料館が 6館 1室あるが、いずれも狭隘化、老朽

化が進んでいる。 

 

【課 題】 

 既存資料館の中核施設となる浜田郷土資料館は、築 60 年

以上経過して老朽化が著しく、展示スペースも狭いなど、施

設整備が課題である。 

 

 

目 

標 
 歴史文化保存展示施設の整備について取組む。  

内 

 

 

容 

【概  要】 

 歴史文化保存展示施設については、令和元年度に（仮称）浜田歴史資料館検

討会で検討いただき、「整備の方向性には大半の委員が賛同」などの意見をいた

だいた。 

これらの意見を踏まえ、浜田郷土資料館の建替えとして、世界こども美術館

創作活動館に複合させ、歴史文化の保存と継承、ふるさと郷育、市民や観光客

との交流を目的とした拠点施設とすることなどの整備方針を議会や各地域協議

会、市民説明会などに説明し、意見をお聴きした。 

令和 2年度からは、専門検討委員会を設置し、展示内容や活用方法について

専門家の意見をお聴きし、令和 3年 10 月に検討報告を受けた。 

 今後、説明会の開催などにより、市民に経緯や背景などを含めて丁寧に説明

し、意見を伺いながら検討する。 

 

 

【主な取組】 

 ◎歴史文化保存展示施設の整備に関する検討 

 

 

 

 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 

  



 - 79 -  

Ⅴ 歴史・文化の伝承と創造 ～将来へ芸術・文化財を守り伝える～ 

（３）文化財の調査・保存と活用 

 様々な専門機関や有識者と連携し、市内に所在する様々な文化財や遺跡の計画的な

調査と保存活用を進め、郷土の偉人の業績等の再発見と周知に取り組みます。 

また、文化財や遺跡の分布状況や価値といった調査と研究の成果を分かりやすく情

報発信し、観光資源、ふるさと学習の教材としての活用を目指し、市民の地域への愛

着や誇りにつながるよう取り組みます。 

 

総合振興計画目標 

目標 現状値 目標値 目標・指標の説明 

文化財の指定・登録件数の増加 

令和 2年度 令和 7年度 

国、県、市が指定・登

録した文化財の件数 100件 104件 
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具体的取組 

項

目 
①各指定文化財の保護管理 

Ⅴ－(3)－① 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 指定文化財の保護管理を、所有者及び地域の協力をうけ、

申請に応じた補助金を交付して実施している。 

 

【課 題】 

 指定文化財の保護管理のため、行政と所有者及び地域の協

力が継続できる体制整備が課題である。 

 市内全体の文化財の状況の把握、文化財行政全体の取り組

みや指針の明確化が必要である。  

 

目 

標 

 文化財が市民共有の財産であるという認識の基に、文化財

所有者、地域と連携し、指定文化財が将来にわたって保護、

活用が図られるよう努める。 

 地域の文化財の総合的把握、保存活用を図る文化財保存活

用地域計画を策定する。 

 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 貴重な文化財を保護し、将来にわたって保護、活用が図られるように、行政、

所有者、地域が一体となって管理に努める。 

 また、ユネスコの無形文化遺産である石州半紙の伝承を図るため、石州半紙

技術者会と連携して後継者育成に努める。 

  

【主な取組】 

 ◎指定文化財への補助金交付業務 

 ◎指定文化財に対し、所有者と協力した保護管理の実施 

 ◎文化財防火デーパトロール 

◎石州半紙技術者会への協力支援 

 ◎文化財保存活用地域計画の策定（令和 4年度～令和 6年度予定） 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（文化財所有者） 
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項

目 
②市内に所在する様々な文化財の調査研究 

Ⅴ－(3)－② 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 様々な専門機関と協力して調査を進め、成果の蓄積を行っ

ている。特に重要な文化財は文化財審議会委員の意見を聞き

ながら、文化財指定に向けて取組んでいる。 

 

【課 題】 

 石見神楽関係、藍染型紙、建造物といった指定文化財候補

の調査を進めるなかで、専門家の指導助言も受けた客観的な

評価を行う必要がある。また、長期的には文化財の調査・研

究が行える人材の育成が必要になる。 

 

令和 2 年度末時点 

 

（100件） 

目 

標 

 文化財の調査研究を専門機関等への協力・共同調査を通し

て進め、成果の蓄積と文化財指定への取り組みを進める。 
（104件） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 浜田固有の地域財産である文化財を網羅的に収集、把握し、調査研究を図る

とともに、その成果を蓄積することで、情報提供等の活用が円滑に図られるよ

うに努める。また、特に重要な文化財については指定し、後世に伝える。 

 

【主な取組】 

 ◎専門機関等との協力・共同調査業務 

 ◎指定文化財候補（石見神楽関係、藍染型紙、建造物等）の調査 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
③市内遺跡発掘調査事業 

Ⅴ－(3)－③ 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 各開発事業と文化財の保護について、円滑な調整を図るた

め、報告書やインターネットにおいて、埋蔵文化財位置情報

の公開を行い、開発業者への周知を図っている。 

 

【課 題】 

 開発計画に対し、早急な分布調査や試掘調査の実施が必要

になる。また、浜田城跡、石見国府跡、たたら製鉄遺跡など、

テーマを絞った市内の重要な遺跡の調査も必要である。 

 

 

目 

標 

 計画的な調査により、埋蔵文化財の把握に努め、浜田市内

の各種開発事業との円滑な調整を行う。また、調査成果を公

開し、活用を図る。 

 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 計画的に分布調査や発掘調査等を実施することにより、埋蔵文化財を把握し、

各種開発事業との円滑な調整を図る。また、遺跡台帳を整備し、基本情報の取

得が容易に行えるように取り組む。 

  

【主な取組】 

 ◎開発計画に対する分布調査や試掘調査の実施 

 ◎調査報告書の作成と刊行、全国関係機関への情報提供 

 ◎開発に係る遺跡（矢原遺跡等）、市内の重要遺跡（浜田城跡等）の調査 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 
④市誌編纂事業 

Ⅴ－(3)－④ 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 専門知識を持つ会計年度任用職員を配置し、古文書撮影、

史料整理、一部解読などの資料収集と調査を行っている。 

 

【課 題】 

 資料の把握状況は、各地域で偏りがあり、継続して資料の

収集整理を進める必要がある。また、松江市史など、他の事

例を参考にしながら、資料調査から刊行に向けての長期的な

方向性と計画の検討が課題である。 

  

 

目 

標 

 市誌編纂時の効率的な編集・作成に備え、全市的な資料の

収集、整理、調査研究を行い、その成果を活用できるよう、

広く情報発信を行う。 

 市誌編纂から刊行への長期的な方向性と基本計画を検討

する。 

 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 市誌編纂時の、古文書撮影、史料整理、一部解読の作業を行い、継続して資

料収集と調査を行っている。調査成果を反映した江戸時代の浜田に関する講演

など情報発信も行っている。 

  

【主な取組】 

 ◎石見地域に関する史料収集と調査 

 ◎まちづくりセンター、地域団体での、江戸時代の浜田に関する各種研修会

への協力 

 ◎発刊計画と内容を検討し、令和 7年度を目標に基本計画の作成を目指す。 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 

⑤歴史文化保存展示施設整備事業（浜田郷土資料館建替え）

【再掲】 

Ⅴ－(3)－⑤ 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 市内には資料館が 6館 1室あるが、いずれも狭隘化、老朽

化が進んでいる。 

 

【課 題】 

 既存資料館の中核施設となる浜田郷土資料館は、築 60 年

以上経過して老朽化が著しく、展示スペースも狭いなど、施

設整備が課題である。 

 

 

目 

標 
 歴史文化保存展示施設の整備について取組む。  

内 

 

 

容 

【概  要】 

 歴史文化保存展示施設については、令和元年度に（仮称）浜田歴史資料館検

討会で検討いただき、「整備の方向性には大半の委員が賛同」などの意見をいた

だいた。 

これらの意見を踏まえ、浜田郷土資料館の建替えとして、世界こども美術館

創作活動館に複合させ、歴史文化の保存と継承、ふるさと郷育、市民や観光客

との交流を目的とした拠点施設とすることなどの整備方針を議会や各地域協議

会、市民説明会などに説明し、意見をお聴きした。 

令和 2年度からは、専門検討委員会を設置し、展示内容や活用方法について

専門家の意見をお聴きし、令和 3年 10 月に検討報告を受けた。 

 今後、説明会の開催などにより、市民に経緯や背景などを含めて丁寧に説明

し、意見を伺いながら検討する。 

 

 

【主な取組】 

 ◎歴史文化保存展示施設の整備に関する検討 

 

 

 

 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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Ⅴ 歴史・文化の伝承と創造 ～将来へ芸術・文化財を守り伝える～ 

（４）地域文化の交流拠点づくり 

 本市は、周布古墳や石見国分寺跡など、古代石見の中心地であったことを示す遺跡

をはじめ、中世の領主たちが築いた多くの山城があるほか、近世には浜田藩の居城で

ある浜田城を中心に城下町が建設され、隣接する外ノ浦などの港には北前船が寄港し

て、津和野藩内のたたら製鉄などで生産された商品が輸出されることによって発展し、

近代には浜田県が成立するなど、石見の中心的役割を担ってきた歴史があります。さ

らに、ユネスコ無形文化遺産の石州半紙や日本遺産の構成文化財である石見神楽など

の伝統文化も継承されています。これらの地域文化を知り、ふるさとを学習する場と

して市内各資料館と各支所での展示の活用に取り組みます。 

また、特色ある歴史文化資源を活用し、浜田の魅力を市内外に発信できる地域文化

交流拠点の整備に取り組みます。 

 

総合振興計画目標 

 なし 
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具体的取組 

項

目 
①市内各資料館の管理運営 

Ⅴ－(4)－① 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 市内の資料館は浜田 2館、金城 2館、旭 1館、弥栄 1室、

三隅 1 館があり、4 つの支所のスペースを利用した展示も行

っている。 

 

【課 題】 

 各地域にある資料館は、施設の老朽化、入館者が少ない館

があり、支所での展示を含めた施設の有効利用の検討が課題

である。 

 

現状値なし 

目 

標 

 各資料館は、地域における資料の収集展示、研究、教育普

及活動に必要な施設のため、その有効性を高める。各支所で

の展示は、地域に関連した年 2回の展示替えを行い、地域の

歴史文化を知る機会を増やす。 

（各支所 

  累計 8回） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 市内の資料館 

  浜田郷土資料館 指定管理（浜田市文化協会） 

  浜田城資料館 直営 Ⅴ-(5)-① 

  金城資料館（金城民俗資料館・金城歴史民俗資料館） 

 指定管理（西中国山地民具を守る会） 

  旭歴史民俗資料館、弥栄郷土資料展示室、三隅歴史民俗資料館 直営 

  金城、旭、弥栄、三隅支所の一部を利用した支所展示 

 

【主な取組】 

 ◎指定管理施設へは、浜田市資料館運営協議会等での意見反映、管理運営へ

の助言の実施 

 ◎直営の資料館では、学校、市民の見学に応じた館内説明の実施 

 ◎各支所の展示では、支所と協力した展示替えの実施 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 

②歴史文化保存展示施設整備事業（浜田郷土資料館建替え）

【再掲】 

Ⅴ－(4)－② 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 市内には資料館が 6館 1室あるが、いずれも狭隘化、老朽

化が進んでいる。 

 

【課 題】 

 既存資料館の中核施設となる浜田郷土資料館は、築 60 年

以上経過して老朽化が著しく、展示スペースも狭いなど、施

設整備が課題である。 

 

 

目 

標 
 歴史文化保存展示施設の整備について取組む。  

内 

 

 

容 

【概  要】 

 歴史文化保存展示施設については、令和元年度に（仮称）浜田歴史資料館検

討会で検討いただき、「整備の方向性には大半の委員が賛同」などの意見をいた

だいた。 

これらの意見を踏まえ、浜田郷土資料館の建替えとして、世界こども美術館

創作活動館に複合させ、歴史文化の保存と継承、ふるさと郷育、市民や観光客

との交流を目的とした拠点施設とすることなどの整備方針を議会や各地域協議

会、市民説明会などに説明し、意見をお聴きした。 

令和 2年度からは、専門検討委員会を設置し、展示内容や活用方法について

専門家の意見をお聴きし、令和 3年 10 月に検討報告を受けた。 

 今後、説明会の開催などにより、市民に経緯や背景などを含めて丁寧に説明

し、意見を伺いながら検討する。 

 

 

【主な取組】 

 ◎歴史文化保存展示施設の整備に関する検討 

 

 

 

 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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Ⅴ 歴史・文化の伝承と創造 ～将来へ芸術・文化財を守り伝える～ 

（５）認定された日本遺産の活用 

 本市では「荒波を超えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」、

「神々や鬼たちが躍動する神話の世界～石見地域で伝承される神楽～」の 2 つの日本

遺産が認定されています。これらの日本遺産の価値を市民で共有し、地域の活性化や

観光振興に活かすとともに、それぞれの認定期間（6 年間）経過後も、認定が継続さ

れるよう、活用事業を行う各協議会の支援に取り組みます。 

 

総合振興計画目標 

 なし 
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具体的取組 

  

項

目 
①浜田城資料館管理事業（北前船関係展示） 

Ⅴ－(5)－① 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 日本遺産に認定された北前船寄港地・外ノ浦について、企

画展示などを開催し、周知を行っている。 

 

【課 題】 

 外ノ浦の紹介にとどまらず、市内外の北前船に関する資料

や情報を収集、検討し、その成果を事業に活かしていくこと

が課題である。 

 

令和 2年度 

企画展の開催 

回数 

（年間 1回） 

目 

標 

 北前船や外ノ浦について、理解を深められるように事業を

実施し、浜田市の特色ある歴史文化であることを周知する。 

 

（累計 4回） 

内 

 

 

容 

【概  要】 

 浜田城資料館は、浜田城や北前船寄港地・外ノ浦、御便殿などの郷土の歴史

文化について紹介するために、令和元年 10月に開館した資料館である。 

 北前船に関しては、外ノ浦の資料や情報だけではなく、西廻り航路で活躍し

た北前船や各地の寄港地との関連から、外ノ浦の特色を明らかにするとともに、

新たな視点や様々な切り口から捉え直して、事業に反映し、理解を深められる

ようする。 

 

【主な取組】 

 ◎企画展の開催 

 ◎講演会・見学会の開催 

 ◎ＨＰやインスタグラムなどによる情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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項

目 

②歴史文化保存展示施設整備事業（浜田郷土資料館建替え）

【再掲】 

Ⅴ－(5)－② 

文化スポーツ課 

現
状
と
課
題 

【現 状】 

 市内には資料館が 6館 1室あるが、いずれも狭隘化、老朽

化が進んでいる。 

 

【課 題】 

 既存資料館の中核施設となる浜田郷土資料館は、築 60 年

以上経過して老朽化が著しく、展示スペースも狭いなど、施

設整備が課題である。 

 

 

目 

標 
 歴史文化保存展示施設の整備について取組む。  

内 

 

 

容 

【概  要】 

 歴史文化保存展示施設については、令和元年度に（仮称）浜田歴史資料館検

討会で検討いただき、「整備の方向性には大半の委員が賛同」などの意見をいた

だいた。 

これらの意見を踏まえ、浜田郷土資料館の建替えとして、世界こども美術館

創作活動館に複合させ、歴史文化の保存と継承、ふるさと郷育、市民や観光客

との交流を目的とした拠点施設とすることなどの整備方針を議会や各地域協議

会、市民説明会などに説明し、意見をお聴きした。 

令和 2年度からは、専門検討委員会を設置し、展示内容や活用方法について

専門家の意見をお聴きし、令和 3年 10 月に検討報告を受けた。 

 今後、説明会の開催などにより、市民に経緯や背景などを含めて丁寧に説明

し、意見を伺いながら検討する。 

 

 

【主な取組】 

 ◎歴史文化保存展示施設の整備に関する検討 

 

 

 

 

  

対

象 
未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・成人・高齢者・（            ） 
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第４章 資料編 
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平成 27年 12月 16日 策定 

 

浜田市教育大綱 

 

 理 念 

 

 

 

 

 

  
   施策の柱 

1 学校教育の充実 
子どもの「生きる力」を育むため、学ぶ意義を深め、学ぶ意欲を

高めるとともに、学習の基礎となる国語力の向上に努め、基礎学力
の向上に加え、思考力、判断力、表現力などの幅広い学力の向上を
図ります。 
 

2 家庭教育支援の推進 
子どもを取り巻く環境の変化を受け、学校、家庭、地域が一体と

なり、次世代を担う子どもの育ちを支えるため、家庭教育支援の充
実と青少年の健全育成を進めます。 
子育てにおける「親としての役割」や「子どもへのかかわり」に

ついて、気づきを促す学習機会を提供し、家庭教育支援を推進しま
す。 

 
3 社会教育の推進 

「ふるさと郷育」を通して、子どもの生きる力を育成し、ふるさ
とを愛する心を育てます。また、子どもの育ちを地域ぐるみで支え
ることで、地域人材の育成支援や地域の活性化を進めます。 

 
4 生涯スポーツの振興 

幼児から大人まで、それぞれの世代に応じた心身の健康を養うス
ポーツ・レクリエーション活動を推進するとともに、スポーツ精神
の高揚や競技力の向上を図ります。 

  
5 歴史・文化の伝承と創造 

郷土の歴史や文化・芸術をより身近に感じ、楽しみながら豊かな
心を創造できるよう、文化・芸術活動の活性化を図ります。また、
伝統文化や文化財等の保存や活用とともに次世代への継承を図りま
す。 

 

 

「夢を持ち郷土を愛する人を育みます」 

自ら学び高めあう学習活動を推進し、郷土に誇りを持った 

次世代を担う人づくりを目指します。 

１０ 浜田市教育大綱 
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（１）学校施設概要 

  ① 市立小学校                      （単位：面積㎡） 

 

 

  ② 市立中学校                      （単位：面積㎡） 

 

建築年 面積 構造 建築年 面積 構造

原井小学校 港町208番地 22-0863 18,735 H17 4,538 Ｒ H17 939 Ｒ

雲雀丘小学校 原井町1045番地 22-1141 10,258 S31 1,849 Ｗ S34 467 Ｒ

松原小学校 浅井町1415番地2 22-0262 38,033 S52 5,192 Ｒ S52 1,267 Ｒ

石見小学校 黒川町3738番地4 22-0512 13,098 S39 5,260 Ｒ S40 891 Ｓ

美川小学校 内田町1020番地 27-0802 7,996 S15 1,759 Ｗ S48 377 Ｓ

周布小学校 周布町イ63番地3 27-1006 13,820 H 1 3,750 Ｒ H 3 919 Ｗ

長浜小学校 長浜町1番地 27-0221 15,794 H23 4,872 Ｒ S57 1,248 Ｒ

国府小学校 下府町2164番地81 28-0028 19,998 H26 5,029 Ｒ H26 1,302 Ｒ

三階小学校 竹迫町2396番地2 23-2400 25,509 H 2 3,138 Ｒ H 4 919 Ｗ

雲城小学校 金城町下来原1541番地5 42-0006 16,334 S40 2,281 Ｒ S44 528 Ｓ

今福小学校 金城町今福1425番地5 42-0304 9,522 S46 1,532 Ｒ H 4 669 Ｒ

波佐小学校 金城町波佐イ558番地2 44-0028 10,406 H 2 1,594 Ｒ S56 680 Ｓ

旭小学校 旭町丸原1517番地4 45-0014 17,145 H27 3,735 Ｒ H27 896 Ｓ

弥栄小学校 弥栄町長安本郷325番地1 48-2210 12,354 H15 2,764 Ｒ H28 810 Ｓ

三隅小学校 三隅町古市場450番地 32-4040 27,601 H 9 5,740 Ｒ H 9 1,348 Ｒ

岡見小学校 三隅町岡見4743番地 32-0403 47,229 S61 2,199 Ｒ S62 812 Ｒ

※構造記号：Ｒ（鉄筋コンクリート造）、Ｓ（鉄骨造）、Ｗ（木造）　

小学校名 所在地 電話番号 校地面積
校舎 屋内運動場

建築年 面積 構造 建築年 面積 構造

第一中学校 黒川町3745番地 22-0946 28,463 S55 6,742 Ｒ S56 1,820 Ｒ

第二中学校 原井町963番地15 22-1268 32,977 S46 5,685 Ｒ S47 1,128 Ｒ

第三中学校 日脚町572番地 27-1150 81,921 H 6 5,269 Ｒ H 7 1,315 Ｗ

第四中学校 内田町1050番地 27-0813 9,269 S29 1,916 Ｗ S37 702 Ｗ

浜田東中学校 下府町699番地 28-3210 31,392 H10 3,975 Ｒ H11 1,234 Ｒ

金城中学校 金城町下来原1402番地6 42-0044 48,381 S49 2,929 Ｒ S49 1,143 Ｓ

旭中学校 旭町今市1354番地 45-0076 17,570 S55 2,649 Ｒ S55 1,273 Ｓ

弥栄中学校 弥栄町木都賀イ2735番地 48-2239 25,104 S43 1,817 Ｒ H26 1,009 Ｒ

三隅中学校 三隅町古市場1991番地 32-0062 44,736 H12 4,683 Ｒ H12 1,376 Ｒ

屋内運動場
中学校名 所在地 電話番号 校地面積

校舎

１１  各種資料等 
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  ③ 市立幼稚園               （単位：面積㎡） 

 

 

  ④ 私立幼稚園 

 

 

 

  

建築年 面積 構造

原井幼稚園(休園中) 高田町65番地6 2,364 S40 808 Ｗ

石見幼稚園 黒川町3753番地 22-0493 3,346 S47 915 Ｗ

長浜幼稚園 熱田町820番地1 27-0575 3,113 S59 892 Ｒ

美川幼稚園 内田町1117番地2 26-0185 1,861 S61 447 Ｓ

幼稚園名 所在地 電話番号 園地面積
園舎

幼稚園名 所在地 電話番号

夕日ヶ丘聖母幼稚園 殿町55番地1 22-3328



 - 95 -  

（２）令和 3年度 園児・児童・生徒数一覧 

  ① 市立小学校                        （単位：人） 

 

現在

増

種別 特 減

児童数 (3) 24 38 (2) 30 29 (1) 37 (3) 38 9  205  215 △10

学級数 1 2 1 1 2 2 2 〔2〕 11 〔2〕 13 △2

児童数 (1) 11 (1) 9 10 (1) 12 3 13 3  61  64 △3

学級数 1 1 1 1 1 2 〔2〕 7 〔2〕 7 0

児童数 (2) 17 13 (2) 21 (2) 17 23 24 6  121  126 △5

学級数 1 1 1 1 1 1 2 〔2〕 8 〔2〕 8 0

児童数 (5) 47 (2) 60 (2) 52 (1) 72 (4) 61 (2) 65 16  373  383 △10

学級数 2 2 2 3 2 2 3 〔3〕 16 〔2〕 16 0

児童数 (1) 12 15 9 (1) 16 14 9 2  77  64 13

学級数 1 1 1 1 1 1 1 〔1〕 7 〔1〕 6 1

児童数 (2) 45 (3) 34 (2) 41 (2) 40 (3) 56 49 12  277  291 △14

学級数 2 2 2 2 2 2 2 〔2〕 14 〔3〕 15 △1

児童数 44 (2) 32 (1) 47 (1) 36 (2) 45 (1) 34 7  245  242 3

学級数 2 1 2 2 2 1 2 〔2〕 12 〔2〕 13 △1

児童数 (4) 44 (3) 52 (1) 36 58 (1) 44 (4) 53 13  300  310 △10

学級数 2 2 2 2 2 2 3 〔3〕 15 〔4〕 16 △1

児童数 (2) 31 (2) 33 (1) 33 33 (1) 29 24 6  189  203 △14

学級数 2 2 1 1 1 1 3 〔3〕 11 〔2〕 11 0

児童数 (3) 31 (1) 20 (5) 12 22 16 (2) 25 11  137  131 6

学級数 2 1 1 1 1 1 3 〔3〕 10 〔2〕 8 2

児童数 7 5 5 9 7 (1) 13 1  47  49 △2

学級数 1 1 1 1 1 1 〔1〕 6 〔1〕 6 0

児童数 4 1 0 2 3 3 0  13  11 2

学級数 1 1 1 0 〔0〕 3 〔1〕 4 △1

児童数 18 14 (2) 25 (2) 19 (4) 26 (1) 18 9  129  134 △5

学級数 1 1 1 1 1 1 2 〔2〕 8 〔2〕 8 0

児童数 4 10 4 5 6 8 0  37  41 △4

学級数 1 1 1 1 0 〔0〕 4 〔1〕 5 △1

児童数 (2) 31 (1) 22 (2) 36 (1) 24 (3) 32 (1) 23 10  178  178 0

学級数 2 1 2 1 1 1 2 〔2〕 10 〔2〕 9 1

児童数 (1) 7 (1) 9 7 11 6 3 2  45  46 △1

学級数 1 1 1 1 1 1 〔1〕 6 〔1〕 6 0

児童数 (26) 377 (16) 367 (20) 368 (11) 405 (19) 408 (15) 402 107  2,434 2,488 △54

学級数 22 21 18 21 17 20 29 〔29〕 148 〔30〕 151 △3

※事務職員未配置→波佐小

三隅小

岡見小

計

※(  )は第81条の学級に入る児童の外数   〔　〕は第81条の学級の内数　　
※第1学年は30人、第2学年は32人学級編制
※第3・4・5・6学年は35人学級編制

三階小

雲城小

今福小

波佐小

旭小

弥栄小

松原小

石見小

美川小

周布小

長浜小

国府小

5年 6年 合　計 合　計

原井小

雲雀丘小

令和3年5月1日

学校名
令　　　和　　　3　　　年　　　度　 令和2年度

1年 2年 3年 4年
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  ② 市立中学校                        （単位：人） 

 

 

②  市立幼稚園                        （単位：人） 

 

現在

増

種別 特 減

生徒数 (3) 119 (3) 123 (6) 106 12 360 356 4

学級数 4 4 3 2 〔2〕 13 〔2〕 14 △1

生徒数 (1) 45 (5) 28 56 6 135 139 △4

学級数 2 1 2 1 〔1〕 6 〔1〕 6 0

生徒数 86 (3) 92 (2) 81 5 264 278 △14

学級数 3 3 3 2 〔2〕 11 〔2〕 11 0

生徒数 2 9 (1) 11 1 23 32 △9

学級数 1 1 1 1 〔1〕 4 〔1〕 4 0

生徒数 (2) 46 (3) 50 (3) 50 8 154 158 △4

学級数 2 2 2 4 〔4〕 10 〔3〕 9 1

生徒数 (4) 31 (3) 29 (2) 34 9 103 91 12

学級数 1 1 1 2 〔2〕 5 〔1〕 4 1

生徒数 (1) 18 (1) 20 (1) 11 3 52 47 5

学級数 1 1 1 2 〔2〕 5 〔3〕 6 △1

生徒数 (1) 6 5 (1) 8 2 21 19 2

学級数 1 1 1 2 〔2〕 5 〔1〕 4 1

生徒数 (3) 37 41 (2) 38 5 121 125 △4

学級数 2 2 1 2 〔2〕 7 〔2〕 8 △1

生徒数 (15) 390 (18) 397 (18) 395 51 1,233 1,245 △12

学級数 17 16 15 18 〔18〕 66 〔16〕 66 0

※第1・2学年は35人、第3学年は38人学級編制（少人数学級編成）

金城中

旭中

弥栄中

三隅中

計

※(　)は第81条の学級に入る生徒の外数　　〔　〕は第81条の学級の内数

合　計

第一中

第二中

第三中

第四中

浜田東中

令和3年5月1日

学校名
令　　和　　3　　年　　度　　　　　 令和2年度

1年 2年 3年 合　計

現在

増

種別
特別支援

教室
合　計 減

園児数

定員数

石見幼稚園 園児数 13 0 4 17 △ 8

長浜幼稚園 園児数 7 4 3 14 △ 3

美川幼稚園 園児数 2 3 2 7 △ 1

計 園児数 22 7 9 0 38 △ 12

園　名

令　　　和　　　3　　年　　度　　　　　 令和2年度

1年保育
（5歳児）

2年保育
（4歳児）

3年保育
（3歳児）

合　計

令和3年5月1日

原井幼稚園

25

50

17

8

令和元年度から休園
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（３）平成 17年度～令和 9 年度 児童・生徒数推移     （単位：人） 

 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

浜田地域 2,582 2,469 2,359 2,296 2,233 2,202 2,219 2,201 2,195

金城地域 222 214 228 224 230 206 217 214 207

旭地域 105 103 96 101 110 113 129 122 117

弥栄地域 83 77 71 77 81 66 63 58 55

三隅地域 322 318 303 305 286 272 278 260 260

計 3,314 3,181 3,057 3,003 2,940 2,859 2,906 2,855 2,834

浜田地域 1,373 1,342 1,326 1,239 1,216 1,165 1,160 1,110 1,062

金城地域 160 139 124 116 111 121 111 103 106

旭地域 69 56 56 55 56 58 55 54 46

弥栄地域 41 44 40 38 34 36 40 38 32

三隅地域 217 191 178 170 168 161 141 135 134

計 1,860 1,772 1,724 1,618 1,585 1,541 1,507 1,440 1,380

小・中学校合計 5,174 4,953 4,781 4,621 4,525 4,400 4,413 4,295 4,214

前年度との差 △ 221 △ 172 △ 160 △ 96 △ 125 13 △ 118 △ 81

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

浜田地域 2,130 2,082 1,999 1,963 1,925 1,895 1,898 1,848

金城地域 203 204 225 209 219 199 191 197

旭地域 114 116 111 123 133 141 134 129

弥栄地域 47 39 42 48 46 37 41 37

三隅地域 251 249 244 237 230 233 224 223

計 2,745 2,690 2,621 2,580 2,553 2,505 2,488 2,434

浜田地域 1,042 1,034 1,072 1,057 1,045 993 963 936

金城地域 115 127 105 104 85 91 91 103

旭地域 55 52 53 50 48 42 47 52

弥栄地域 34 38 34 27 17 20 19 21

三隅地域 150 135 129 124 127 132 125 121

計 1,396 1,386 1,393 1,362 1,322 1,278 1,245 1,233

小・中学校合計 4,141 4,076 4,014 3,942 3,875 3,783 3,733 3,667

前年度との差 △ 73 △ 65 △ 62 △ 72 △ 67 △ 92 △ 50 △ 66

R4 R5 R6 R7 R8 R9

2,410 2,378 2,340 2,313 2,250 2,140

1,240 1,254 1,265 1,240 1,197 1,186

小・中学校合計 3,650 3,632 3,605 3,553 3,447 3,326

前年度との差 △ 17 △ 18 △ 27 △ 52 △ 106 △ 121

※R4～R9の見込人数は、R3時点の0歳児から5歳児の人数を用いている。

年度

小学校

中学校

年度

小

学

校

中

学

校

年度

小

学

校

中

学

校
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（４）社会教育施設等概要 

① 生涯学習施設 

   

施設名 設置者 場所 電話 備考

浜田まちづくりセンター 浜田市 殿町6番1 22-9358 市庁舎併設

石見まちづくりセンター 〃 黒川町131番地2 22-1380

長浜まちづくりセンター 〃 熱田町1441番地18 27-4614

周布まちづくりセンター 〃 周布町イ374番地 27-0058

大麻まちづくりセンター 〃 西村町1038番地8 27-0897

美川まちづくりセンター 〃 内村町592番地1 27-3657

国府まちづくりセンター 〃 国分町1981番地136 28-1270

石見まちづくりセンター細谷分館 〃 三階町2130番地1 22-7531

石見まちづくりセンター長見分館 〃 長見町956番地2 22-5323

石見まちづくりセンター後野分館 〃 後野町779番地2 23-2419

石見まちづくりセンター佐野分館 〃 佐野町イ337番地1 42-0689

石見まちづくりセンター宇津井分館 〃 宇津井町529番地 42-1309

美川まちづくりセンター東分館 〃 鍋石町530番地3 27-3828

美川まちづくりセンター西分館 〃 田橋町494番地2 27-3503

国府まちづくりセンター宇野分館 〃 宇野町281番地3 28-2646

国府まちづくりセンター有福分館 〃 下有福町20番地1 28-2841

久佐まちづくりセンター 〃 金城町久佐イ575番地7 42-2666

今福まちづくりセンター 〃 金城町今福105番地2 42-2083

美又まちづくりセンター 〃 金城町追原176番地 42-1704

雲城まちづくりセンター 〃 金城町下来原171番地 42-2076

波佐まちづくりセンター 〃 金城町波佐イ441番地1 44-0146

小国まちづくりセンター 〃 金城町小国イ160番地1 44-0254

今市まちづくりセンター 〃 旭町今市641番地1 45-1757

木田まちづくりセンター 〃 旭町木田219番地13 45-1105

和田まちづくりセンター 〃 旭町和田1284番地 45-1918

都川まちづくりセンター 〃 旭町都川889番地 47-0001

市木まちづくりセンター 〃 旭町市木2919番地2 47-0077

安城まちづくりセンター 〃 弥栄町長安本郷544番地1 48-2917

杵束まちづくりセンター 〃 弥栄町木都賀イ526番地4 48-2258

岡見まちづくりセンター 〃 三隅町岡見516番地 32-2298

三保まちづくりセンター 〃 三隅町湊浦120番地 32-0314

白砂まちづくりセンター 〃 三隅町折居883番地 32-1288
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  ② 社会体育施設 

 

施設名 設置者 場所 電話 備考

三隅まちづくりセンター 浜田市 三隅町向野田581番地 32-0500

黒沢まちづくりセンター 〃 三隅町下古和1518番地 35-1509

井野まちづくりセンター 〃 三隅町井野ヘ1816番地2 34-0007

中央図書館 〃 黒川町3748番地1 22-0480

金城図書館 〃 金城町下来原171番地 42-1823

旭図書館 〃 旭町今市637番地 45-1439

弥栄図書館 〃 弥栄町木都賀イ526番地4 48-2258

三隅図書館 〃 三隅町古市場2002番地 32-0338

日脚和泉集会所 〃 日脚町218番地

施設名 設置者 場所 電話 備考

浜田市野球場 浜田市 黒川町3738番地1 22-2310

浜田市陸上競技場 〃 黒川町3739番地 22-2310

浜田市庭球場 〃 黒川町3735番地1 22-2310

浜田市ふれあい広場 〃 黒川町3738番地1 22-2310

浜田市室内プール 〃 黒川町3735番地1 23-0230

浜田市健康増進センター 〃 松原町277番地6 25-9721

サン・ビレッジ浜田 〃 上府町イ2457番地 28-1300

サンマリン浜田 〃 原井町3050番地9 22-0082

ラ・ペアーレ浜田 〃 浅井町64番地14 22-1035

金城総合運動公園 〃 金城町七条イ982番地 42-1238

今福スポーツ広場 〃 金城町今福1469番地2 42-2141

旭公園運動施設 〃 浜田市旭町今市964番地 45-1550

旭公園市民体育館 〃 旭町今市651番地2 45-1440

フットサルやさか競技場 〃 弥栄町長安本郷399番地1 25-9721

三隅中央会館 〃 三隅町古市場589番地 32-0080

三隅中央公園　市民野球場 〃 三隅町古市場532番地 32-0080

三隅中央公園　市民陸上競技場 〃 三隅町古市場595番地 32-0080

三隅中央公園　市民テニス場 〃 三隅町古市場611番地 32-0080

三隅中央公園　多目的広場 〃 三隅町古市場524番地 32-0080
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  ③ 文化施設等 

 

 

 

 

 

  

施設名 設置者 場所 電話 備考

三隅中央公園　屋内プール・多目的運動場 〃 三隅町古市場2003番地 32-0080

田の浦公園　青少年研修広場ソフトボール場 〃 三隅町西河内1238番地 32-0080

岡見スポーツセンター 〃 三隅町岡見4603番地 32-0080

三隅B&G海洋センター 〃 三隅町西河内1240番地1 32-2565

施設名 設置者 場所 電話 備考

石央文化ホール 浜田市 黒川町4175番地 22-2100

世界こども美術館 〃 野原町859番地1 23-8451

石正美術館 〃 三隅町古市場589番地 32-4388

浜田郷土資料館 浜田市 黒川町3746番地3 23-6453

浜田城資料館 〃 殿町83番地246 28-7151

金城民俗資料館 〃 金城町波佐イ426番地1 44-0146

金城歴史民俗資料館 〃 金城町波佐イ438番地1 44-0146

旭歴史民俗資料館 〃 旭町今市626番地1

弥栄郷土資料展示室 〃 弥栄町長安本郷325番地1

三隅歴史民俗資料館 〃 三隅町三隅1539番地1

旭ふるさと歴史公園 〃 旭町本郷362番地9

島村抱月生誕地顕彰の杜公園 〃 金城町小国イ462番地　外

島村抱月文学碑公園 〃 金城町久佐イ108番地

島村抱月先生の碑公園 〃 金城町今福1499番地1
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（５）浜田市内文化財一覧 

  ① 国指定文化財 

 

 

  ② 島根県指定文化財 

 

番号 種別 指定年月日 名称 所在地 所有者

1 彫刻 大 9. 4.15 木造阿弥陀如来立像 松原町 心覚院

2 工芸技術 昭44. 4.15 石州半紙 三隅町古市場 石州半紙技術者会

3 有形民俗 昭46.12.15 波佐の山村生産用具 金城町波佐 西中国山地民具を守る会

4 史跡 大10. 3. 3 石見国分寺跡 国分町 金蔵寺

5 史跡 昭11.12.16 周布古墳 治和町 個人

6 史跡 昭12. 6.15 下府廃寺塔跡 下府町 浜田市

7 天然記念 昭 7. 3.25 石見畳ヶ浦 国分町 国・市・民

8 天然記念 昭10. 4.11 三隅大平桜 三隅町矢原 個人

番号 種別 指定年月日 名称 所在地 所有者

9 絵画 昭47. 7.28 紙本墨画淡彩大麻山縁起 三隅町室谷 大麻山神社

10 彫刻 昭37. 6.12 木造雨宝童子立像 三隅町三隅 正法寺

11 彫刻 昭42. 5.30 木造天部像群 生湯町 多陀寺

12 彫刻 昭43. 6. 7 木造薬師如来坐像 三隅町三隅 正法寺

13 書跡 昭37. 6.12 紙本墨書大般若経 三隅町芦谷 龍雲寺

14 古文書 平12. 3.28 紙本著色石見国絵図 浜田郷土資料館 浜田市

15 考古資料 昭35. 9.30 めんぐろ古墳出土品 治和町 個人

16 有形民俗 昭47. 7.28 波佐の山村生活用具 金城町波佐 西中国山地民具を守る会

17 無形民俗 昭37. 6.12 井野神楽 三隅町井野 井野神楽保持者会

18 無形民俗 昭39. 5.26 有福神楽 下有福町 有福神楽保持者会

19 無形民俗 昭40. 4. 1 黒沢囃子田 三隅町黒沢 黒沢囃子田保存会

20 史跡 昭33. 8. 1 石見国分尼寺跡 国分町 国分寺

21 史跡 昭37. 6.12 浜田城跡 殿町 浜田市

22 史跡 昭42. 5.30 石見国分寺瓦窯跡 国分町 浜田市

23 天然記念 昭41. 5.31 黄長石霞石玄武岩
長浜町・熱田町・内
田町

個人

24 天然記念 昭47. 3. 31 常盤山の杉 金城町波佐 八幡宮

25 天然記念 昭47. 3. 31 長安本郷の八幡宮並木杉 弥栄町長安本郷 八幡宮
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  ③ 浜田市指定文化財 

 

番号 種別 指定年月日 名称 所在地 所有者

26 絵画 昭44.11. 3 板絵著色瀬戸ヶ島捕鯨図 瀬戸ヶ島町 厳島神社

27 絵画 昭48. 5. 1 絹本著色石門源義頂相 清水町 洞泉寺

28 絵画 昭48. 5. 1 絹本著色仏涅槃図 周布町 浄琳寺

29 絵画 昭48. 5. 1 「無題」森脇　忠筆油絵麻布 黒川町
島根県立浜田高等学校同窓
会

30 絵画 昭48. 5. 1 「無題」小林萬吾筆油絵麻布 世界こども美術館 浜田市

31 絵画 昭56. 3.28 伝空海筆十三佛画幅 三隅町芦谷 龍雲寺

32 絵画 平14. 2.22 紙本著色仏涅槃図 田町 龍泉寺

33 絵画 平14. 2.22 船絵馬 瀬戸ヶ島町 厳島神社

34 彫刻 昭51. 3.25 木造北白川宮能久親王殿下立像 浜田郷土資料館 浜田市

35 彫刻 平 7. 3. 28 木造阿弥陀如来坐像 三隅町芦谷 龍雲寺

36 彫刻 平 7. 3. 28 木造阿弥陀如来立像 三隅町湊浦 極楽寺

37 工芸品 昭44.11. 3 脇差 久代町 石見安達美術館

38 工芸品 昭44.11. 3 太刀 久代町 石見安達美術館

39 工芸品 昭48. 5. 1 太刀 殿町 浜田護国神社

40 工芸品 昭51. 3.25 刀  4口 久代町 石見安達美術館

41 工芸品 昭56. 3.28 古和三尊仏 三隅町上古和 個人

42 工芸品 平14. 2.22 和船模型 瀬戸ヶ島町 厳島神社

43 工芸品 平14. 2.22
錆朱塗横矧菱綴二枚胴具足廻鉢兜
付

世界こども美術館 浜田市

44 工芸品 平20. 7.23 如来形懸仏 金城町今福 安楽寺

45 工芸品 平26. 9.26
縹糸素掛威二枚胴具足総覆輪十二
間筋兜七本篠垂

浜田郷土資料館 浜田市

46 書跡 昭48. 5. 1 紙本墨書大般若経 大辻町 宝福寺

47 書跡 昭56. 3.28 紺紙金泥金剛経 三隅町芦谷 龍雲寺

48 典籍 昭44.11. 3 紙本墨書藤井宗雄著書 治和町 個人

49 古文書 昭56. 3.28 送り場古文書 三隅町岡見 個人

50 古文書 昭56. 3.28 二宮神社古文書 三隅町三隅 二宮神社

51 古文書 平 7. 3.28 諸国御客船帳 浜田郷土資料館 浜田市

52 古文書 平 9. 7.11 石見国藩領絵図 高佐町 個人

53 古文書 平 9. 7.11 浜田城下町鳥瞰絵図 高佐町 個人

54 古文書 平 9. 7.11 浜田城下町方絵図 蛭子町 個人

55 古文書 平 9. 7.11 自唐鐘浦至長浜浦海岸絵図 外ノ浦町 個人
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番号 種別 指定年月日 名称 所在地 所有者

56 古文書 平14. 2.22 諸国御客船帳 外ノ浦町 個人

57 古文書 平14. 2.22 紙本墨書神楽台本 周布町 個人

58 古文書 平20. 7.23 吉川元春・元長連署安堵状 金城町今福 安楽寺

59 古文書 平31.3.19 旧浜田町役場文書（近世分） 浜田市立中央図書館 浜田市

60 古文書 令2.3.19 金城たたら関係文書 金城歴史民俗資料館 西中国山地民具を守る会

61 考古資料 昭58.12.26 金田1号墳出土品 金城歴史民俗資料館 浜田市

62 考古資料 平 7. 3.28 鰐石遺跡出土品 浜田郷土資料館 浜田市

63 考古資料 平 7. 3.28 銅造誕生釈迦仏立像 浜田郷土資料館 浜田市

64 考古資料 令2.3.19 奥の原古墳群出土品 弥栄会館 浜田市

65 考古資料 令2.3.19 重富廃寺跡出土品
旭歴史民俗資料館
旭ふるさと歴史公園

浜田市

66 考古資料 令2.3.19 千年比丘1号墳出土品 金城歴史民俗資料館 浜田市

67 歴史資料 平 9. 7.11 石見国天保国絵図懸紙改切絵図 浜田市郷土資料館 浜田市

68 歴史資料 平20. 7.23 能海寛関係資料 金城町長田 個人

69 有形民俗 昭48. 5. 1 獅子頭 片庭町 個人

70 有形民俗 昭48. 5. 1 獅子頭 日脚町 天上岡八幡宮

71 有形民俗 平14. 2.22 神楽木彫面

下有福町・上府町
佐野町・長浜町
日脚町・内村町
田橋町・鍋石町

有福神楽保持者会
石見神代神楽上府社中
石見神楽佐野神楽社中
石見神楽長浜社中
日脚神代神楽社中
個人
石見神楽美川西神楽保存会
鍋石神楽社中

72 無形民俗 平31.3.19 浜田大名行列奴 浜田商工会議所 浜田大名行列保存会

73 史跡 昭44.11. 3 片山古墳 下府町 個人

74 史跡 昭44.11. 3 鳶巣城跡 周布町 個人

75 史跡 昭51. 3.25 東海篠先生之墓 真光町 観音寺

76 史跡 昭51. 3.25 日和山方角石 外ノ浦町 浜田市

77 史跡 昭56. 3.28 正法寺奥の院 三隅町三隅 正法寺

78 史跡 昭56. 3.28 笠取りの墓 三隅町黒沢 個人

79 史跡 昭56. 3.28 大麻山神社道中石 三隅町東平原・室谷 個人

80 史跡 昭56. 3.28 成田郷三角田記念碑 三隅町三隅 個人

81 史跡 昭56. 3.28 寺尾用水隧道 三隅町井川 個人

82 史跡 昭56. 3.28 廓英法師墓 三隅町三隅 個人

83 史跡 昭58.12.26 金田1号墳 金城町金田 個人

84 史跡 昭58.12.26 笠松峠の石畳路 金城町波佐 個人

85 史跡 昭62.12.18 波佐一本松城跡及び関連施設 金城町波佐 個人
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  ④ 登録文化財 

 

 

 

  

番号 種別 指定年月日 名称 所在地 所有者

86 史跡 平14. 2.22 上条遺跡（城山銅鐸出土他） 上府町 個人

87 史跡 平26. 9.26 浜田城裏門跡 殿町 個人

88 史跡 令2.3.19 千年比丘1号墳 金城町長田 個人

89 天然記念 昭44.11. 3 ビロードシダ及び群生地 河内町 個人

90 天然記念 昭44.11. 3 多陀寺のクスノキ 生湯町 多陀寺

91 天然記念 昭44.11. 3 多陀寺のヒノキ 生湯町 多陀寺

92 天然記念 昭48. 5. 1 多陀寺のシイ・タブ林 生湯町 多陀寺

93 天然記念 昭48. 5. 1 伊甘神社のイチョウ 下府町 伊甘神社

94 天然記念 昭48. 5. 1 伊甘神社のムクノキ 下府町 伊甘神社

95 天然記念 平 5. 3.31 金城の巨樹・銘木 金城町 個人他

96 天然記念 平 7. 3.28 お葉付き銀杏 三隅町井野 個人

97 天然記念 平17. 9. 22 佐々木桜 三隅町三隅 個人

98 天然記念 平17. 9. 22 海老谷桜 三隅町向野田 個人

番号 種別 指定年月日 名称 所在地 所有者

99 平 9. 5. 7
浜田市立第一中学校屋内運動場
（旧歩兵第二十一連隊雨覆練兵場）

黒川町 浜田市

100 平 9. 5. 7
島根県立浜田高等学校第二体育館
（旧歩兵第二十一連隊雨覆練兵場）

黒川町 島根県
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  令和 3年 10月 7 日 第 1回浜田市教育振興計画審議会開催 

    （諮問、計画（案）検討） 

 

  令和 3年 11月 17 日 第 2回浜田市教育振興計画審議会開催 

    （計画（案）検討） 

 

令和 3年 12月 13 日 第 3回浜田市教育振興計画審議会開催 

    （計画（案）検討） 

 

令和 4年 1月 7 日 第 4回浜田市教育振興計画審議会開催 

    （計画（案）検討） 

 

  令和 4年 1月 13 日 答申 

 

  令和 4年 1月 17 日 パブリックコメント募集（～2月 16 日） 

 

  令和 4年 2月 21 日 教育委員会会議開催（審議・承認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜 田 市 教 育 振 興 計 画 策 定 経 過 

１２ その他 
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（順不同、敬称略） 

選 出 区 分 氏    名 備    考 

識 見 者 ◎金 野 和 弘 島根県立大学教授 

識 見 者  原 田 和 義 浜田市まちづくりセンター合同連絡会副会長代表  

識 見 者 〇冨金原   完 社会教育委員の会会長 

識 見 者  金 高 梅 子 浜田人権擁護委員協議会副会長 

識 見 者  田 中 耕太郎 浜田市文化協会会長 

識 見 者  山 崎   晃 浜田市体育協会会長 

識 見 者  岡 本 紀 子 金城地域まちづくりセンター連絡会 

公 共 的 団 体 役 職 員  大 谷   海 浜田市ＰＴＡ連合会会長 

公 共 的 団 体 役 職 員  大 草 明 美 ＮＰＯ法人浜田おやこ劇場事務局長 

公 共 的 団 体 役 職 員  樋 野 淳 巳 浜田市校長会会長 

公 共 的 団 体 役 職 員  佐 田 良 二 浜田市校長会副会長 

公 共 的 団 体 役 職 員  玉 木 敦 子 浜田市園長会 

その他特に必要と認める者  大 草 千 聖 
公募委員 

（兼浜田市総合振興計画審議会公募委員）  

その他特に必要と認める者  曽 根 葉 子 
公募委員 

（兼浜田市総合振興計画審議会公募委員）  

その他特に必要と認める者  川 神 宙 杜 
公募委員 

（兼浜田市総合振興計画審議会公募委員）  

 ◎会長  ○副会長  

浜田市教育振興計画審議会委員名簿 
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令和３年度島根県学力調査結果（概要）について 

浜田市教育委員会 

１ 調査の概要 

（１）目的 

学習指導要領における各教科の目標や内容に照らした学習の状況及び学習や生活に関する

意識や実態を客観的に把握し、児童生徒に必要な指導・支援を行うとともに、全国学力・学

習状況調査等で明らかになった学習指導上の課題の改善状況を検証し、今後の学校における

指導と教育施策の一層の改善・充実に資する。 

 

（２）調査日  令和３年１２月７日（火） 

 

（３）実施対象学年及び実施教科等 

小学校５・６年生：国語・算数 

中学校１・２年生：国語・数学・英語 

※ 全対象学年に、「生活・学習意識に関する調査」を実施 

 

（４）用語説明 

「平均正答率」  各学年・教科において、児童生徒個人が正答した問題の割合（％）

を県または市町村単位で平均した値。 

「全国」     本調査に参加している全国の自治体を表す。 

 

２ 浜田市・島根県・全国の平均正答率及び浜田市の島根県・全国との差 

 国語 算数・数学 英語 

小５ 

市平均正答率 

県平均正答率 
市－県 

全国平均正答率 

市―全国 

６１．4 

６３．０ 

－1．６ 

６８．９ 

－７．５ 

５５．６ 

５８．９ 

 －３．３ 

６３．８ 

―８．２ 

 

小６ 

市平均正答率 
県平均正答率 

市－県 
全国平均正答率 

市―全国 

６６．６ 

６６．３ 

＋０．３ 

６９．２ 

－２．６ 

６６．４ 

６６．１ 

＋０．３ 

７２．６ 

－６．２ 

 

中１ 

市平均正答率 
県平均正答率 

市－県 

全国平均正答率 
市―全国 

５５．７ 

５８．９ 

－３．２ 

６１．４ 

－５．７ 

４８．６ 

５３．１ 

－４．５ 

５７．０ 

－８．４ 

４９．９ 

５２．７ 

－２．８ 

５５．２ 

－５．３ 

中２ 

市平均正答率 
県平均正答率 

市－県 
全国平均正答率 

市―全国 

６０．２ 

６０．３ 

－０．１ 

６２．０ 

－１．８ 

５０．６ 

５１．８ 

－１．２ 

５５．９ 

－５．３ 

４３．４ 

４４．３ 

－０．９ 

４６．９ 

－３．５ 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 

総務文教委員会資料 

教育委員会学校教育課 
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  〈小学校６年生における令和３年度全国及び県学力調査の平均正答率の差〉 

教科 項目 全国学力調査（５月） 県学力調査（１２月） 

国語 

市平均正答率 

県平均正答率 

市―県 

６１．０ 

６３．０ 

－２．０ 

６６．６ 

６６．３ 

＋０．３ 

算数 

市平均正答率 

県平均正答率 

市―県 

６４．０ 

６７．０ 

－３．０ 

６６．４ 

６６．１ 

＋０．３ 

 

３ 島根県と浜田市の平均正答率差の経年比較状況 

（１）年度ごとの県平均正答率差（〇は前年度を上回り、△は下回った教科） 

学年 教科 H29年度 H30 年度 R 元年度 R２年度 R3年度 

小５ 
国語 

算数 

－２．１ 

－０・８ 

〇  ０．０ 

〇  １．９ 

△ －０．９ 

△ －１．５ 

〇 －０．４ 

△ －４．３ 

△ ―１．６ 

○ －３．３ 

小 6 
国語 

算数 

０．１ 

０．２ 

△ ―１．４ 

△ －１．７ 

〇 －０．３ 

〇  １．０ 

△ －２．２ 

△ －３．７ 

○  ０．３ 

○  ０．３ 

中 1 

国語 

数学 

英語 

－１．６ 

－２．９ 

－２．６ 

〇 －０．４ 

△ －３．２ 

  －２．６ 

〇 －０．３ 

△ －３．９ 

△ －３．６ 

〇  １．３ 

〇 －１．５ 

〇 －１．１ 

△ ―３．２ 

△ －４．５ 

△ －２．８ 

中 2 

国語 

数学 

英語 

－１．２ 

－４．３ 

－１．４ 

△ －４．３ 

△ －７．５ 

△ －４．３ 

〇  ０．６ 

〇 －１．８ 

〇 －１．４ 

△ －１．１ 

△ －２．８ 

△ －３．７ 

○ －０．１ 

○ －１．２ 

○ －０．９ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-2.1 
0.0 -0.9 -0.4 

-1.6 
0.1 

-1.4 
-0.3 

-2.2 

0.3 

-8.0

-3.0

2.0

H29 H30 R1 R2 R3

小学校国語 市-県

小5 市ー県 小6 市ー県

-0.8 

1.9 

-1.5 

-4.3 
-3.3 

0.2 
-1.7 

1.0 

-3.7 

0.3 

-8.0

-3.0

2.0

H29 H30 R1 R2 R3

小学校算数 市-県

小5 市ー県 小6 市ー県

-1.6 
-0.4 -0.3 

1.3 

-3.2 
-1.2 

-4.3 

0.6 
-1.2 

-0.1 

-8.0

-3.0

2.0

H29 H30 R1 R2 R3

中学校国語 市-県

中1 市ー県 中2 市ー県

-2.9 -3.2 -3.9 

-1.5 

-4.5 -4.3 

-7.5 

-1.8 
-2.8 

-1.2 

-8.0

-3.0

2.0

H29 H30 R1 R2 R3

中学校数学 市-県

中1 市ー県 中2 市ー県

-2.6 -2.6 
-3.6 

-1.1 
-2.8 

-1.4 

-4.3 

-1.4 
-3.7 

-0.9 

-8.0

-3.0

2.0

H29 H30 R1 R2 R3

中学校英語 市-県

中1 市ー県 中2 市ー県
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（２）調査該当学年の県平均正答率差の経年比較（〇は前学年を上回り、△は下回った教科） 

① 現小学校６年 

学年 教科 R２（小５） R３（小６） 

現小 6 
国語 

算数 

－０．４ 

－４．３ 

○  ０．３ 

○  ０．３ 

  ② 現中学校１年 

学年 教科 R1（小５） R２（小６） R３（中１） 

現中１ 

国語 

数学 

英語 

－０．９ 

－１．５  

 

△ －２．２ 

△ －３．７ 

 

△ －３．２ 

△ －４．５ 

－２．８ 

  ③ 現中学校２年 

学年 教科 H３０（小５） R1（小６） R２（中１） R３（中２） 

現中２ 

国語 

数学 

英語 

  ０．０ 

－１．９ 

 

○ －０．３ 

○  １．０ 

   

○  １．３ 

△ －１．５ 

  －１．１ 

○ －０．１ 

○ －１．２ 

○ －０．９ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

４ 各教科の状況 

（１）教科の全体的な状況について 

※ここでいう「全国」とは、本調査に参加している全国の自治体を表す。 

  〇 小学校について全国と比較すると、国語、算数ともに全国平均正答率を下回り、課題が

ある。 

  〇 中学校について全国と比較すると、国語、数学、英語ともに全国平均正答率を下回り、

課題がある。 

  〇 小学校５年については、県平均正答率との差が国語は－１．６Ｐ、算数は－３．３Ｐの

差で、特に算数に課題がある。小学校６年については、国語、算数ともに県平均正答率と

の差が＋０．３Ｐ上回った。 

  〇 中学校 1 年については、県平均正答率との差が国語は－３．２Ｐ、数学は－４．５Ｐ、

-0.4 
0.3 

-4.3 

0.3 

-8.0

-3.0

2.0

R2 R3

現小学校6年 経年比較

国語 算数

-0.9 

-2.2 
-3.2 

-1.5 

-3.7 
-4.5 

-5.0

0.0
R1 R2 R3

現中学校1年 経年比較

国語 数学 英語

0.0 -0.3 

1.3 

-0.1 

1.9 
1.0 

-1.5 -1.2 -1.1 -0.9 

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

H30 R1 R2 R3

現中学校2年 経年比較

国語 数学 英語
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英語は－２．８Ｐで課題がある。中学校２年については、県平均正答率との差が－０．１

Ｐ～－１．２Ｐで±２Ｐ以内であることから、国語、数学、英語ともにほぼ同率である。 

（２）各教科の結果からみられる成果（○）と課題（▲）、考えられる指導ポイント（★） 

＜国語＞ 

○ 小学校６年においては、０．３Ｐではあるが県平均正答率を上回っている。領域別では、

「言葉の特徴や使い方に関する事項」で１．５Ｐ、「我が国の言語文化に関する事項」で０．

７Ｐ、「書くこと」で１．１Ｐ県平均正答率を上回っている。 

  ○ 「我が国の言語文化に関する事項」については、中学校１年が５．３Ｐ、２年が３．０

Ｐ県平均正答率を上回り、「書くこと」については、中学校２年が２．１Ｐ上回っている。 

  ○ 小学校５・６年及び中学校２年の県平均正答率との差は、０．３Ｐから－１．６Ｐの間

であり、県平均正答率とほぼ同率である。 

  ○ 児童生徒の平均正答率を前年度の該当学年と比較すると、小学校６年が－２．２Ｐ→０．

３Ｐ、中学校２年が－１．１Ｐ→－０．１Ｐとなっており、改善傾向は見られている。 

  ▲ 中学校１年は、県平均正答率との差が３．２Ｐ下回っている。 

▲ 領域別では、県平均正答率と比較して、中学校２年を除いて「書くこと」の領域に課題

がある。 

▲ 「読む」領域については、県平均正答率と比較して小学校 5 年は－３．９Ｐ、小学校６

年は－１．４Ｐ、中学校 1 年は－４．０Ｐ、中学校２年は－０．４Ｐ下回っている。 

▲ 出題形式では、全ての学年の最終問題において出題されている「指定された長さや段落

で自己の考えを明確にして書く」ことについて課題があり、無回答率も他の設問と比較し

て高い。この設問の県平均正答率との比較では、正答率は県平均を若干下回り、無回答率

は低いが、ほぼ同率である。 

▲ 児童生徒の平均正答率を前年度の該当学年と比較すると、小学校５年は－０．４Ｐ→－

１．６Ｐ、中学校１年は１．３Ｐ→－３．２Ｐと下がっている。 

★ 課題に対して必要な情報を収集して考え、根拠を明確にしながら説明をしていく力を付

けていく取組を強化していく。また、自己の考えの根拠を示しながら、一定の条件の下で

記述していく力も育てていく。 

これらのことに迫るために、読解力の育成を目指した指定校の取組への支援を充実する

とともに、その取組の成果を各学校へ広げていく。また、図書館活用教育、調べる学習等

の取組も継続していく。 

 ＜算数･数学＞ 

○ 小学校６年は県平均正答率との差が０．３Ｐではあるが上回っている。領域別では、県

平均正答率との差は「数と計算」が＋０．７Ｐ、「図形」が＋０．１Ｐ、「変化と関係」が

－０．６Ｐであり、県平均正答率とほぼ同率である。 

○ 中学校２年の「数と式」についても県平均正答率を０．４Ｐ上回っており、県平均正答

率と同率である。 

○ 児童生徒の平均正答率を前年度の該当学年と比較すると、小学校５年が－４．３Ｐ→－

３．３Ｐ、小学校６年が－３．７Ｐ→０．３Ｐ、中学校２年が－２．８Ｐ→－１．２Ｐと

なっており、改善傾向は見られている。 

▲ 県平均正答率と比較すると、小学校５年生が３．３Ｐ、中学校１年が４．５Ｐ下回って

いる。 

▲ 領域別では、県平均正答率と比較すると、「図形」と「関数」の領域に課題がある。 

▲ 出題形式の記述式においては、最終問題の「式と言葉の両方を使って問題を解く方法を

説明する」ことについて課題があり、無回答率も他の設問と比較して高い。この設問の県

平均正答率との比較では、正答率は若干下回り、無回答率は若干低いが、ほぼ同率である。 

▲ 児童生徒の平均正答率を前年度の該当学年と比較すると、中学校１年は－１．５Ｐ→－

４．５Ｐと下がっている。 
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★ 児童生徒自らが問題解決に向けての見通しをもち、数学的な表現を用いて筋道を立てて

図等を活用しながら説明し合う学習を重視することや、適用問題の確実な実施等の取組に

より、多くの問題解決体験をすることが必要である。 

  これらのことに迫るため、指定校の取組への支援を充実するとともに、その取組の成果

を各学校へ広げていく。 

 ＜英語＞ 

  ○ 中学校 1 年は対話の流れに合った英文を書く問題において、県平均を１．７Ｐ上回って

いる。 

○ 中学校 2 年は県平均正答率との差が－０．９Ｐではあるが、「聞くこと」の領域、文法の

知識・理解の問題においては県平均を上回っている。 

▲ 「書くこと」の領域において、中学校 1 年が－４．５Ｐ、中学校 2 年が、－４．０Ｐと

県平均を下回っている上、無回答率が高く、課題があると言える。 

▲ 中学校 2 年は、まとまった英文を読んで概要や要点を捉えることに課題がある。 

★ 「英語を使って何ができるようになるか」という単元ゴールを設定するとともに、目的、

場面、状況を設定し、生徒が英語を使って気持ちや考えを伝え合うなどの言語活動を充実

させていくことが必要である。 

★ 教科書等を読む際には、1 文ずつ理解するのではなく、初見のまとまった英文から必要

な情報を取り出すために、目的を持って読むなどの活動を繰り返していくことが必要であ

る。 

★ 自分自身のことについて、また聞いたり読んだりしたことについての感想や意見のやり

とりをし、その内容について、まとまった英語を書くといった領域統合の活動をしていく

ことが必要である。 

（３）該当学年の県平均正答率差の経年比較について 

   ○ 小学校６年は、５年のときの調査と比較すると、県平均正答率との差が国語－０．４

Ｐ→０．３Ｐ、算数－４．３Ｐ→０．３Ｐと、ともに伸びてきている。 

   ▲ 中学校１年は、小学校５年のときの調査と比較すると、県平均正答率との差は、国語

－０．３Ｐ→－３．２Ｐ、数学１．０Ｐ→－４．５Ｐと下降している。 

△ 中学校２年は、小学校５年のときの調査と比較すると、県平均正答率との差は、国語

０．０Ｐ→－０．１Ｐでほぼ同率、数学は１．９Ｐ→－０．９Ｐで下降している。英語

は中学校１年のときの調査と比較すると、－１．１Ｐ→－０．９Ｐと伸びてきている。 

 

５ 生活・学習に関する意識調査の状況 

（１）授業改善に関わること 

平成２６年度より追跡調査を行っていた下記質問項目について、来年度からは、再検討す

ることとしているため、調査開始時の平成２６年度と本年度の結果を比較した。 

※ 対象は小学校６年及び中学校３年で「当てはまる」と回答した割合を示し、下線は２０

Ｐ以上の数値の伸びを表す。 

質 問 項 目 
小学校 6 年 中学校 3 年 

平成 26 令和３ 平成 26 令和３ 

①授業の中で目標（めあて・ねらい）が示され

ている 
33.2 53.4 24.2 58.4 

②授業では、自分たちで課題を立てて、その解

決に向けて情報を集め、話し合いながら整理し

て、発表するなどの学習活動を行っている 

18.8 47.4 15.1 55.3 

③自分の考えを発表する機会が与えられてい

る 
41.2 61.1 35.5 62.0 
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④課題解決に向かい自分で考え自分から取り

組んでいる 
30.2 27.0 18.3 46.9 

⑤授業では、話し合う活動をよく行っている 44.7 57.4 33.4 64.8 

⑥話し合う活動を通じて自分の考えを深めた

り広げたりできている 
20.6 48.6 16.7 59.6 

⑦授業の最後に学習を振り返る活動を行って

いる 
26.3 44.1 11.1 39.1 

○ 小学校の「④課題解決に向かい自分で考え自分から取り組んでいる」を除いた項目にお

いて、調査開始時よりも「当てはまる」と言い切った児童生徒の割合は上昇している。各

学校の授業改善が「主体的・対話的で深い学び」、特に「対話的で深い学び」に向かって取

り組まれている。 

▲ 「④課題解決に向かい自分で考え自分から取り組んでいる」については、小中学校とも

に他の項目と比較して数値が低い。 

★ 以下の 2 点を重点として授業改善の取組を進めていく。 

・ 授業改善が進んできている対話的で深い学びに関わる「話し合う活動を通じて自分の

考えを深めたり広げたりする」ことに関する取組。 

・ 課題として挙げられる主体的な学びに関わる「課題解決に向かい自分で考え自分から

取り組む」ことに関する取組。 

（２）前年度と比較して改善の見られた項目（主な項目のみ。数値は市の平均肯定率） 

  ○ 「自分のことが好き」について、小学校５年４９．０Ｐ→５５．１Ｐ、中学校１年５３．

４Ｐ→６０．６Ｐ、２年５０．２Ｐ→５４．２Ｐと、前年度を上回っている。 

  ○ 「自分には良いところがある」について、小学校５年６２．９Ｐ→６８．１Ｐ、６年７

１．３Ｐ→７１．３Ｐ、中学校１年６８．８Ｐ→７３．４Ｐ、２年６０．９Ｐ→６５．３

Ｐと、前年度を上回っている。 

  ○ 「算数・数学の勉強が好き」について、小学校５年５０．０Ｐ→５２．８Ｐ、中学校１

年５１．６Ｐ→５８．８Ｐ、２年５５．０Ｐ→５８．６Ｐと、前年度を上回っている。 

  ○ 「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある」について、小学校６

年４２．２Ｐ→４５．８Ｐ、中学校１年４１．３Ｐ→４３．２Ｐ、２年３２．７Ｐ→３７．

５Ｐと、前年度を上回っている。 

  ○ 「知りたいことや疑問に思ったことを自分で調べたり、友達や先生に聞いたりして解決

しようとしている」について、小学校６年６４．６Ｐ→６６．８Ｐ、中学校１年６７．３

Ｐ→６７．８Ｐ、３年６９．８Ｐ→７２．３Ｐと、前年度を上回っている。 

（３）家庭学習について 

  ○ 「1 日に 1 時間以上家庭学習をする児童生徒の割合」は、小学校６年は県の割合との差

が－０．６Ｐでほぼ同率であるが、小学校５年は－１１．２Ｐ、中学校 1 年－２．５Ｐ、

２年は－４．０Ｐと下回っている。 

  ○ 昨年度の浜田市の同学年平均と比較して、小学校６年－３．６Ｐ→－０．６Ｐ、中学校

１年－４．５Ｐ→－２．５Ｐ、３年－５．３Ｐ→－４．０Ｐとなっており、改善傾向は見

られている。 

（４）メディアについて 

  ○ 「1 日に 2 時間以上テレビ、ビデオ、DVD を見たり聞いたりしている児童生徒の割合（勉

強のためやテレビゲームを除く）」は、小学校５年は県平均と比較して７．０Ｐ、６年は０．

５Ｐ、中学校２年は０．５Ｐ多く、中学校１年は０．５Ｐ少ない。 

○ 昨年度の浜田市の同学年平均と比較して、小学校６年４９．４Ｐ→４６．８Ｐ、中学校

１年４２．８Ｐ→３８．６Ｐ、中学校２年４３．８Ｐ→３７．２Ｐとなっており、若干で

はあるが改善傾向は見られている。 
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（５）読書及び学校図書館活用について 

  ○ 「1 日に 30 分以上読書する児童生徒の割合」は、中学校３年が５．５Ｐ県の割合を上回

り、小学校５年は－３．４Ｐ、６年－４．１Ｐ、中学校１年－１．５Ｐと下回っている。 

  ○ 「学校図書館を使った授業は、ほかの授業を行うときにも役立つと捉えている児童生徒

の割合」は、小学校６年が４．７Ｐ、中学校３年が１０．５Ｐ県平均肯定率を上回り、小

学校５年は－７．７、中学校 1 年が－４．６Ｐで県平均肯定率を下回っている。 

 

６ 今後の対応 

○ 全ての小中学校への学校訪問指導を複数回実施する。その際、授業改善プランとして示す

「子どもの声でつくる授業」に基づき、授業構想段階から関わることで校内研究や授業者へ

の支援となる学校訪問としていく。また、子どもの学びの事実に基づいた研究協議を推奨し、

授業研究の質が向上するように支援していく。 

「協調学習」「図書館活用教育」の取組を柱とした教師の授業力向上に向けた取組も継続す

る。 

○ 国語を要とした読解力の育成及び小学校算数の授業改善について、指定校の取組を核とし

ながら推進し、成果を各学校へ広げていく。 

○ 家庭学習の時間、メディア接触については、改善が見られる学年はあるものの依然として

課題がある。これらへの取組として、取組期間を決めて児童生徒自らが目標を設定して実践

をしていく取組が行われてきている。この取組が日常的な取組となるようにしていく。家庭

で過ごす時間について、児童生徒が自らコントロールする力を育成していく取組を通して、

「家庭学習時間の確保」「メディア接触時間の適正化」、「読書時間の確保」等につなげていく。 

小中連携教育やＰＴＡ活動との連携を深めるなどの取組を継続して、保護者への啓発も強化

していく。 

○ 「ICT を活用した授業改善指定校」の取組を継続し、授業における一人一台端末の効果的

な活用の在り方を各学校に広げる。また、ICT 機器を活用した授業実践の好事例を授業実践

例として公開していく。これらのことにより、児童生徒一人一人の学習状況に応じた個別学

習の充実や児童生徒同士が考えを共有し話し合いを深めていく授業の実現を目指していく。 

○ 授業の質を向上させ、学力を育成していくためには、学校、学級が「安心、安全で信頼で

きる場」であることが欠かせない。「学級づくり」等の取組を各学校が組織的に取り組んでい

けるように支援をしていくことに努める。 



読者アンケート Vol.64 に寄せられた意見等対応報告 
 

※塗りつぶしは「大学のある町として、どのような取組が必要ですか？」に対する回答 

 
福祉環境委員会 

意見 対応経過及び結果 

小さい子供が 2 人います。 

浜田市は子ども用品を買おうと思ってもゆめタウンやし

まむらくらいしかなく、品数が少なかったりオムツやお尻

拭きが売ってなかったり、他と比べて値段が高かったりし

ます。 

このコロナ禍ということもあり、益田や出雲に買い物に行

きたくても行けないですし、小さい子を連れて行くのも大

変だったりします。 

子ども用品を取り扱うお店を浜田市にもっと増やしてほ

しいです。 
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浜田市小中学校におけるオンライン授業について 

１ 各学校におけるタブレット等を活用した取組概要について 

 ○ 国語、算数・数学、英語のタブレットドリルを活用した学習は、ほとん

どの学校で実施されている。 

 ○ 授業における活用については、学校によって取組に差がある。小学校 1

年生から頻繁に活用する学校もある。 

 ○ 校外学習に出かけにくいことから、オンライン社会科見学や地域講師に

よるキャリア教育の講話などを行った学校もある。 

 ○ 出席停止や不登校傾向の児童生徒に教室での授業をオンラインでつなぎ、

家庭あるいは学校の別室から授業に参加できるようにしている実践も行わ

れてきている。 

 

２ 臨時休業等におけるオンライン授業等について 

  通信環境がない家庭の児童生徒には、その日の状況等を電話等で確認した

り、実施した内容を伝えたりして個別の対応を行っている。 

 ⑴ オンライン授業として扱わない場合 

  ○ タブレットドリルを活用した家庭でのドリル学習 

通信環境がない家庭の児童生徒には、オフラインで活用できるよう 

に個別にドリルをインストールして対応している。 

  ○ オンラインによる健康観察や学習状況の確認 

  ○ 問題の解き方を録画し、オンラインによって児童生徒が確認できる 

ように情報提供 

 ⑵ オンライン授業 

  ○ 教室での授業の様子を映像として流し、出席停止者等が授業に参加で

きるようにする。 

  ○ 臨時休業等で、教師が黒板等を活用して授業をする 

※ 通信環境のない家庭の児童生徒が子どもの居場所でオンライン授業

に参加した実践もある。 

 ⑶ その他 

  ○ 以下の点により、教員のオンライン授業への抵抗は少なくなっている。 

・ オンライン授業に備えた研修（操作研修も含む）を 3 回実施した。 

  ・ ほぼ全ての学校で臨時休業中に職員朝礼や終礼をオンラインで実施した。 

○ オンライン授業は万能ではないため、学校で学んでいる時のような頻

度で授業を実施することは難しい。 

○ 学校再開後に学習成果が認められると校長が判断した場合に、その学

習を改めて指導しなくてもよいとの通知もあるため、オンライン授業を

したから授業が進められているとは簡単に判断はできない。 

   しかし、学びを止めないための効果はある。 

○ 「別紙 1～3」として、オンライン授業の実践を紹介する。  

令 和 4 年 3 月 4 日 

総 務 文 教 委 員 会 資 料 

教 育 委 員 会 学 校 教 育 課 
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３ オンライン授業等の実施状況について 

  令和 3 年度冬季休業中に全校で端末の持ち帰りを実施し、家庭等でのイン

ターネット接続等の活用準備を進めてきた。 

1 月 22 日（土）から 1 月 31 日（月）までのコロナ禍における臨時休校中に、

8 割以上の学校でオンライン授業や家庭学習状況把握、健康観察を実施した。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ ポケット Wi-Fi について 

令和 2 年度から令和 3 年度にかけて、学校教育課が 2 回実施した保護者向け

アンケートでは、9 割以上の家庭でパソコンやスマートフォンを使ってインタ

ーネットに接続できていることを確認できたが、データ通信容量の制限がある

家庭も多い。 

全ての児童生徒の家庭と一律にオンライン授業を行うためには、インターネ

ット環境が十分に整っていない家庭への対応が必要あり、ポケット Wi-Fi の貸

与について検討が必要である。検討に当たっては、通信料負担や通信速度など

の課題についても整理する必要がある。 

 

 

 

【資 料】 

  ・実践事例①長期欠席者の学習保障    （別紙 1） 

・実践事例②欠席者のための簡易なオンライン授業  （別紙 2） 

・実践事例③臨時休業中のオンライン授業   （別紙 3） 

・家庭等のインターネット環境について   （別紙 4） 

 

区 分 

オンラインによる児
童生徒との双方向通
信の実施校数（健康観
察含む） 

うち、オンライン授業
の実施校数 

小学校 (全 16 校中 ) 13 校 81.2% 5 校 計 148 回 

中学校 (全 9 校 中 )  8 校 
88.8% 

2 校 
計 4 0 回 

計   21 校 
84.0% 

7 校 
計 188 回 
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○ 健康観察、通信状況の確認、

近況報告等を実施。 

○ インターネット回線のトラ

ブルはほとんどなかったが、

何件かつながらないとの保護

者の電話連絡があり、対応し

て解決した。 

○ インターネット環境がない家庭の子どもへは、オンライン

学習をすることと実施状況について個別に連絡をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時休業中のオンライン授業（小学校） 

※ 臨時休業をした学年でオンライン授業を実施したとの情報提供が学力向上推進室に
あった。以下に、その実践について情報提供をする。 
○ 当該校においては、オンライン授業を視野に入れ、子ども達にオンライン授業への
アクセスの仕方について指導をしていた。 

○ 同時に、保護者へ学年通信等でオンライン授業へのアクセスの仕方について写真付
きの手順を示し、周知をしていた。 

などの事前の取組により実践が可能となった。 

黒板を活用しながら、双方向で学習 

オンライン朝の会 

教科書のページを示しながら、教師が指導内容についてコメント 

○ オンライン授業に参加できない子どもへの配慮は、必要なことです。 
○ 実践をしてみて、兄弟がいる家庭で、兄弟が同時にオンライン授業に参加した際、通信が安定し
ない場合があることが分かったそうです。このことから、この学校では学年ごとにオンライン授業
の時間帯を分けて実施することにしたそうです。 

○ ともかくやってみる。そして、生じた課題について改善をしていくことを大切にしてください。 

子ども達が 1日の見通しをもつことができるように、本日の

オンライン授業時間割及び学習内容の概略を板書しておく。 

活用する黒板の場所に応じ

て教師用タブレットを置く場

所は工夫。 

文字の多さについても配慮

をする。 

○ 板書をしながら指導を行う 

○ 教師の顔が子ども達に見える

ようにし、教科書に記載されて

いる内容を示しながら、説明を

行う 

など、指導内容に応じて写す場所

を使い分けています 
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１学期途中から学級へ入りにくい生徒がいたが，授業のプリントや様子を伝えるだけになりがち

だった。また，担任や連絡をした教員がすべての授業について説明することは不可能で，生徒から授

業の進度や様子を聞かれても答えることができない状況もあった。 

保護者の要望もあって，学力補充に山びこ学級へ通う生徒もいた。しかし，保護者も本人も学級の

様子や授業の進度・学力補充に関心があり，オンライン授業を要望していた。 

 

 

 冬休みにタブレット持ち帰りが可能になったため，長期欠席者へもタブレットドリルの活用を勧め，

オンライン授業の配信などを試験的に行うことを提案した。 

① ２学期末に終業式をオンライン配信したところ，長期欠席者が自宅でライブに参加し視聴してい

る様子が見られた。 

  また，３学期始めの始業式でも同様に配信を行ったところ，家族（母と子）で視聴し，学校の様

子や友達の様子について会話ができたようだった。 

② コロナ関係で欠席した生徒へも同様に配信への参加を促した。各授業へ参加し，授業の内容への

理解を深めた。「板書などもきちんと見えて，よかった」と言っていた。 

 

① 各授業へWebカメラと教育用タブレットを持って移動す 

る。（学校代表タブレットを利用） 

  タブレットのカメラでも可能だが，黒板を写すためには

リモコンで角度が操作できるカメラが使いやすい。 

②  オンライン会議を常に開催している状態にし，生徒が

会議へ参加する。 

  生徒の状況に応じて，カメラや音声は Offにしてよいこ

とを伝えておく。 

 

 

 ２学期は登校が少なかった生徒だが，３学期は

登校が少しずつ増えている。 

 登校したら，タブレットを開き，授業に参加す 

る様子が見られ，少しずつ定着している。 

 また，午後早退した時にはタブレットを持ち帰 

り，家庭で授業へ参加する様子も見られる。 

 授業に参加しているという意識が高まり，板書をノートに書いている様子も見られた。 

 

※今後も継続していきたいと考える。 

長期欠席者の学習保障 中学校 オンライン授業  

※長期欠席者に学習の機会を設けるために，常に該当学級の授業をオンライン会議でラ
イブ配信する。 

①長期欠席の生徒の家庭へタブレットを持って行く。（持って帰るように指導する。） 
 Teamsでのオンライン授業への参加の仕方をまとめたもの（手引き）を用意し，でき
れば一緒に一度参加してみる。 

②生徒の実情に合わせて，生徒側の端末のカメラ・音声の on・offを自由に設定できる 
ことを伝える。 

③1台の端末から該当学級の授業を配信し続ける。 
 
 
 

※経緯・背景 

２ 実践 

１ 長期欠席者へのタブレット持ち帰りが可能になったため 

３ 生徒の様子と変容 
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この実践を行った教師は、以下の取組があったことから、抵抗なく実践を行うことができた。 

○ 教師は、11月 1日の研修に参加していた。 

○ 該当校は、11月 1日の研修後、再度校内での研修を開催し、教員同士で児童生徒役と教師役とに

分かれ、Teamsを活用した演習を行っていた。 

○ 上記のことから、教師はオンライン授業が実施できるとの感触を得ていた。 

○ 対象児童は冬季休業中にタブレットを持ち帰っており、欠席当日に家庭にタブレットがあった。 

 

① 教師は対象児童の欠席 1日目に状況把握のために家庭へ連絡をした。 

② 保護者とのやり取りの中で、複数日の欠席となるため Zoom 等で学校と家庭をつなぐことができ

ないかとの相談があった。 

③ 教師は、Teams を活用してオンライン授業が可能であることを伝えた。保護者がオンライン授業

をしてほしいと同意をしたため、本実践に至ることになった。 

 

① ICT支援員の協力により、クラスのチームの中に「お休みさん」（このチャネル名は当該校独自の

もの）として欠席者がアクセスできるチャネルを開設する。（クラス全員を登録しておくと便利） 

② 電話で保護者へ連絡をし、「何とかしてこのチャネルに入ってきてください」と伝え、いつでも授

業にオンラインで参加できることを伝える。 

③ 配布してある時間割により、本人と保護者が参加する授業を決めて参加する。 

 

「教室側面」パターンと「教室中央前面」パターンとを教科等の指導内容や形態に応じて使い分け。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席者のための簡易なオンライン授業 ～教師用タブレット 1台のみで～ 

○ 11月 1日に校長会及びメディア部会、教育委員会共催で「オンライン授業研修」
を実施した。その際には、教師用タブレット以外にカメラの設置等も行い、授業を受
ける側に映像や音声がよりよく伝わるようにした。 

○ 学校からの情報提供により、教師用タブレット 1台でオンライン授業を実施しても、
オンラインで授業を受ける側の児童生徒に授業の様子が十分に伝わることやオンライ
ンで授業を受けている児童生徒が発言をし、その音声が教室で学んでいる児童生徒に
も伝わったことが判明した。オンライン授業を受けたのは小学校 1年生である。 

○ その学級のオンライン授業実施の経緯と、機器の設置等について以下に紹介する。 

 １ 前提として 

３ 実践の事前準備 

 小学校 1年生の事例です。
保護者が在宅しており、接続
等に協力することができた
ことから実践が可能となっ
ています。上学年になってい
けば、児童生徒のみでの対応
も可能となります。 
 普段の授業で Teams を活
用し、児童生徒が操作に慣れ
るようにしておくことは大
切なことです。 

２ 実践に至るまでのエピソード 

４ 教師用タブレットの設置場所 

スピーカーを取り付け、欠
席児童の発言が教室内に
聞こえるように対応 

【教室中央前面】 
・板書や大型提示装置の映
像が見やすい 

・授業者も語りかけやすい 

【教室側面】 
・教室全体の様子が見える 
・板書の様子も見える 
・授業者も画面上の児童を
確認しやすい 



 

弥栄サービスステーションの支援の状況について 

  

弥栄サービスステーションは、令和 3 年 11 月 2 日に改装１周年を迎えました。そ

の支援活動等について下記のとおり報告します。 

 

記 

 

1 弥栄サービスステーションを応援する会の活動状況 

(1)会の概要 

弥栄サービスステーションを応援する会は、弥栄町の住民が安心して暮らし

続けられる環境を守り、地域の産業振興を図るため、弥栄町唯一のサービスス

テーションが安定した経営と長期的に継続できるよう支援することを目的と

して活動する会であり、弥栄住民を始めこの会への賛同者、市、JA が一体と

なって取組んでいます。 

 

(2)主な活動 サービスステーションの利用促進のための各種活動 

ア 会員特典（スタンプカード、クーポン券）の発行、管理  

  イ 総会の開催、広報紙（SS 応援する会ニュース）の発行 

  ウ ＳＮＳの活用 

エ 幟旗の町内設置、更新 

オ 弥栄町内の未加入者への働きかけ、入会勧誘 

カ サービスステーション祭りの開催（令和 3年 11 月 5 日及び 6日） 

 

 (3)会員加入状況                      (単位：人) 

                             

 

 

 

 

 

2 JA 弥栄サービスステーションの状況（令和 3年 1月～12 月） 

 

区  分 1/31 時点（8/31 時点） 最終目標 

正 会 員 138（136） 177 

賛助会員 247（244） 328 

計 385（380） 505 

 令和 3年 1 月～ 

12 月の損益 

令和 3年（＝2年

目）の経営計画 

令和 2年の実績 

（参考） 

収益計 16,035,104 円 10,289,000 円 15,792,931 円 

経費計 15,390,122 円 9,245,000 円 14,274,878 円 

収支（税引前） 644,982 円 1,304,000 円 1,518,053 円 

令 和 4 年 3 月 4 日 

総 務 文 教 委 員 会 資 料 

弥栄支所防災自治課 
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家庭等のインターネット環境について 

◆学校教育課が行った調査 

 
◆モバイル Wi-Fiルータの必要数 

 【仮定】「十分は通信速度がないと想定される児童生徒数」を必要数とした場合 

R3.5.1時点児童生徒数）3,667人 

   必要数）3,667人×｛1-（0.965×0.646）｝＝1381.02887≒1,381人 

 

 Teamsオンライン会議のデータ量の目安  

 【仮定】10分あたり 150MBと想定した授業 1コマのデータ量 

   小学校）45分÷10分×150MB＝675MB/コマ → 1日 3コマ × 5日 ≒ 10GB/週 

   中学校）50分÷10分×150MB＝750MB/コマ → 1日 3コマ × 5日 ≒ 11GB/週 

   1日あたり 2GB程度、1か月（4週）あたり 40GBが必要となる。 

   動画の視聴、タブレットドリルを利用するとさらにデータ量が増加する。 

 

◆ポケット Wi-Fi単価の目安  1万円～1.5万円／台 

（注意点） 

・ SIMフリーで調達する場合でも、マルチキャリア（docomo、au、Softbank 各社の 

MVNO LTE サービス SIM）に対応していることが望ましい 

◆通信料の契約の目安  2,000円～5,000円／月 

（注意点） 

・ 支払いはクレジット払いに限定する事業者もある 

・ 通信料無制限プランでも「3日間 3GBまで」など制限があることがある 

・ 一度契約すると、使わない月も休眠料がかかる事業者が多い 

調査1 調査2

R2.5.25～R2.6.4 R3.9.6～R3.10.31

紙 Web、紙

保護者数 児童生徒数

94.4％（2,805／2,970枚） 98.7％（3,627人／3,674人）

89.1% 96.5％

66.7% 64.6％

16.1% 13.4％

～5GB -- 4.7％

～10GB -- 2.1％

～20GB -- 2.1％

～20GBより多い -- 4.5％

6.5% 13.5％

10.7% 8.5％

インターネットを利用でき

るか

インターネットに接続して動画

を視聴できるか

データ通信料は定額か、制

限があるか

インターネットを無線環境で利

用できるか

インターネットを利用する

機器は何か

データ通信料は定額か、制限が

あるか

項目

データ通信容量　制限あり

インターネット利用率

定額で使い放題

回収率

調査対象

調査方法

調査期間

質問項目

データ通信容量　不明

データ通信容量　未回答

仮に 1 万円／台とした場合 

10千円×1,381 人＝13,810千円 

仮に 2,000 円／月とした場合 

2 千円×1,381 人＝2,762千円／月 



 

 

 

                     

                       

 

 

 標記において、浜田市教育委員会が表彰されましたので報告します。 

 

１ 表彰の趣旨 

  キャリア教育の充実発展に尽力し、顕著な功績があったと認められる教育委

員会、学校及び PTA団体等について、その功績をたたえ、文部科学大臣が表彰

することにより、キャリア教育の充実を促進することを目的とする。 

 

２ 表彰式期日  令和４年１月２５日（火） 

          ※ オンラインによるライブ配信 

 

３ 受賞団体数 

   教育委員会 １２  学校 ９８  PTA団体 ９ 

 

４ 推薦理由（当日資料より抜粋） 

 ○ 浜田市教育委員会は、平成 22年度より中学校区ごとの「小中連携教育」を

推進している。具体的な取組として、各校が小中学校 9年間を見通したキャ

リア教育全体計画・年間計画の作成・実践を通して連携を深めることや、各

校にコーディネーターを配置し、小中学校で一貫したふるさと教育を推進し

ている。このような取組により、域内全ての小中学校でキャリア教育の視点

から教育活動を展開する基盤が醸成されている。 

 ○ 令和元年度、島根県教育委員会の「キャリア・パスポート活用・研究事業」

の指定を受けた浜田市立原井小学校と浜田市立第一中学校の取組を発信して

おり、県内各学校の今後のキャリア教育推進に寄与している。 

 ○ 浜田市教育委員会の取組は、各校の育てたい「資質・能力」を明確にし、

学校間の取組をつなげることを推進した優れた実践であることから推薦する。 

 

第 14 回 キャリア教育優良教育委員会、学校及び PTA 団体等 

文部科学大臣表彰について 

令和 4 年 3 月 4 日 

総 務 文 教 委 員 会 資 料 

教育委員会学校教育課 



特定地域づくり事業「協同組合 Biz.Coop.はまだ」の現状について 

 

1 目的 

若年層の定住促進及び人手不足の解消を目的として、特定地域づくり事業を活用

し、若手音楽家の定住促進を行う。 
 
2 団体概要 

  名 称：協同組合 Biz.Coop.はまだ 

  代表者：代表理事 櫨山 陽介 

  所在地：浜田市新町 62番地（旧日本海信用金庫新町支店 2階） 

  組合員：一般社団法人石見音楽文化振興会、社会福祉法人誠和会、 

社会福祉法人日脚保育園、株式会社サンフラワーズ（4事業者）  

  設 立：令和 2年 11月 8日 

  派遣事業開始：令和 3年 4月 1日 
 
3 派遣社員の現状について 

 
派遣社員の 

増減 
派遣社員の 

総数 
備考 

令和 3 年 
4 月 1 日 

6名 6 名 
派遣社員の詳細 

 年代 出身 性別 備考 

1 20代 静岡県 女性  

2 20代 広島県 男性  

3 30代 浜田市 男性 
東京から家族 
3名で Uターン 

4 20代 北海道 女性 
家族 3名で 
Iターン 

5 20代 広島県 男性  

6 20代 広島県 女性  
 

7月 △1名 5名 自己都合により退職（転出） 

7月 1名 6名 〔年代〕30代、〔出身〕北海道、〔性別〕男性 

8月 1名 7名 〔年代〕20代、〔出身〕山形県、〔性別〕女性 

9月 △1名 6名 派遣先事業所へ就職のため、退職 

12月 △1名 5名 自己都合により退職（転出） 

令和 4年 
3月末 

△2名(予定) 3名(予定) 派遣先事業所へ就職のため、退職（予定） 

令和 4 年 
4 月 1 日 

5名(予定) 8 名(予定) 派遣社員（採用予定者）の詳細 

 年代 出身 性別 備考 

1 20代 和歌山県 女性  

2 20代 千葉県 男性  

3 20代 岡山県 男性  

4 20代 福岡県 女性  

5 20代 島根県 男性 飯南町出身 
 

 
4 課題・展望 

（1） 新たな組合員の確保：市内の他の人手不足に悩む業種への拡大の検討 

（2） 派遣社員の定住定着に向けた支援：派遣社員のスキルアップや、副業収入を得られ

る音楽活動の充実 

令和 4 年 3 月 4 日 
総務文教委員会資料 
定住関係人口推進課  



金城中学校のスキー事故に係る経過について 

１ スキー事故の概要 （令和元年 6月 19日議会全員協議会資料から抜粋） 

（1）事故発生日時 平成 30年 1月 17日(水) 12時 45分 

（2）事故現場   芸北高原大佐スキー場（広島県山県郡北広島町） 

（3）被害生徒   浜田市立金城中学校 1年 1組 男子生徒（事故当時 13歳） 

（4）参加生徒   33名（1年 1組） 

（5）引率教員   5名 

（6）指導講師   8名 

（7）事故の状況  滑走中にリフト支柱基礎ブロック部分に衝突 

（8）けがの状況  上顎骨折、右鎖骨骨折、頬貫通・裂傷、歯損傷 5本等 
 

２ スキー事故発生後の保護者対応に係る経過 

年月日 経過内容 

平成 30年 1月 17日 金城中学校スキー事故発生 

平成 30年 1月 19日 保護者と面会（教育長、校長等） 

平成 30年 1月 26日 保護者(父親)と面会（学校教育課、校長） 

…事故当時の状況説明、災害給付金の説明等 

平成 30年 2月 1日 保護者と面会（学校教育課、校長） 

…学校が作成した事故報告書の説明、災害給付金の説明 

平成 30年 2月 5日 市議会全員協議会（報告） 

…金城中学校におけるスキー教室での事故について 

令和元年 6月 6日 保護者と面会 

…保護者の意向により県教育庁職員同席。 

令和元年 6月 16日 保護者へ「浜田市立金城中学校スキー事故報告書」送付 

令和元年 6月 19日 市議会全員協議会（報告） 

…浜田市立金城中学校スキー事故の報告について 

令和元年 6月 27日 市議会総務文教委員会へ保護者出席 

…スキー事故に関する保護者の意見陳述 

令和 2年 4月 14日以降 双方代理人を通じて、話し合いを開始。 

令和 3年 5月 27日 両親へ面会を申し入れ 

…市代理人を通じて、相手方代理人へ保護者への面会を申し入れ

たが、相手方代理人を通じて断りの連絡あり。 

令和 3年 6月 28日 双方、調停で話し合いを継続することを合意。 

令和 3年 8月 18日 松江地方裁判所浜田支部において調停開始。 

第 1回調停 金城中学校スキー事故に係る損害賠償請求調停 

…調停は、裁判官、双方代理人、保護者(ご両親)、学校教育課が同席。 

令和 3年 10月 11日 第 2回調停 金城中学校スキー事故に係る損害賠償請求調停 

令和 3年 11月 17日 第 3回調停 金城中学校スキー事故に係る損害賠償請求調停 

令和 3年 12月 15日 第 4回調停 金城中学校スキー事故に係る損害賠償請求調停 

令和 4年 2月 16日 第 5回調停 金城中学校スキー事故に係る損害賠償請求調停 
 

令 和 4 年 3 月 4 日 

総 務 文 教 委 員 会 資 料 

教 育 委 員 会 学 校 教 育 課 



 

 

学校での学力向上の目標設定について 

 

 学校の教育目標は、教育基本法の教育の目的、目標及び学校教育法の教育

の目標などを踏まえて各学校長が設定している。このため、一般的には、知・

徳・体の調和の取れた児童生徒を育成するために、例えば「知・徳・体の調

和のとれた人間性豊かな生徒の育成―自主・連帯・創造―」のように示され

ている。 

 この学校の教育目標を具現化していくために、その年度の重点目標や学校

経営の重点として、例えば「課題発見力、思考力・判断力・表現力及び人と

かかわる力の育成」のように学力に関する項目も挙げている。 

さらに、校内で取り組む研究主題として「他者と協働して、自分の考えを

深め、主体的に表現する子どもの育成」のように掲げ、主として思考力・判

断力・表現力を育成することを目指した取組が推進されるようにするなど、

各学校が児童生徒の実態を踏まえながら設定している。 

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 

総務文教委員会資料 

教育委員会学校教育課 







読者アンケート Vol.64 に寄せられた意見等対応報告 
 

※塗りつぶしは「大学のある町として、どのような取組が必要ですか？」に対する回答 

 

総務文教委員会 
意見 対応経過及び結果 

大学の先生の専門的な知見を取り入れた政策。  

学生が生活しやすい街であってほしい。 

安全面が第一ですが最近夜、一人で歩いて学校方面に帰っ

ている女の子を見ると不安です。 

初心に戻って二度と事件が防げる地域にしてほしい 

あとは、生徒との市民との交流が大事 

 

大学生や 10 代 20 代の意見が政策に反映されるよう若者

議会を作られたらどうだろうか。 

先進事例として愛知県新城市の取組が高く評価されてい

ると聞いている。 

若者たちに取り組みたい事業を計画してもらい予算を付

けていくことで地元に対する関心が高まるのではないだ

ろうか。 

 

全国各地から学生が集まり、様々なまちづくり活動をされ

て話題になることもありますが、いずれも単なるサークル

活動で将来性を感じません。地域のきちんとしたまちづく

り組織と連携して数年以上続けられている活動を本気で

支援して成果を住民に見せることが大切です。 

 

 
  



読者アンケート Vol.64 に寄せられた意見等対応報告 
 

※塗りつぶしは「大学のある町として、どのような取組が必要ですか？」に対する回答 

 

産業建設委員会 
意見 対応経過及び結果 

若者が行きたがる、全国の有名チェーン店の進出。 

マクドナルドの単独店舗。ユニクロ等。益田市に負けな

いように。 

 

今回初めて議会だよりを見ました。 

・質疑応答が SDGs ごとにまとめてあってわかりやすか

ったです。 

・浜田市は漁業が盛んなまちと認識していますが、海の

環境は陸の環境とも深く関わっているので、もっと環

境に関する議論があっても良いのではないかと思いま

した。最近漁獲量や水揚げ量が少なくなっているとい

う話を耳にするので、主要産業である漁業の持続可能

性が気になります。 

・回答で、検討するまたは協議するという回答が多いよ

うに思いますが、それが実際どのように検討または協

議され、その結果どうなったかはどこかで発信されて

いますか？ 

 

小さい子供が 2 人います。 

浜田市は子ども用品を買おうと思ってもゆめタウンや

しまむらくらいしかなく、品数が少なかったりオムツ

やお尻拭きが売ってなかったり、他と比べて値段が高

かったりします。 

このコロナ禍ということもあり、益田や出雲に買い物

に行きたくても行けないですし、小さい子を連れて行

くのも大変だったりします。 

子ども用品を取り扱うお店を浜田市にもっと増やして

ほしいです。 

 

 
 
 
 
  



読者アンケート Vol.64 に寄せられた意見等対応報告 
 

※塗りつぶしは「大学のある町として、どのような取組が必要ですか？」に対する回答 

 

議会運営委員会 
意見 対応経過及び結果 

市議会議員の皆様はどのくらいまちづくり組織に所属し

て、自ら積極的に活動されているのでしょうか。まちづく

りと口では言っても、やることは人任せではないでしょう

か。立派なまちづくり条例ができました。 

他者の活動を憶測で批判するのではなく、応援し、また先

頭に立って引っ張ってほしいものです。成果が確約できる

ものでなければダメなら、まちづくり活動はできません。 

 

 
 
 
  



読者アンケート Vol.64 に寄せられた意見等対応報告 
 

※塗りつぶしは「大学のある町として、どのような取組が必要ですか？」に対する回答 

 

議会広報広聴委員会 
意見 対応経過及び結果 

今回初めて議会だよりを見ました。 

・質疑応答が SDGs ごとにまとめてあってわかりや

すかったです。 

・浜田市は漁業が盛んなまちと認識していますが、

海の環境は陸の環境とも深く関わっているので、も

っと環境に関する議論があっても良いのではない

かと思いました。最近漁獲量や水揚げ量が少なくな

っているという話を耳にするので、主要産業である

漁業の持続可能性が気になります。 

・回答で、検討するまたは協議するという回答が多

いように思いますが、それが実際どのように検討ま

たは協議され、その結果どうなったかはどこかで発

信されていますか？ 

 

 


